
各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

（１）豊かなコミュニティの実現
めざす姿(将来像)　
　これまで培われてきた人と人との「つながり」や「きずな」を礎にしながら、若い世代やマンション住民など、より幅広い住民も
参加し「自らの地域のことは自らの地域が決める」という意識のもと、隣近所での｢声かけ｣、｢見守り｣、｢助け合い｣、｢支え合い｣
といった身近な地域の中で生活課題等の解決に取り組むなどの、豊かなコミュニティを醸成し、大規模災害をはじめ様々なリス
クに耐え得る復元力の高い強靭な地域社会づくりをめざします。

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

都
島
区

49.7%

・地域ごとに差はあるものの、
少子高齢化や地域コミュニティ
の希薄化は、人と人とのつな
がりの促進に影響が大きく、目
標達成への課題は幅広い。
・まちづくりセンターと連携し
た、若い世代のまちづくり参加
促進など、中長期の取組を継
続する。
（区運営方針補足）

【2-2-1】
区民まつりを区民が企画、運営、広報など主体
的に行うことで、人材育成、交流促進、コミュニ
ティ育成につなげる。
・区民まつり（9月）

・区民まつり（9月）
　参加者数：約32,000人、出展65団体、ステージ出
演：18グループ
・区民まつり前夜祭（9月）
　参加者数：約200人、ステージ出演：3グループ

北
区 43.4%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会を年10回開催すること
により、地域活動の活性化につなげる。

・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙・ホームページ・フェイスブックを活用した地
域活動の情報発信の実施

・地域活動協議会に対する認
知度が未だ低く、運営方法や
活動内容について理解してい
る区民が非常に少ない状況で
ある。

・地域活動の担い手の問題と
も共通するが、若年層に向け
た周知活動、情報発信が不可
欠であり、ホームページやツ
イッター、フェイスブック等の
SNSを積極的に活用していく。

福
島
区

54.4%

【4-2-1】
高齢者や障がい者の日常生活の軽微なニーズ
に対し、身近な地域の有償ボランティアにより支
えることができるよう、マッチングを行う。

　事業の実務を担うコーディネーターを前年度の1名
から2名に増員し、地域の需要を掘り起こすため、高
齢者食事サービスの会場などでも事業の周知に努
め、昨年度を上回る利用実績を達成した。

此
花
区

・継続的に需要を掘り起こして
いく必要がある。口コミで利用
者の紹介をお願いするなど
様々な取組みで利用者を増や
すことができたので、引き続き
積極的な事業の周知などを通
して新たな利用者の発掘に努
める。

51.3%

・「区民まつり」など区民参加型の様々な事業に
おいて「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え
合い」の必要性を区民にアピールする。

・「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」の
必要性を区民にアピールした回数：15回
（区広報紙のコミュニティ育成事業、生涯学習ルー
ム事業、指導ルーム活動（夜間巡視）、防災事業の
記事でアピール）
・「このはな地域見守りタイ」の実施
　対象者数：633人
 登録ボランティア数：290人
　活動回数：12,277回
・「見守り強化事業」の実施

―



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

西
区

　特に人口流入が多い地域に
おいて、住民同士が気軽に交
流し、地域とつながるように、
マンションに限らず、地域の特
性に応じたコミュニティづくりが
必要である。

　マンション管理組合を通じた
幅広い啓発を行うなど、子育
てや防災をきっかけにマンショ
ン内のコミュニティづくりを支援
し、マンション住民と地域をつ
なぐための支援を行う。

37.6%

【1-2-1】
・新築マンションを中心に警察や消防と連携し、
防災や防犯の出前講座などの啓発をきっかけと
したアプローチで、マンション内コミュニティづくり
を促進する。
・出前講座や防災訓練をきっかけに地域とのつ
ながりや地域活動への参加を促し、地域とのコ
ミュニティづくりを支援する。
・新築マンションの入居前時点でのアプローチ手
法を蓄積し、新築マンションへのコミュニティづく
りに活用する。

・マンション自治会への出前講座（1回）
・にっしー広場等において出前講座等の啓発（3回）
・マンションコミュニティづくりに向け、マンション管理
組合と行政機関（区役所、西警察署、西消防署）と
の意見交換会の実施（11月）

【1-2-2】
・乳幼児健診などの機会や各地域の民生委員を
通じてマンションにおける子育て支援の周知をお
こない、「にっしー広場」（10回以上）の出前開催
を希望するマンションを募る。加えて、子育て世
帯が多く、開催可能な集会室等のあるマンション
を選定し、管理組合又は理事会等に事業の説明
をおこない、開催に向けて積極的に広報活動を
展開していく。
・参加者に対して、地域での様々な取組みを紹
介するとともに、子育てサロン等への参加を促
す。

　災害時の初期初動体制を強
化し、自助･共助の意識向上を
図るなど、災害時に強いまち
づくりを推進していく必要があ
る。

　更なる地域防災力の向上に
向け、地域防災訓練等などを
通じて災害時に迅速な初期初
動活動が行えるよう支援する。

【2-2-1】
・避難所となる小学校区単位での自主防災組織
による避難所開設訓練を行う。（８回）
・自主防災組織における「要援護者支援計画」の
策定を進め、要援護者名簿の受け入れ体制づく
りを支援する。
・「災害時地域協力貢献事業所」が災害時に協
力できる資機材の提供など、具体的な協力内容
に関する情報を整理する。
・津波避難ビルの拡充を図るとともに、確保の難
しい木津川以西の地域において有効な避難方
法を検討する。
・通学路を中心に浸水深サイン（浸水どうぶつも
のさし）を拡充する。

・自主防災組織における各地域防災訓練の実施
（避難所開設訓練等）　13地域
・中学生を対象とした防災授業の実施　　1中学校
・「要援護者の見守りネットワーク事業」と関連付け
た地区防災計画（素案）の策定　　13地域
・「災害時地域協力貢献事業所」の協力内容の整理
134事業所
・津波避難ビルの協定締結　2件
・浸水深サイン（どうぶつものさし）の拡充　　51施設
設置

・にっしー広場開催件数：10回　地域子育てサーク
ルを運営している民生委員・主任児童委員の参加：
21名
･地域子育てサークルに参加したことが確認できた
マンション：4か所
･「にっしー広場」の周知ポスターを区内広報板に掲
示。
・「にっしー広場」参加者に、情報誌やチラシ等によ
り地域の子育てに関する情報提供を行い、地域子
育てサークル等への参加を促した。

中
央
区

37.7%

【4-1-1】
地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域担
当制等を活用して地域の様々な情報を収集・発
信し、地域のイベントや活動への参加を呼びか
けていくことで、人と人とのつながりづくりを促進
する。
・あらゆる世代に対して、「つながり」や「きずな」
の大切さを啓発
・地域のつながりづくりに向けた様々なイベント
や活動に関する情報の収集：区内全地域（25地
域）
・地域活動協議会から提供された自主的なまち
づくり活動を広報紙に掲載：年8回以上
・Ｔwitter等多様な媒体を活用した情報発信：年
50回以上
・地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業
・地域福祉見守り活動事業

・あらゆる世代に対して、「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発
・地域のつながりづくりに向けた様々なイベントや活
動に関する情報の収集　　 区内全地域（25地域）
・地域活動協議会から提供された自主的なまちづく
り活動を広報紙に掲載　　年12回
・Ｔwitter等多様な媒体を活用した情報発信　　年41
回

【課題】
特に人口の流出入が多い中
央区においては、数値が低く
推移する傾向にある。しかしな
がら、区民のあらゆる世代に
対して、「つながり」や「きずな」
の大切さを、継続して啓発する
必要がある。
【改善策】
区広報紙やＴwitter等のメディ
アのみならず、防災訓練や地
域の行事においても各種地域
情報を発信することで、引き続
き粘り強く区民の関心を高め
る。



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

西
区

・「地域における要援護者の見守りネットワーク強化
事業」において、区内10地域で対象者の同意確認
後の要援護者名簿を共有し、2地域で整備中であ
る。また、福祉専門職による個別支援を実施中。徘
徊認知症高齢者保護の強化のためのメール配信シ
ステムの協力事業者も順次拡大中（2月末現在6施
設）
・引き続き見守りコーディネーターを各地域に配置
し、整備された要援護者名簿に基づき2地域が見守
り対象者を広げ訪問中（2月末現在）。

37.6%

　地域福祉活動の担い手が不
足しており、一部の区民に負
担がかかっている。また、活動
を開始したばかりの地域もあ
り、担い手の育成が必要であ
る。

　地域における福祉活動への
理解・協力を広く区民に求め、
担い手としての参加を促すとと
もに、地域福祉活動に対する
支援を充実していく。

・区民がイベントを企画するワーキング部会を4部会
組織。
　 ｺﾐｭﾆﾃｨ促進事業部会：29団体・個人
　 ｽﾎﾟｰﾂ推進事業部会：13団体・個人
　 文化振興事業部会：15団体
　 子どもの健全育成事業部会：15団体・個人
・区民が企画段階から参加できるイベント実施回
数：11回

【1-1-3】
・校庭等を芝生化することにより、子どもが緑の
もとで遊べる環境をつくるとともに、その活動を
通じて、地域の豊かなコミュニケーションづくりを
促進する。また、ヒートアイランド対策の一助とす
る。各地域住民が組織する実行委員会への説
明：1回

・実行委員会への説明会：4回
・1箇所について、芝生化施工完了

【2-4-2】
・「地域における要援護者の見守りネットワーク
強化事業（福祉局区ＣＭ予算額14,605千円）」
で、要援護者名簿整備（これまでに作成した要
援護者名簿の拡充）と、福祉専門職のワーカー
による孤立世帯等への専門的対応、徘徊認知
症高齢者保護の強化などにより、地域における
見守りネットワークを充実する。
・高齢者・障がい者の孤立を防ぎ、地域とのつな
がりを作っていくため見守りコーディネーターを
配置し、整備された要援護者名簿により、見守り
対象者を広げ、相談、訪問、情報提供を行う。

記念誌の発行や記録ＤＶＤビ
デオの作成が３月になったこと
から、戦争被害や戦後復興に
ついての認知度を測定できな
かった。
3月にＤＶＤビデオの上映を伴
う「まちづくりフォーラム」を開
催し、今年度に区内中学校に
記念誌を配付し活用を図るこ
とで戦争被害や戦後復興につ
いての認知度を高める。

成果指標を上回る結果となっ
たが、少人数世帯・高齢単身
世帯の増加や、地域コミュニ
ティを取り巻く社会環境の変
化、個人の生活様式や価値観
の多様化などにより、人と人の
つながりや地域コミュニティの
希薄化が今後も懸念される。
地域におけるつながりやきず
なの大切さを啓発し、さらなる
コミュニティの育成や活性化を
図るため、人と人とが出会い
つながる機会を提供する。
これまでの地域活動に関心の
薄かった人を含めて、より多く
の人たちに対して、地域活動
への理解を深め、地域活動へ
の参画を促す。

60.5%

【1-1-4】
・戦争体験者（20名程度）から聞き取りを行うとと
もに、大阪大空襲等による大阪港周辺の戦争被
害から区民が一丸となって取り組んだ港区の復
興に関する資料を収集・記録・編集し、ホーム
ページ等により公表する。そのことにより、小・中
学生も含めて、戦争による壊滅的な被害から復
興したまちの歩みを学ぶことで「助け合い」、「支
え会い」の重要性について理解を深めるととも
に、戦争からの復興の歴史についての認知度
を、27年度実施予定の区民モニターアンケート
において計測する。

・27年度区民モニターアンケートは未実施。
・港区の戦前の繁栄や戦中被害、自然災害や戦後
復興の記録をとりまとめたDVD、冊子を作成し、港
区まちづくりフォーラムでDVDの上映、冊子を配布
し、参加者アンケートを実施した。

【1-1-1】
・まちづくりセンターを活用し、地域活動協議会
が地域住民に対してその活動や組織運営、地域
におけるつながりやきずなの大切さ等を積極的
に啓発・広報することなどを支援する。このことに
よって、地域のより多くの人たちに地域活動への
理解の促進と活動への参画ならびに地域への
愛着を育む機会を提供する。広報研修会の開
催：2回。

・広報紙の発行地域数：11地域/11地域
・ホームページの開設地域数： 5地域／11地域
・フェイスブックの開設地域数：７地域／11地域
・ブログの開設地域数：1地域／11地域
・広報研修会の開催：1回
各地域団体に交付した補助金の事業計画や決算、
活動内容について区ホームページで公表。

【1-1-2】
・コミュニティの育成や活性化を図るため、港区
で活動するさまざまな団体やグループ、区民の
企画段階からの参画を促し、各種イベントや講
座を企画・開催するとともに、開催結果を情報発
信する。多くの区民が企画段階から参加できる
イベントや講座の開催：年４回以上

港
区



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

―

【課題】
地域における「つながり」や「き
ずな」の大切さを、継続して周
知する必要がある。
【改善策】
より多くの地域住民が閲覧す
る区広報紙を使用し、各種地
域活動の連載を行なうことで、
地域住民の関心を高める。

39.3%

59.7%

【6-1-1】
・区広報紙やホームページ等の媒体を活用し、
地域における見守り活動等の取組の紹介を通し
て、身近な地域でのつながりの大切さを伝える。
 区広報紙：随時

・区の財政的支援を受けて行われるイベント・活
動について、その効果(地域住民同士のつながり
の拡大)を測るためのアンケート調査等を実施す
るとともに、参加者や運営スタッフのつながりが
広がるよう主催者等に働きかける。 アンケート
実施：9地域

区広報紙での紹介：9回
アンケート実施：8地域（1地域については、地域活
動協議会としての活動を休止中のためアンケート未
実施）

全地域において本事業に関する説明・打合せが完
了し、対象者1,853人に対し同意確認書を送付、882
件の回答を得た。(回答率47.60％）。

成果指標を大きく上回るととも
に、全区の中で1番、繋がりを
実感できているという結果と
なっている。
このような豊かな地域コミュニ
ティを引き続き、維持していくよ
うな取組を実施していく。

73.8%

【6-1-2】
高齢者や障がい者等に対する地域における見
守り活動及び高齢者食事サービス事業の一体
的な実施により、セーフティ機能の強化を図ると
ともに、活動を通して把握された要援護者の情
報を、地域の防災対策や地域福祉活動に役立
てる。
「地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業」との連携により、両事業を効果的に実
施し、区内の要援護者の支援のネットワークを
張りめぐらせる。

見守り推進員による相談援助、相談者延べ人数：
10地域で3,090人、関係機関との連絡調整延べ件
数：515回

成果指標を大きく上回るととも
に、全区の中で1番、繋がりを
実感できているという結果と
なっている。
このような豊かな地域コミュニ
ティを引き続き、維持していくよ
うな取組を実施していく。

【6-1-3】
区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、
調査員による要援護者名簿に係る同意確認・名
簿整備、福祉専門職のワーカーによる孤立世帯
等への専門的対応、認知症高齢者等の行方不
明時の早期発見の強化を行う。
「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事
業」との連携により、両事業を効果的に実施し、
区内の要援護者の支援のネットワークを張りめ
ぐらせる

・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
・区民文化のつどいの開催（11月実施）
・こどもカーニバルの開催（3月実施）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・地域活動の情報発信（広報誌など）浪

速
区

大
正
区

天
王
寺
区

【4-1-1】
世代間の交流、わがまち意識を高めるとともに、
コミュニケーションの場として、あらゆる世代の誰
もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
・区民文化のつどいの開催（11月実施）
・こどもカーニバルの開催（3月実施）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

72.8%

【4-1-1】
・地域においてホームページ等を作成し、活動や
情報を広く発信、人々が積極的に事業に参加で
きるよう支援

・補助金について区ホームページにおいて公開

・各事業を各種団体で構成する実行委員会等で
実施したり、駅伝大会等開催し選手同士が絆を
深めることで、あらゆる世代に対し「つながり」や
「きずな」の大切さを啓発

・区レベルのイベントや活動に関する情報を多様
な媒体を活用して発信するとともに、それぞれの
地域において同様の情報発信ができるようノウ
ハウの提供などを支援

・地域コミュニティの活性化とこどもたちの教育
環境向上のため、区内学校園の校庭の芝生化
を実施

・新たに2地域でフェイスブック作成
・補助金について区ホームページで公表
・実行委員会を結成し区民まつり（約1万人参加）等
を開催

・５地域ではフェイスブック未作
成。引続き中間支援組織と連
携しフェイスブック作成等を支
援する。

三津屋小・北中島小の2校校庭の芝生化を行った。
平成26年度に芝生化を実施済の田川小・加島小・
木川小においては維持管理にかかる補助金交付、
維持管理技術指導の業務委託を行った。

【3-1-1】
・区広報誌「よどマガ！」や区HP等を活用し、区
役所から積極的に地域団体の活動情報を発信
することで、子育て世代、団塊の世代、企業、専
門学生等の地域活動への参加促進を図る。
（区広報誌等による地域情報発信：月1回以上、
区HPによる地域団体への補助金使途公開：年2
回以上）

・中間支援組織と連携し、地域団体や企業・
NPO・学校等様々な活動主体の交流を促進す
る。
（交流会の開催：年4回以上）

・地域団体が民主的で開かれた組織運営と会計
の透明性を確保し、その活動を広報することで、
地域団体の活動への理解や参画が得られ、活
発な活動が展開できるよう、中間支援組織を活
用し支援する。
（会計講座･広報講座等の専門講座の開催：年6
回以上、個別相談：随時、区役所内にて地域活
動情報コーナーの設置）

・区広報誌および中間支援組織広報紙による地域
情報の発信：合計22回
・地域団体や企業・NPO・学校等様々な活動主体の
交流会（年2回）、中間支
援組織広報紙による企業・NPO・学校等の活動紹
介（17回）
・中間支援組織と連携した、地域広報紙・FB個別支
援（3地域）、会計出前講
座等個別支援（6地域）、区役所地域活動情報コー
ナーの運用（18地域）

・芝生の維持管理を、ノウハウ
のない地域住民が行うのは困
難である。

・維持管理サポート業務委託
を継続して行う必要があり、地
域住民にはこのサポート業務
委託を通じて芝生維持管理の
ノウハウを習得してもらう。

・地域活動に既に取り組んで
いる地域団体や企業等への情
報発信は進んでいる。しかし、
まだ区役所との関わりが薄い
企業・NPO・学校、新たに転入
してきた方々等には地域情報
が十分届いていない状況にあ
る。
・あらゆる媒体や様々な機会
を活用し、積極的な地域情報
発信を継続して行う。

西
淀
川
区

淀
川
区

【3-1-2】
地域住民が主体となる小学校芝生化の実行委
員会を立ち上げ、芝生化に取り組むことで「つな
がり」と「きずな」の大切さを啓発し、学校を中心
とした地域のコミュニケーションの活性化を図
る。
　・小学校校庭の芝生化（２校)
　・26年度実施芝生の維持管理サポート（3校)

50.5%



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

56.4%

東
淀
川
区

・地域活動の担い手の拡大と
地域公共人材育成に関して
は、今まで参加していない若
い人やマンション住民などの
地域活動に関わりの薄い層に
対して、地域活動を始めやす
い土壌づくりや発信方法を再
考する必要がある。
まちづくりに関心のある区民の
交流会を開催し、地域活動協
議会で活動している区民と、関
心はあるが参加できていない
区民の交流を図り、新しい担
い手の育成・発掘を行うととも
にセミナーやワークショップの
参加にとどまらず、実行に移
すことの出来るスタートアップ
支援を行っていく。

・区内の保健福祉にかかる指
針となる地域保健福祉計画を
推進していくためには、地域住
民や関係団体からの意見を取
り入れ深く検討していく必要が
ある。
平成27年度策定した計画骨子
（素案）をもとに地域住民や関
係団体などから意見をお聞き
し、同計画の完全版策定に繋
げていく。
また区全体版と同時に、17地
域別の地域版「各地域別保健
福祉計画」の策定に向けて地
域での意見交換会を実施して
いく。

・子ども青少年の健全育成や
見守り、及び防災・防犯につい
ては、地域全体で意識を高め
取り組んでいただくことが重要
である。地域主体で意識を高
め、各取り組みを地域主体で
実施できるよう推進していく。

・区内１校の芝生化（新規施工）を実施。・平成26年
度施工3校の維持管理に対する補助及び技術指導
を実施。

【2-1-1】
だれもが地域で安心して自分らしく暮らしていく
ため、各種統計データや福祉データ等及び福祉
ニーズや課題を分析し、区の課題解決や特色を
活かした地域福祉を推進していくため、指針とな
る区保健福祉計画を策定する。
庁内・庁外の検討会議：年3回以上

区の課題や特色などを明らかにするため、国勢調
査のみではなく、福祉や保健などに関するデータを
分析することで、区の現状や課題を明らかにしたう
えで、東淀川区地域保健福祉計画骨子（素案）を策
定した。
庁内担当者会議：5回

・広報勉強会（17地域・各1回）、広報事例発表会１
回
・地域公共人材育成事業による講座やワークショッ
プ等22回　計40回
※H27実績：ファシリテーション講座・話し方講座・ま
ちづくり講座・まちの居場所づくり講座・対話の場の
つくり方講座・広報誌の作り方講座・まちづくり統計
講座・人間関係トレーニング・講演会・Ｗｅ　Ｌｏｖｅ東
淀川

【1-2-1】
地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の充
実のため、子育て世代を中心とした若い世代を
対象に地域のまちづくりに向けた活動の必要性
や重要性を啓発する講座を開催する。
市が実施した地域活動の担い手養成講座を受
講するなど地域活動に関心がありながら、実際
には地域活動に関わりが薄かった人を発掘し、
地域活動に参画するよう啓発の研修を実施する
とともに、意見交換などができる交流の場を持て
るよう進める。
ワークショップを中心に、30回以上開催する。

・区民および福祉関係事業者を対象とした「地域包
括ケアシステムとは？」の講演会及び福祉関係事
業者連絡会時の勉強会、担当者会議を実施（計6
回）・平成27年7月に区内2カ所の「ライフステーショ
ン」を設置。他都市に先駆けて高齢者だけでなく障
がい者などの地域の要援護者を包括的に対象と
し、見守りキーホルダー事業などの見守り活動や相
談事業を事業者により実施。事業者との意見交換
会において、要援護者の見守りの拠点として効果が
あるとの認識であり、ライフステーションを中心とし
た地域包括ケアシステムの構築が進んでいる。

【2-1-2】
高齢者や障がい者などが地域においていつまで
も安心して暮らし続けられる体制に関し、行政と
地域が役割分担し、それぞれの役割を担いなが
ら、地域包括ケアシステムの構築に向けて官民
一体となって取り組む。
庁内・庁外の検討会議：年6回以上

【2-2-2】
地域包括ケアシステムを支える柱の一つである
「いつまでも健康で暮らすための予防活動」の体
制強化のため、東淀川区健康づくり区民会議を
活用して、構成団体による更なる自発的な健康
づくり・介護予防の取り組みを推進し、地域との
連携を強化する。構成団体の全体会１回、担当
者連絡会を３回程度開催

・健康づくり区民会議(全体会)３回、担当者連絡会
を随時実施。・健康づくり区民会議構成団体のうち
18団体による、地域の健康づくり・介護予防の取り
組みに関する啓発を行うワークショップを3回実
施。・健康づくり講座として、保健師、栄養士による
「ウォーキングひろめ隊講座」「いきいき百歳体操サ
ポーター養成講座」「健康講座保健栄養コース」
「「食育フェスタ」など、健康イベント、食育イベントを
年間を通して実施。

【1-3-1】
地域住民等が校庭等を芝生化させることによ
り、子どもが緑のもとで遊べる環境をつくり、その
活動を通じて、地域のコミュニケーションを活性
化させ、地域づくりの実現を目指す。芝生化実施
予定学校の地域住民等への説明会を実施（１箇
所）



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

東
淀
川
区

56.4%

・地域活動の担い手の拡大と
地域公共人材育成に関して
は、今まで参加していない若
い人やマンション住民などの
地域活動に関わりの薄い層に
対して、地域活動を始めやす
い土壌づくりや発信方法を再
考する必要がある。
まちづくりに関心のある区民の
交流会を開催し、地域活動協
議会で活動している区民と、関
心はあるが参加できていない
区民の交流を図り、新しい担
い手の育成・発掘を行うととも
にセミナーやワークショップの
参加にとどまらず、実行に移
すことの出来るスタートアップ
支援を行っていく。

・区内の保健福祉にかかる指
針となる地域保健福祉計画を
推進していくためには、地域住
民や関係団体からの意見を取
り入れ深く検討していく必要が
ある。
平成27年度策定した計画骨子
（素案）をもとに地域住民や関
係団体などから意見をお聞き
し、同計画の完全版策定に繋
げていく。
また区全体版と同時に、17地
域別の地域版「各地域別保健
福祉計画」の策定に向けて地
域での意見交換会を実施して
いく。

・子ども青少年の健全育成や
見守り、及び防災・防犯につい
ては、地域全体で意識を高め
取り組んでいただくことが重要
である。地域主体で意識を高
め、各取り組みを地域主体で
実施できるよう推進していく。

・夜間巡視活動･･･青少年指導員を中心に全地域で
合計約250回実施
・街頭啓発・・・啓発ﾃｨｯｼｭ配布や啓発ベストを着用
し区域で年２回実施
・青少年育成に係る講演会･･･青少年育成区民大
会を１回実施
・青少年育成推進会議において意識の向上のため
の会議を年５回実施

【3-3-1】
各地域で啓発活動や巡視・活動を行い、地域全
体でこども青少年の健全育成や非行防止に取り
組む意識を高めていく。
・巡視活動は、各地域で月１回以上
・街頭啓発は、区域で年２回以上
・青少年育成に係る講演会を区域で年１回以上
・青少年育成推進会議において意識の向上のた
めの会議を年１回以上

・見守り活動などに係る意見交換会を５回実施。
・東淀川区青少年育成区民大会を実施し、講演や
各地域の取り組み状況について、広報紙に11回掲
載。

【3-1-4】
児童虐待ハイリスク家庭の児童やその保護者へ
の見守り・支援をおこなう関係機関で組織する要
保護児童対策地域協議会（要対協）に小学校・
中学校部会、就学前保育・教育機関部会、乳幼
児健診未受診者等連絡会部会の３部会を設置
し、３回以上の研修を行う。
子育て支援室に非常勤職員（社会福祉士）を配
置し、通報・相談ケースの進捗管理と関係機関
の調整の充実を図る。

・要保護児童対策地域協議会に関する会議（研修）
開催
　代表者会議１回、実務者会議12回、個別ケース検
討会議122回
　就学前保育・小中学校・乳幼児健診未受診者等
の3部会各１回
　民生委員児童委員協議会との研修１回
　区医師会・歯科医師会への協力依頼実施
・家庭児童相談員3名　社会福祉士1名の配置、相
談・調整

・中学生対象のソフトボール大会・キックベースボー
ル大会・絵画写真コンクール・音楽フェスティバル・
ダンスフェスティバルを実施した。
・今までの取り組みだけでなく、新たに広く中学生が
誰でも参加できる委嘱事業としてクイズ大会を行っ
た。区内全中学校（8校）から12チームの参加があり
好評であった。

・絵本バンクの募集
7/2～７ 寄贈絵本：139冊・10/19～20寄贈絵本：
225冊　絵本バンク総数1,510冊
・ボランティア登録＆読み聞かせ講習会　登録ボラ
ンティア数：84名　ステップアップ講座（2回）：参加者
計50名　わらべうた講座：参加者5名　シニアのため
の読み聞かせ講座：参加者14名
・東淀川区絵本読み聞かせ活動交流会　12月１日
開催　15地域25団体から28名が参加
・読み聞かせボランティア派遣：91回
・第３回東淀川えほんまつり（2/21開催）　講演会参
加者：551名　展示会等参加者360名

【3-3-2】
各地域でこどもの登下校の見守り活動やこども
１１０番の家事業など、こども青少年の安全確保
にかかる見守り活動を充実していくことで、地域
全体でこども・青少年を見守るという意識を高め
ていく。
・各地域で実施している登下校の見守り活動や
こども１１０番の家事業に係る意見交換を年３回
以上実施し、改善や再構築に向けて検討してい
く。
・見まもるデー（毎月７日）に係る啓発広報を実
施月の広報紙へ掲載（年１１回）

【3-3-3】
区域において青少年が興味を持ち参加したいと
思われるような、青少年が参加できる体育・文化
活動に関する大会等を実施する機会を増やすこ
とにより、青少年が地域での日常的な活動に参
加していることで、その活動に楽しさを感じること
により青少年の健全育成非行防止につなげる。
・体育活動、文化活動ともに、区域で各年１回以
上実施することで、各地域でのスポーツ文化活
動を通じた家族・友人・学校・地域との絆を深め
ていく。

【3-1-1】
絵本を通じた親子の絆とふれあいを深めるた
め、絵本の読み聞かせボランティアを募集・養成
し、保育所・幼稚園等の子育て関連施設はもと
より、妊婦教室、乳幼児健診会場、小学校図書
館及び子育てサロン等に派遣し、ブックスタート
とも連携して、地域で幅広く絵本の読み聞かせ
活動に取り組む。
絵本バンクの募集：１回、読み聞かせボランティ
ア研修：３回（初級：１回　中級：２回）、各地域の
読み聞かせ読書習慣定着活動の情報交換・交
流会：１回



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

東
淀
川
区

56.4%

・地域活動の担い手の拡大と
地域公共人材育成に関して
は、今まで参加していない若
い人やマンション住民などの
地域活動に関わりの薄い層に
対して、地域活動を始めやす
い土壌づくりや発信方法を再
考する必要がある。
まちづくりに関心のある区民の
交流会を開催し、地域活動協
議会で活動している区民と、関
心はあるが参加できていない
区民の交流を図り、新しい担
い手の育成・発掘を行うととも
にセミナーやワークショップの
参加にとどまらず、実行に移
すことの出来るスタートアップ
支援を行っていく。

・区内の保健福祉にかかる指
針となる地域保健福祉計画を
推進していくためには、地域住
民や関係団体からの意見を取
り入れ深く検討していく必要が
ある。
平成27年度策定した計画骨子
（素案）をもとに地域住民や関
係団体などから意見をお聞き
し、同計画の完全版策定に繋
げていく。
また区全体版と同時に、17地
域別の地域版「各地域別保健
福祉計画」の策定に向けて地
域での意見交換会を実施して
いく。

・子ども青少年の健全育成や
見守り、及び防災・防犯につい
ては、地域全体で意識を高め
取り組んでいただくことが重要
である。地域主体で意識を高
め、各取り組みを地域主体で
実施できるよう推進していく。

【4-2-1】
地域安全センター（各地域の福祉会館等に設
置）を活用して、犯罪発生状況などの警察から
の防犯情報を地域に提供し、防犯講習会を開催
する。
地域の防犯担当者が集まる会議（2回）を開催
し、地域間の連携を進める。

・地域安全センターを活用して、犯罪発生状況など
の警察からの防犯情報を地域に提供し、防犯講習
会を実施
・警察との連携による地域の防犯担当者が集まる
会議 2回

【4-1-2】
・平日昼間の災害時に減災のための救助活動
などの担い手となりうる中学生を対象とした防災
研修を土曜授業を活用し実施する。
年間8回

【4-1-1】
・地域住民主体による防災学習会
　年間17回
・地域防災計画をもとに地域の実情に合わせた
小規模訓練を行い、地域住民が行う計画の修正
をサポートする。
　年間17回

・防災学習会　37回　地域団体をはじめとして企業
や福祉施設等に対して実施。
・防災訓練　　 21回　夜間帯での訓練や小学校との
合同訓練等、各地域の実情に応じた訓練を実施。

中学校等での土曜日授業等を活用した防災研修の
実施 6回
・的確な判断のもと主体的に行動することができる
よう、区の地域の特性や日常の備え、災害時の行
動について防災学習を実施。
・地域の防災活動や災害時の助け合いの大切さを
理解できるよう応急手当訓練や避難所運営の防災
学習などを実施。



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

65歳以上の高齢者に案内した
ことにより、広く事業を周知す
ることができ登録者の増加に
つながった。しかし、将来的に
支援が必要な対象者にも登録
を促すことが重要であり、周知
についての工夫が必要である
と考えることから、対象者が速
やかに登録できるよう制度の
周知を継続的に行い、チラシ
などの周知方法を工夫するこ
とで、より制度への理解をいた
だき、支援が必要になる前か
らの登録を促す。

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

【3-1-1】
・地域の様々な分野において、準行政的組織と
して機能する地域活動協議会に対して、活動内
容を指定せず財政的支援を行う。
・民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を
確保しながら、自律的な地域運営を促進し、地
域コミュニティの機能を向上させる。
・中間支援組織を活用し、地域活動協議会等の
会議・事業の参加参画：60回以上

･中間支援組織を活用し、地域活動協議会等の会
議・事業への参加参画回数：472回

62.4%

生
野
区

旭
区

東
成
区

61.6%

・紫陽花まつり　1回
・生野まつり　1回
・児童・青少年育成事業（いくのスプリングコンサー
ト）　1回

【3-1-2】
・紫陽花まつり　1回
・生野まつり　1回
・児童・青少年育成事業　1回

59.6%

―

【課題】
地域イベント情報が、区の広
報やHP以外でも入手できるた
めの地域からの情報発信の支
援および周知が不十分。

【改善策】
地域活動協議会等のブログ
等、広報やHP以外の地域情
報発信の支援や周知方法の
工夫を行う。

【課題】
目標は達成しており、取り組み
は順調。
【改善策】
引き続き事業を実施する。

【2-2-2】
・地域活動に対する信頼感や地域コミュニティの
醸成、活動参加者や担い手の確保、地域活動
への関心と参加の促進のため、公益性の高い
地域活動の取組みや実績等の広報を行う。

・地域活動が持続的に実施されるよう、区民まつ
りやスポーツフェスティバルなど、コミュニティづく
りに資する各種事業を実施し、人と人とが出会
いつながる機会をつくる。
　　区民まつり　1回
　　スポーツフェスティバル　1回
　　文化のつどい　1回
　　子どもフェスティバル　1回

・地域活動をホームページで紹介（68件）
・区民まつり：30,000人
・スポーツフェスティバル：3,000人

【3-1-1】
・地域行事ファイルの作成とHPでの公開　12回
・新たな地域コミュニティ支援事業としてのブログ
活用　随時
・区役所1階ロビーでの地域情報コーナー設置
通年
・広報・HPでの活動紹介　随時
・地域魅力発信のためのスマートフォンアプリ
「アップdeいくの」を活用した地域情報の発信
随時

・地域行事ファイルの公開　毎月
・新たな地域コミュニティ支援事業としてのブログ閲
覧数（4月～3月）20,255回
・地域活動協議会広報誌作成支援66,000部発行
・区役所1階ロビーでの地域情報コーナー設置　通
年
・あっぷdeいくの地域イベント情報毎月更新
・広報・ＨＰでの活動紹介　随時

【4-1-1】
・おまもりネット事業を、すべての65歳以上の高
齢者に周知し、登録を促す。　周知対象者数：約
20,000人

おまもりネット事業の65歳以上高齢者への周知（案
内文書の個別配付）：約20,000人



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやHPの運営支援の継続及びその他広報
媒体の作成支援
・区広報紙等を通じた活動紹介の継続（年２回
発行）

【1-1-4】
①若年層が音楽にふれる機会を増やし、他校と
の交流によるスキルアップを図る
・城東区内中学校等による吹奏楽フェスティバル
の開催
②さまざまな世代が芸術文化にふれる機会の増
加ときっかけづくり
・城東区ロビーコンサートの開催
・音楽の祭日の開催
③ゆめ～まち～未来会議が主催する「城東区第
九演奏会・合唱祭」などの開催支援
④城東区青少年指導員による中学生絵画・写真
コンクールの開催支援

①・②・③ともに、各事業主体者と連携して、予定通
り取り組んだ。実績は下記のとおり。
①16校下/1.936名（協力者）
②158講座/31,958名（ルーム・受講者延べ人数）
③22小中学校/182,552名（参加者人数）

【課題】
取組事業②、③ともに一定の
参加者数は確保できており、
事業の有効性は十分あると考
えているが、参加者の増加に
繋がる改善策を検討する余地
はあると思われる。
【改善策】
事業主体者側に、参加者の増
加に繋がるような講座・メ
ニューの提供などの協力依頼
等を行う。

・SNS（ツイッター、ブログ、フェイスブック等）/１６地
域
・HP/２地域
・紙媒体による広報/１１地域

【課題】
紙媒体による広報について
は、残り５地域では作成に至っ
ていないが、地域によっては
作成に向けた検討を行ってい
る地域と、そうでない地域とに
温度差が生じている。
【改善策】
引き続き、情報発信の重要
性、特に紙媒体による広報の
有効性等を周知するとともに、
既存の広報媒体等との連携等
を模索するなど、体制の構築
を図る。

－

－

城
東
区

57.4%

①城東区吹奏楽フェスティバルの開催（3/21）
②城東区ロビーコンサートの開催（奇数月・5回）
③音楽の祭日の開催（6月・3回）
④城東区第九演奏会の開催（3/20)
⑤合唱祭の開催（8/2)
⑥中学生絵画・写真コンクール作品の展示（3/17～
3/21)　※アンケート未実施

【1-1-2】
①「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事
業
・学校・家庭・地域が一体となって、子どもをはぐ
くむ「教育コミュニティ」づくりの推進（16校下、
2,000人）
②区における生涯学習事業
・生涯学習ルーム等の学びを通じた地域住民間
の交流を促進することによるコミュニティづくりの
推進
③学校体育施設開放事業
・市立学校の体育施設を地域に開放し、地域住
民による自主的、主体的な運営の推進

①フォーラムの開催、記念誌の発行、10年間の活
動の総括。
②・城北川桜の通り抜け・夜桜ライトアップの開催
  ･キャンドルナイトin城北川の開催
  ･城北川フェスティバルの開催

【1-1-3】
①「城東区未来わがまちビジョン」が10年目を迎
えることから、これまでの活動の振り返りや検証
を行い、今後の方向性について検討を行う。
・フォーラム等の開催
・ＰＲ冊子、ポスター等の作成
②「城北川アメニティゾーン化計画」の実現に向
け各種事業を展開する。
・城北川フェスティバルの開催
・城北川桜の通り抜け、夜桜ライトアップの開催



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

①花と緑のまちづくり事業
 ・城東区緑化リーダーの育成（15名）
 ・年間緑化ボランティア従事者延べ人数　6,059人
②区民スポーツ・レクリエーション事業
 ・区民スポーツ大会の実施（10大会）
 ・城東区ミニ・マラソン大会、小学校駅伝大会の実
施（2/7)
 ・城東区スポーツカーニバル（11/1実施)の開催支
援
 ・各種スポーツ大会参加者延べ人数　3,030人

【1-1-5】
①花と緑のまちづくり事業の内容充実、区内緑
化の推進
・城東区緑化リーダーの育成（32名）
・既存団体のみに止まらず、小学校園・NPO等と
の多様な連携
・緑化活動を通じ人と人のつながりの構築、地域
コミュニティの推進
②区民スポーツ・レクリエーション事業
・既存10大会及びミニマラソン、小学校駅伝大会
の実施
・体育厚生協会及びスポーツ推進委員協議会の
事業支援

【3-1-1】
・広域避難場所に準じる位置づけで蒲生公園の
整備を行う。
[区CM事業（教育委員会事務局所管）分含む]

　
広域避難場所に準じる位置づけでの蒲生公園整備
事業については、平成２７年度末に完了

【課題】
①について、緑化ボランティア
の新たな層の取り込みや学校
園・NPO等との連携が不足し
ている。
【改善策】
従来の緑化ボランティアの活
動を支援するための仕組み
を、より多くのボランティアが支
援を受けられるよう見直し・拡
充を図る。
ボランティアの活動をＨＰ等で
積極的に周知するとともに既
存団体・学校園・NPO等との連
携を強化していく。

【課題】
地域の見守り強化への理解を
得つつ一定の名簿整備は図ら
れたが、地域コミュニティの希
薄化が進む中で、要援護者情
報を地域が共有することに理
解を得ていくにはある程度の
時間を要する。
【改善策】
孤立死防止や災害時の避難
支援を視野に入れ、日頃から
地域での繋がりを形成する必
要性について住民の理解と協
力を得るため、各団体、各機
関などと連携・協力しながらよ
り有効な周知、啓発方法を検
討し進める。

―

―

57.4%
城
東
区

【2-2-1】
・調査員による要援護者名簿に係る同意確認・
名簿整備
・見守りネットワーカー（4名配置）による孤立世
帯等への専門的対応
・見守りネットワーカーによる徘徊者保護の強化
※対象者は初年度に高齢者から始め、2年目に
障がい者、3年目に難病患者へと順次拡大す
る。
[区CM事業（福祉局所管）]

 
要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・
名簿整備：2414人
見守りネットワーカーによる孤立世帯等への専門的
対応：595件
行方不明高齢者の早期発見に向けたメール配信協
力者：327人（3月末現在）

 
地域サポーター・推進コーディネーターの配置：16
地域
地域福祉講座の開催：7箇所（合同開催5、単独開
催2）16地域

【2-2-2】
・地域、NPO などさまざまな地域福祉の担い手
との協働や、地域の課題解決に向けた取り組み
など、地域ぐるみで、きめ細やかな地域福祉活
動が継続できるよう支援する。（地域サポー
ター、推進コーディネーターの配置）
・地域福祉課題の解決と新たな地域福祉の担い
手を育成するため、小学校下単位で地域福祉に
関する専門的な講座を開催する。



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

【3-1-2】
①地域での防災訓練の充実
・中学校で生徒参加の防災訓練を開催（年1回）
・各地域での防災訓練の充実
②出前講座の開催
・子育てサークルや、マンション住民等を対象
に、世代や居住形態ごとに合わせた出前講座を
開催する。

防犯カメラ設置台数：１４台
【3-2-2】
・防犯カメラの設置に向けた地域との調整
　（10箇所以上）

【3-2-1】
・青色防犯パトロール車の普及・啓発（16校下）
・子ども見守り活動等の地域防犯活動への支援

青色防犯パトロールの実施：５地域

要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・
名簿整備：2414人
見守りネットワーカーによる孤立世帯等への専門的
対応：595件
行方不明高齢者の早期発見に向けたメール配信協
力者：327人（3月末現在）

【課題】
地域での防災訓練等について
は、訓練内容も含め充実し、
参加者数についても増加はし
てきてはいるものの、業績目
標を達成することができなかっ
た。
【改善策】
引き続き訓練等の充実を行う
とともに、地域住民が参加でき
るよう周知や広報等の充実を
図る。

【課題】
地域の見守り強化への理解を
得つつ一定の名簿整備は図ら
れたが、地域コミュニティの希
薄化が進む中で、要援護者情
報を地域が共有することに理
解を得ていくにはある程度の
時間を要する。
【改善策】
孤立死防止や災害時の避難
支援を視野に入れ、日頃から
地域での繋がりを形成する必
要性について住民の理解と協
力を得るため、各団体、各機
関などと連携・協力しながらよ
り有効な周知、啓発方法を検
討し進める。

―

【課題】
青色防犯パトロールの実施地
域は昨年度と同じであるが、
幾つかの地域で実施に向けた
検討はされている。実施に際
しては、経費面や、協力者確
保等の実施体制等、地域とし
て解決すべき課題があり実施
地域数の増には繋がっていな
い。
また、青色防犯パトロールの
認知度は55％と比較的高いも
のの、参加したいと回答した方
は11％であり、地域における
協力者確保も含め、区民の方
への普及・啓発等が必要であ
る。
【改善策】
青色防犯パトロールの普及・
啓発については、より効果が
上がるよう普及・啓発の手法
について工夫を行う。

城
東
区

57.4%

【3-1-3】
・調査員による要援護者名簿に係る同意確認・
名簿整備
[「2-2-1（仮称）地域における要援護者の見守り
ネットワーク強化事業」の一部を再掲]

・中学生が参加した区防災訓練を開催：１回
・各地域での各種防災訓練の充実および出前講座
等の実施：５３回
・福祉避難所での防災訓練の開催：１回



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

【課題】
まちなか防災訓練、避難所開
設運営訓練や若年層に対して
の防災研修、防災訓練、防災
イベントでの防災啓発を通じて
「自助」「共助」の大切さや顔が
見えるコミュニティの向上が図
れたことは有効であったと考え
ます。しかしながら各取組に参
加していない区民には、「つな
がり」や「きずな」の大切さの啓
発が効果的に実施できていま
せん。
【改善策】
今後、継続してあらゆる世代
に対して防災をキーワードに
「つながり」や「きずな」の大切
さの啓発を行います。特に若
年層や子育て世帯に対して、
より積極的に周知を図るよう
小中学校で行われる土曜公開
授業の場やSNSを活用し啓発
を行います。

53.5%

【1-1-2】
・地域における防災活動の中核となる地域防災
リーダーの育成を図るため、地域防災リーダー
の訓練や研修を実施します。
・地域による「自助」「共助」による災害時対応の
スキルの向上や地域コミュニティの醸成を図るた
め、地域の自主防災組織が実施する「まちなか
防災訓練・避難所開設運営訓練」等の地域の取
組みを支援します。また、複数地域での同時開
催を実施します。
・防災訓練等の既存のイベントに、参加が得られ
にくい若年層や子育て世代の参加を促進させる
ようなゲーム的要素を取り入れるなどの工夫を
検討します。
・災害時対応に貢献できる区内の若い防災力で
ある学生等を将来にわたり地域防災の担い手と
して育成していくため、阿倍野区内のすべての
市立中学校で取り組んでいる防災教育（防災研
修および訓練の実施）を区内の国立・私立を含
めた小中高生へ拡大します。また若年層が中心
となった避難所開設運営訓練を実施します。
・また災害時避難所の機能充実を図るために発
電機の配備を始めます。
・防災教育実施学校数：10校
・若年層による避難所開設運営訓練実施学校
数：１校
・避難所開設運営訓練等での発電機の使用訓
練：10地域

・地域防災リーダー訓練実施：４回　延べ347名
・まちなか防災訓練・避難所開設運営訓練　全10地
域12回開催　5,540名
　阿倍野区金塚地域、西成区山王、飛田地域とまち
なか防災訓練協働開
催
・子供向け水消火器によるストラックアウトの開催や
阿倍野区マスコット
キャラクターあべのん使用よる若年層や子育て世
代への参加促進
　あべのスポーツフェスタにおいて、小学生を対象と
した防災競技の実施
・大阪市立小中学校での避難所開設運営について
の啓発実施：14校
・災害時用発電機の配備　９地域（１地域協議中）
・大阪市立中学校防災訓練実施：５校
　大阪市立中学校防災研修実施：５校
　大阪市立小学校防災教育実施：10校
・若年層に対し避難所開設運営の研修実施：１校
・避難所開設運営訓練等での発電機の使用訓練：
９地域

阿
倍
野
区

62.0%

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区ＨＰで公
表　12地域
・地域活動事例などの情報発信　随時
・地域向けの広報事業勉強会　10回
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

・区内一斉防犯活動　12回
・区職員による青色防犯パトロール245回
・区役所・警察署・各地域防犯組織よる合同連絡会
1回
・鍵の取付けキャンペーン　　15回：内2回休日
・防犯カメラの設置　11地域24台
・毎月26日の“ツーロック（2重ロックの日）”キャン
ペーン　6回

・避難所開設運営訓練等　12地域
・鶴見区震災訓練の実施　　１回
・小学校区単位の災害図上訓練　1地域
・地域防災計画策定 １地域、防災マップ １地域、出
前講座 10回

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携し行
う。
　地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
　地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
　・会計の透明性に向けた勉強会 12地域
　・地域活動団体に交付した公金の使途を区ＨＰ
で公表　12地域
　・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
　・地域向けの広報事業勉強会　10回
　・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

【4-1-1】
・防犯推進委員を中心に、各地域団体・関係機
関が連携した区内一斉防犯活動　12回
・区役所・警察署・各地域防犯組織（青色防犯パ
トロール隊、子ども見守り隊、防犯推進委員等）
による合同連絡会の実施　1回

【4-2-1】
地域の自主防災力強化のため、住民・各種団体
と連携した訓練等を行う。
・避難所開設運営訓練　１２地域
・鶴見区震災訓練の実施　１回

鶴
見
区

―

―

―



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

【3-2-2】
・青少年指導員及び青少年福祉委員が中心とな
り、区内全小学校区で毎月１回の夜間巡視を継
続実施します。
・青少年が交流し信頼関係や友情を育む諸活動
（駅伝大会・ドッチﾎﾞｰﾙ大会・中学生絵画コン
クール、雪山研修等）を継続してを実施します。

・区内全小学校区で毎月１回の夜間巡視
・青少年が交流し信頼関係や友情を育む諸活動
（中学生絵画コンクール
(10月11日）駅伝大会(11月1日)・ドッチﾎﾞｰﾙ大会(12
月13日)・雪山研修（2
月28日～3月１日）等）の実施

【課題】
青少年指導員・青少年福祉委
員を中心とした夜間巡視や青
少年が交流できる取組みなど
を実施し、青少年の健全育成
に取り組みました。
夜間巡視等参加者を増やして
いく必要があります。
【改善策】
さらにさまざまな活動主体と連
携・協働により進める必要が
あります。

【1-2-1】
○自転車盗防止のための二重ロックおよびひっ
たくり防止カバーの無料取付を行う防犯キャン
ペーン活動（年12回）、ナンバープレート盗難防
止ネジ取付キャンペーン活動（年2回）を実施し
ます。
○区内市立小学校（10校）の新1年生全員に防
犯ブザーを配付します。
○区役所「地域みまもり隊」職員により、自転車
や青色防犯パトロール車での通学路巡回・防犯
パトロールを行います：平日毎日

・自転車盗防止のための二重ロックおよびひったく
り防止カバーの無料取
付を行う防犯キャンペーン活動の実施（年15回）（4
月15日）（5月21・26・27
日）（6月12日）（7月10日）（8月10日）（9月11日）（10
月16日）（11月11・13
日）（1月8・12日）（2月12日）（3月16日）
・ナンバープレート盗難防止ネジ取付キャンペーン
活動（年2回）（5月22
日）（10月19日）
・区内市立小学校（10校）の新1年生全員に防犯ブ
ザーの配布を実施（4
月）
・区役所「地域みまもり隊」職員により、自転車や青
色防犯パトロール車で
の通学路巡回・防犯パトロールの実施：平日毎日

【課題】
区民との協働による自転車盗
対策を中心とした防犯啓発活
動を行いました。
街頭犯罪抑止に役立ったと感
じる区民の割合が66％と目標
達成しているが、街頭犯罪は
未だ発生している現状にあり
ます。
【改善策】
今後も区民と協働による自転
車盗対策を中心とした防犯啓
発活動等の防犯事業を実施
し、区民への啓発活動を実施
します。

【課題】
「こども110番の家」の取組み
が、子どもへの犯罪の抑止に
役立っていると感じる区民の
割合が65.8と目標達成してい
るものの子ども１１０番の家の
協力家庭がさらに必要です。
【改善策】
今後もこども１１０番の家へ協
力いただけるよう周知してまい
ります。

【課題】
地域福祉コーディネーターの
配置や見守り訪問隊によるボ
ランティア活動など、「声か
け」、「見守り」、「助け合い」、
「支え合い」に寄与する取組み
を実施しました。
見守り訪問隊が地域でボラン
ティア活動を年間13,223回実
施しており、今後も新たなボラ
ンティア活動等の活性化発掘・
登録が必要と考えています。
【改善策】
ボランティア募集活動等につ
いて、ボランティア・ビューロー
との連携強化を図る等により
活性化してまいります。

阿
倍
野
区

53.5%【1-4-1】
地域ごとに地域福祉コーディネーターを配置す
るなど、地域福祉のネットワークづくりのための
活動を支援します。
・地域福祉コーディネーターを各地域に1人配置
・要援護者名簿を新たに1,000人以上作成
・見守り訪問隊のボランティアを新たに100人以
上発掘・登録
・事業の周知（広報あべの年2回掲載、ツイッ
ター等による周知）

･地域福祉コーディネーターを各地域に1人配置
・要援護者名簿を新たに1,271人作成（H28.2末現
在）
・見守り訪問隊のボランティア数（261人）
・事業の周知（広報あべの年１回掲載、ツイッター等
による周知）

【1-2-3】
○イベント等において、「こども110番の家」の啓
発及び協力家庭等の募集を行います：年3回以
上
○子ども自身への周知啓発の取組みとして、小
学校入学説明会等での子ども向け啓発チラシを
配付します：年10回

・イベント等での「こども１１０番の家」の啓発及び協
力家庭等の募集の実
施（年5回）（4月2日）（7月5日）（10月12・14日）（3月
6日）
・小学校入学説明会等での子ども向け啓発チラシを
配付（年10回）



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

【3-4-1】
区長認定を受けた「地域活動協議会」に対して、
区長が地域ごとに指定する分野については必ず
活動を実施しなければならないが、それ以外の
分野を任意に付加して活動できる補助金（地域
活動協議会補助金）を交付。（１０地域）

10地域に対して補助金を交付
【課題】
平成26年度に全10地域で地
域活動協議会が形成を完了
し、形成後は、民主的で開か
れた組織運営や会計の透明
性の確保に向けた地域活動協
議会の円滑な運営を行うた
め、情報提供や意見交換会を
実施しました。しかしながら、
地域では、横断的な活動が始
まっているものの地域住民へ
効果的な周知までには至って
いません。
【改善策】
今後も中間支援組織を活用
し、他地区の取組の情報を収
集し、提供するなど、地域活動
の支援を行います。

【3-4-3】
超高層ビルのオープンに合わせて、地域・企業
との連携を図り、阿倍野区のＰＲをテーマにした
企画を行うことをきっかけに若い担い手を発掘
し、地域コミュニティの活性化につながるスタッフ
（あべ若丸）の育成を行います。
・「あべ若丸」の企画・運営による「あべの今昔祭
り」の開催
・地域団体・企業等との交流やイベントへの参加
（10回以上）「あべ若丸」の企画・運営による「あ
べの今昔祭り」の開催
地域団体・企業等との交流やイベントへの参加
（10回以上）

「あべ若丸」の企画・運営によるイベントの実施：3回
地域団体・企業等との交流やイベントへの参加　：
20回

【課題】
若い担い手を発掘し、地域コ
ミュニティの活性化につながる
スタッフ（あべ若丸）の育成を
行いました。
「あべ若丸」の企画・運営によ
る事業の開催や地域団体・企
業等との交流やイベントへの
参加など地域団体・企業との
交流を進めてきました。
さらに自主・自立的に企画・運
営に向けた活動が必要です。
【改善策】
自主・自律的な活動が行える
よう側面的支援を行ってまいり
ます。

53.5%

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる支
援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会
計勉強会（全体会2回）実施

阿
倍
野
区



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

―

・きずなステーションの運営を、平成27年10月より公
募型プロポーザルにて選定した。
・CB相談会、行政書士相談会　各12回実施
・ラウンドテーブル　区内4カ所（きずな、加賀屋、南
港、粉浜）で実施
・企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会　3回実施

55.2%

＜課題＞
・まだまだ地域活動協議会の
認知度が低いため、地域住民
の参加が固定化しており区民
全体にアンケートを実施すれ
ばどうしても低い結果となる。

＜改善策＞
・今後も地域活動協議会の認
知度を高めるため、紙媒体とと
もに区役所のHPや中間支援
組織のTwitterなどを利用し、
若い世代を中心にこれまで地
域活動に無関心な住民への
周知に重点をおいていく。また
各地活協にもできるだけ多く
の地域住民が参加できるよう
な事業の実施を促していく。

・今後も、認知度を高めるた
め、紙媒体とともに区役所の
HPや中間支援組織のTwitter
などを利用し、若い世代を中
心にこれまで地域活動に無関
心な住民への周知に重点をお
いていく。また各地活協にもで
きるだけ多くの地域住民が参
加できるような事業の実施を
促していく。

46.1%

【6-1-2】
◇様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。

◇地域編集塾の参加者から、担い手となりうる
人材と地域ニーズとのマッチングを促進する。

◇地域活動協議会の自主財源の確保に向けた
情報提供を行う。

◇開かれた組織運営や会計等の透明性確保の
支援を行う。
　・地域活動協議会の運営支援
　　（地域編集塾の開催含む）：全12地域
　・説明会の開催（2回）

各地活協が開催する運営委員会や事業へ随時出
席地域編集塾の開催（全体会・苅田南）補助金会計
説明会の開催（3回）CB／SBによる地域課題の解
決・自主財源獲得のための支援Twitterを用いたイ
ベント・事業の情報発信や地域活動協議会のポス
ターの作成等の広報活動の支援

【2-2-1】
様々な活動主体がつながり、新たなまちづくり活
動が生まれるよう、次の取組を進める。
　・きずなステーションの運営
　・コミュニティビジネス相談会など各種相談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎月）の開催
　・ラウンドテーブルの開催（5ヵ所）
　・企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回）

住
之
江
区

【6-1-1】
◇まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行
政機能を有する地域活動協議会に対し、地域の
実情や特性にあった柔軟な地域活動が行えるよ
う、補助金を一括交付する。

◇中間支援組織と連携し、各地域の年間事業計
画や予算の策定に対する助言・指導、会計等の
透明性の確保に向けた支援等、地域活動協議
会の自立的な運営支援を行う。

　・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
　・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

住
吉
区



平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

成果指標

区名

平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

団体間の連携は深まりつつあ
るものの、団体とはあまり係わ
り合いのない一般の区民と地
域活動団体等との交流を一層
すすめ地域活動の活性を図る
必要がある。
事業の周知を効果的に行うこ
とで、情報発信を強化し、多く
の区民に参加いただく。

66.3%

【4-2-1】
さまざまな地域団体や企業等が参画し、地域の
ニーズに応じたやり方で、区民が主役になれる、
区民のための「区民フェスティバル」の開催（10
月）。

・区民フェスティバル（10月）
・同実行委員会1回
・同幹事会6回
・同準備会4回
・参加者公募19

―

―

33.3%

【4-1-1】
地域一丸となって様々な事業や行事等に取り組
めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材
確保と地域力の維持・向上をめざす。
　・地域活動協議会補助事業　16地区
　・中間支援組織への支援業務委託

　地域一丸となって様々な事業や行事等に取組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
 ・地域活動協議会補助事業　16地区
 ・中間支援組織への支援業務委託

 
　様々な活動主体が協働し、
自ら地域課題の解決に取り組
むなど概ね順調に進められて
いるが、活動主体における新
たな担い手いの確保などの一
部については、不十分なところ
も見受けられる。取り組みを進
めている広報活動について、
効果・検証を行い、より効果的
な運用方法を検討し、課題の
解決に繋げる。

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。

・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広報
するとともに、地域活動協議会自らの広報活動
に対しても中間支援組織とともに支援する。
全22地域

【3－2】
概ね中学校下を単位として、PTA等若い世代を
中心に実行委員会を構成し、イベント等を実施
することで、日常的に若い世代が地域活動に関
わり、多世代による地域活動が取り組まれるよう
な仕組み、土壌づくりを支援する。
　・３地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活
動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信
　全22地域

・３地域
　長吉東小学校ＰＴＡと長吉東部地域活動協議会が
実施する「サマーフェスタ」への支援
　喜連中学校下のＰＴＡが実施する「喜連4校ＰＴＡ
フェスティバル」への支援
　長吉地域のＰＴＡ、青少年指導員、青少年福祉員
が実施する「ゆきまつり」への支援

62.7%

西
成
区

平
野
区

東
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吉
区



北
区

都
島
区

86.3%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会を年10回開催すること
により、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙・ホームページ・フェイスブックを活用した地
域活動の情報発信の実施

福
島
区

此
花
区

【2-1-1】
地域活動協議会が、地域課題の解決のために
取り組む様々な分野の活動に対して、財政的支
援を行うことで自律的な運営を促進する。
・地域活動協議会補助金：9地域

・地域活動協議会補助金：9地域

―

・地域課題やニーズが多岐に
わたるため、対応するには人
手が必要である。また、地域
活動に関心が薄い区民のニー
ズを把握するのは困難であ
る。
・引き続き基本的な運営や地
域活動の新たな担い手発掘支
援に努めるとともに、必要に応
じて地域公共人材等の活用を
検討する。

82.4%

【4-1-4】
・さまざまな活動主体に対して地域活動協議会
への参画を促す。
・｢地域公共人材｣に関する情報を収集し、地域
の要請に応じて派遣する。
・地域活動協議会に対し、より民主的で開かれ
た組織運営と会計の透明性が確保できるよう支
援する仕組みを構築する。
・将来的な社会的信用の向上のため、地域活動
協議会に法人格取得の意義についての説明・
啓発を行う場を年間2回程度設ける。

・地域活動協議会が地域に根差した活動に注力で
きるように、全地域を対象とした会計説明会を実
施、地域の企業等も参加するコミュニティサロンを開
催するなど、基本的な運営支援から、新たな参加者
の発掘支援まで側面から幅広くサポートに努めた。

・さらに成果指標の数値を上
げるよう取り組みを継続してい
く。

76.1%

84.7%

・地域活動協議会が実施する様々な活動内容につ
いての情報発信回数：まちづくりセンターによるFB
での紹介記事  265件

―

・此花区まちづくりセンターを活用し、地域活動
協議会が実施する様々な活動内容について、企
画段階から実施結果までの情報発信を支援して
いく。

成果指標

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（２）多様な主体の協働(マルチパートナーシップ)の実現
めざす姿(将来像)　
　地域における住民生活に関わる社会の課題や資源などを最もよく知っている地域団体のほか、市民、NPO、企業などの様々
な活動主体が、互いに補完しながら協働し、また、これらの主体と行政とが協働するマルチパートナーシップの実現をめざしま
す。

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

成果指標を上回る結果となっ
たが、地域活動協議会のもと
に地域の将来像を共有しなが
ら参画する主体がそれぞれの
特性と強みを発揮し、連携、協
働してさまざまな地域課題に
取り組んでいくことができる自
律的な、地域運営を推進する
ため、地域活動協議会に対し
て、より一層会計の透明性の
確保など民主的で開かれた組
織運営や財政的支援を継続す
る。

・H27. 5月　全11地域に補助金を交付
・H27.6～11　地域個別会計学集会（4地域）
・H27. 8月　補助金に係る説明会を開催
・H28. 1月　補助金に係る説明会を開催

83.6%

【1-2-1】
地域コミュニティの活性化や防災、防犯対策の
強化、子ども・青少年の育成、健康･福祉の向上
など、地域課題への対応・解決に向けて、地域
活動協議会が自律的、継続的に活動ができるよ
う財政的支援を行う。
区長が指定した分野の活動を行った地域：全11
地域

港
区

西
区

中
央
区

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・地域事情に精通したまちづくり支援員を、地域
の要望に応じて地域の活動拠点場所に積極的
に配置する。
・地域公共人材制度などを活用しながら、地域
づくり、法人化、コミュニティビジネス等に関する
ワークショップや講習会など地域ごとに開催す
る。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・組織運営や会計報告の公開を促すとともに、
補助金の使途を区役所ホームページ等で公開
する。
・主体的に情報発信できるようフェイスブック・広
報紙等の運営を支援する。
・運営課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会情報共有
会（2回以上）を開催する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

・要望のあった地域全て（5地域）について、地域活
動拠点場所に地域まちづくり支援員を配置した。
・地域活動協議会テーマ別勉強会を開催した（6回）
・住民の地域活動への参加促進ため、広報紙や区
ＨＰ、区役所庁舎において地域活動を紹介した。
・補助金の実績報告を区㏋に掲載した。
・地域広報運営の支援を行った（広報実施地域：10
地域）
・地域活動協議会情報共有会を開催した（３回）

　地域活動協議会の組織運営
については順調に進んでいる
ものの、地域活動協議会の地
域活動への区民の参加割合
はまだ低く、継続して取り組み
支援が必要である。

　地域活動に関心のある人た
ちや関わりの薄かった人たち
に向けて地域課題への取り組
みや地域活動への参加・参画
が拡大していくことに重点を置
いて支援を行う。

【4-2-1】
地域活動協議会を核として自律的に地域運営
が行えるよう、中間支援組織と連携して支援を
行う。
・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進
的な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　　1回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの
支援

・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進的
な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　　２回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの支援

【4-2-2】
市民による自律的な地域運営を実現するため、
多様な活動主体のネットワークの拡充に向けた
取り組みを支援する。
・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を
活用できるよう、様々な中間支援組織に関する
情報を収集・提供
・様々な地域課題について、地域活動協議会、
地域団体等多様な活動主体が連携、協働して
取り組んでいけるよう、ネットワークの拡充に向
けて、中間支援組織と連携して支援する。

・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を活用
できるよう、様々な中間支援組織に関する情報を収
集・提供　6回
・様々な地域課題について、地域活動協議会、地域
団体等多様な活動主体が連携、協働して取り組ん
でいけるよう、ネットワークの拡充に向けて、中間支
援組織と連携して支援　区内全地域

88.5%

―

（課題）
地域活動協議会の活動内容
について、区民への周知が十
分できていなかった。
（改善策）
地域活動協議会の活動内容
が、区民に十分認知されるよう
周知方法等を検討していく。

85.7%



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

天
王
寺
区

浪
速
区

・公金の使途公表　1回

・会計説明会　1回

・情報発信支援　8地域（1地域については、地域活
動協議会としての活動を休止中のためアンケート未
実施）

成果指標を大きく上回ってお
り、地域の自律的運営が実感
されている。
今後も地域担当職員を中心と
して、地域での情報収集等を
着実に行っていく。

・地域担当職員による活動支援507回・中間支援組
織によるラウンドテーブルの開催（10回）・地域担当
職員による各地域での情報収集等（毎月）

87.5%

【7-1-1】
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティ作りが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。

【4-1-2】
○中間支援組織と連携して、新たな担い手の発
掘を促進するため、地域内でこれまで交流のな
かった企業、ＮＰＯにも積極的に地域活動協議
会の広報を行い、協議会への参画を促すよう支
援。参画されたＮＰＯや企業の人材を含めた新
しい事業を開催し、地域との交流の促進を支援
する。
○地域に存在する人材や地域情報などの地域
資源を「見える化」し、そのような地域資源を地
域団体などの活動に活用されやすいしくみを作
る。

・新たな担い手の発掘を促進するため、中間支援組
織が２地域においてマンション住民等に対して「まち
づくり交流会」を開催した。
・2月より月1回「西淀川元気プロジェクト」と題して、
幅広い世代・幅広い分野の方々と意見交換会を実
施した。

西
淀
川
区

・５地域ではフェイスブック未作
成。引続き中間支援組織と連
携しフェイスブック作成等を支
援する。

大
正
区

―

・会計事務説明会等の実施。（年16回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。

・「なにわ区ラボ」の開催（5回）、「なにわ区ラブ」の
発行（3回）
・地活協パンフレット発行（1回）
・「地域だより」の発行支援。（34回）

・新たに2地域でフェイスブック作成
・補助金について区ホームページで公表
・実行委員会を結成し区民まつり（約1万人参加）等
を開催

【課題】
公金の使途について、ホーム
ページでの掲載に留まってい
る。
【改善策】
公金の使途について、区広報
紙や地域発行のチラシ等への
掲載を行なう。

84.9%

【6-2-1】
・区ホームページに、地域活動協議会に交付す
る公金の使途を掲載する。
　　公金の使途公表　1回
・地域活動協議会がより一層民主的で開かれた
組織運営と会計の透明性が確保されるよう、中
間支援組織を活用して啓発・支援を行う。
　　会計説明会　1回
・地域活動協議会が独自で行う情報発信の取組
を、中間支援組織を活用して支援する。
　　情報発信支援　9地域

88.6%

80.7%

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）

【4-1-1】
○地域においてホームページ等を作成し、活動
や情報を広く発信、人々が積極的に事業に参加
できるよう支援
○補助金について区ホームページにおいて公開

「西淀川元気プロジェクト」へ
の参加者が減少傾向。「西淀
川元気プロジェクト」の参加者
が増加するようにコンセプトを
見直す。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【4-1-3】
○中間支援組織と連携して行う地域団体等への
支援の内容を整理し、地域団体等へ説明
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援○
他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と連
携し、地域役員を対象とした学習会を１回以上
開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会１回を行うことで透
明性のある会計処理ができるよう支援
○新しい人材の地域活動協議会へ参画を促す
には、各地域での活動の内容が幅広く広報され
る必要がある。地域ではＩＴ環境の未整備のとこ
ろが多いが、中間組織を活用し、魅力あるホー
ムページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービスによる情報発信を各地域でを行
えるよう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

・自主財源の意義と実例についてCBセミナーを実
施した。
・予算、決算についての説明会を2回実施した。
・フェイスブックを開設できるよう未開設地域につい
て支援を行った

・地域活動協議会に対する自
律的運営支援には、取組段階
や地域ニーズに合わせた内容
で、専門講座や個別支援を行
うことが必要である。

・自律的な地域運営支援補助
金の活用については、地域の
年間活動スケジュールや活用
できる地域資源等、地域特性
に応じた個別支援が必要。

・自律的補助金の活用につい
ては、地域の実情に合わせた
個別支援を年間活動計画に
沿って実施する。

82.1%

【3-2-1】
・地域住民が容易に地域活動情報を得ることが
できるよう、地域活動協議会の会計の透明性確
保や開かれた会議運営支援、地域内広報紙作
成支援、ICTを活用した広報の技術支援等を、
中間支援組織と連携して実施する。
（全18地域に対して地域特性に応じた個別支
援：随時）

・新たな担い手確保およびNPO法人格取得促進
を目的とした「自律的な地域運営支援補助金」
の活用支援（18地域に対して各2回以上）

・地域活動協議会実務者や地域活動に参画し
たいと考える団塊世代等を「地域公共人材」とし
て捉え、地域で活躍できるような仕組みの構築
を行う。（地域特性に応じて随時）

・補助金決算書作成支援（18地域）、会計出前講座
等個別支援（6地域）、組織運営改善支援（4地域）、
地域内広報紙新規作成支援（2地域）、FB支援（3地
域）
・新たな担い手確保およびNPO法人格取得促進を
目的とした「自律的な地域運営支援補助金」の活用
支援（18地域に対して各2回）（活用地域9地域）
・区役所地域活動情報コーナーの運用（18地域）
・地域公共人材が地域で活躍できる仕組みの構築：
未実施

淀
川
区

西
淀
川
区

【4-2-1】
○地域団体やNPO、企業などの区内のまちづく
りに関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、テーマごとに集約、区ホームページにおいて
年12回情報発信するとともに、各地域のホーム
ページやフェイスブックの紹介を行う。

区広報紙に毎月「地活協だより」として地域の活動
状況を掲載するとともにホームページで発信を行っ
た。

88.6%

中間支援組織の支援により、
透明性のある会計処理等進ん
できているが、まだまだ中間支
援組織の支援を必要とする地
域が多い。
中間支援組織の支援が無くて
も、会計処理の透明化や自主
財源の確保が可能となるよう
人材開発や新たな人材の発
掘を行っていく。

広報紙や区のホームページ、
各地活協のフェイスブック等多
彩な情報提供を行っている
が、地活協の役員が高齢化・
固定化しており、フェイスブック
等の電子媒体があまり役立っ
ていない。
高齢者層にもわかりやすい広
報を検討するとともに、地活協
の役員に新たな担い手が入る
よう発掘を行っていく。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【3-1-1】
・地域の様々な分野において、準行政的組織と
して機能する地域活動協議会に対して、活動内
容を指定せず財政的支援を行う。
・民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を
確保しながら、自律的な地域運営を促進し、地
域コミュニティの機能を向上させる。
・中間支援組織を活用し、地域活動協議会等の
会議・事業の参加参画：60回以上

･中間支援組織を活用し、地域活動協議会等の会
議・事業への参加参画回数：472回

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

86.7%

東
淀
川
区

71.5%

東
成
区

・若い人やマンション住民など
の地域活動に関わりの薄い層
に対して、従来のツールでは
地域活動に関する情報が十分
届けられておらず、発信方法
や手法を再考する必要があ
る。
各地域に対し、まちづくり活動
の経験があり高度な専門的な
知識を有する地域づくりアドバ
イザー（嘱託職員）によるきめ
細かい相談支援を行い、必要
に応じた研修・講演などを行っ
ていく。また、地域活動に参加
していない住民や団体等に対
してホームページやＳＮＳなど
の各種広報媒体を活用し、活
動内容、会計状況を知る機会
を増やすとともに活動への参
加への呼びかけを強化してい
く。

・地域活動に参加しやすい環
境づくりについては区民に実
感されているとは言えない。今
まで参加していない層が地域
活動を始めやすい土壌づくり
や発信方法を再考する必要が
ある。
まちづくりに関心のある区民の
交流会を開催し、地域活動協
議会で活動している区民と、関
心はあるが参加できていない
区民の交流を図り、新しい担
い手の育成・発掘を行う。セミ
ナーやワークショップの参加に
とどまらず、実行に移すことの
出来るスタートアップ支援を行
う。

【1-1-1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うと共に、組織運
営、会計、情報公開の重要性の認識向上や活
動支援のため各種研修会を実施する。
　組織運営に係る研修会、会計に係る研修会、
情報公開に関する研修会などの研修会を「1-2-
1地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。
　地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。　地域活動協議会などに対
して支援が行えるよう、地域のニーズを確認す
るとともに、ＣＢ・ＳＢの助言・指導、ＮＰＯ等法人
化に向けた申請手続の助言など地域のサポー
トを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17
地域）
・広報事例発表会（1回）・地域公共人材育成事業に
よる講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を区役所庁
内に設置
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信・地域まち
づくりアドバイザーによる地域へのサポート

【1-2-1】
　地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実のため、子育て世代を中心とした若い世代
を対象に地域のまちづくりに向けた活動の必要
性や重要性を啓発する講座を開催する。
　市が実施した地域活動の担い手養成講座を
受講するなど地域活動に関心がありながら、実
際には地域活動に関わりが薄かった人を発掘
し、地域活動に参画するよう啓発の研修を実施
するとともに、意見交換などができる交流の場を
持てるよう進める。
ワークショップを中心に、30回以上開催する。

・広報勉強会（17地域・各1回）、広報事例発表会１
回
・地域公共人材育成事業による講座やワークショッ
プ等22回　計40回
※H27実績：ファシリテーション講座・話し方講座・ま
ちづくり講座・まちの居場所づくり講座・対話の場の
つくり方講座・広報誌の作り方講座・まちづくり統計
講座・人間関係トレーニング・講演会・Ｗｅ　Ｌｏｖｅ東
淀川



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

生
野
区

旭
区 ―82.4%

【2-2-1】
地域活動協議会が、民主的で開かれた組織運
営と会計の透明性を確保し、自律的な地域運営
に取り組むことができるよう運営支援を行う。
　・相談件数360件
地域活動協議会に交付した公金の使途や地域
活動協議会の活動が、ホームページ等多様な
媒体を用いて公表されるよう取組む。
　・ホームページ等掲載10校下

・相談件数394件・ホームページ等掲載10校下会計
処理及びホームページ構築等についての研修会等
を開催（計15回）、情報公開に係る27年度実績　10
協議会

・勉強会の開催　各２回開催
・４ブロックの事務局会議の開催　概ね毎月開催
・地域活動協議会の補助金の使途を区ホームペー
ジにて公表
・区ホームページに地域活動協議会のブログのリン
クを貼り付け
・意見交換会の開催　３回

【課題】
目標は達成しており、取り組み
は順調。
【改善策】
引き続き事業を実施する。

【課題】
目標は達成しており、取り組み
は順調。
【改善策】
引き続き事業を実施する。

【3-2-2】
●地域活動協議会に対し、より民主的で開かれ
た組織運営と会計の透明性の確保、法人格の
取得なども含めた自律した地域運営できるよう
中間支援組織と連携して支援する。
　・勉強会の開催（総会・理事会の組織運営、予
算・事業計画の策定、広報）　各２回開催
　・地域活動協議会間の情報共有や困り事相談
などを目的とした事務局会議の開催
　　４つのブロック毎に月１回開催
・地域活動協議会の補助金の使途を区ホーム
ページにて公表。
　・地域活動協議会の活動状況の広報支援とし
て、区ホームページに地域活動協議会のブログ
のリンクを貼る。
●中間支援組織と連携し、地域活動協議会を
NPO法人化した地域（榎本等）を招き、運営する
上でのメリット・デメリットの実例などについて意
見交換会し、法人化に向けた支援を行う。
　・意見交換会の開催　１回

【3-2-1】
●地域コミュニティの活性化や防災、防犯、子ど
も・青少年の育成、健康･福祉、環境美化、文
化・スポーツなど地域課題の対応・解決に向け
て、各地域の実情に即した自律的、継続的かつ
主体的な活動ができるよう財政的支援を行う。
・地域活動協議会への財政的支援　１９地域

地域活動協議会への財政的支援　　19地域（32,189
千円）

74.7%



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

城
東
区

82.4%

鶴
見
区

80.5%

【1-1-2】
①「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事
業
・学校・家庭・地域が一体となって、子どもをはぐ
くむ「教育コミュニティ」づくりの推進（16校下、
2,000人）
②区における生涯学習事業
・生涯学習ルーム等の学びを通じた地域住民間
の交流を促進することによるコミュニティづくりの
推進
③学校体育施設開放事業
・市立学校の体育施設を地域に開放し、地域住
民による自主的、主体的な運営の推進

①・②・③ともに、各事業主体者と連携して、予定通
り取り組んだ。実績は下記のとおり。
①16校下/1.936名（協力者）
②158講座/31,958名（ルーム・受講者延べ人数）
③22小中学校/182,552名（参加者人数）

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやHPの運営支援の継続及びその他広報
媒体の作成支援
・区広報紙等を通じた活動紹介の継続（年２回
発行）

・SNS（ツイッター、ブログ、フェイスブック等）/１６地
域
・HP/２地域
・紙媒体による広報/１１地域

【課題】
取組事業②、③ともに一定の
参加者数は確保できており、
事業の有効性は十分あると考
えているが、参加者の増加に
繋がる改善策を検討する余地
はあると思われる。
【改善策】
事業主体者側に、参加者の増
加に繋がるような講座・メ
ニューの提供などの協力依頼
等を行う。

【課題】
紙媒体による広報について
は、残り５地域では作成に至っ
ていないが、地域によっては
作成に向けた検討を行ってい
る地域と、そうでない地域とに
温度差が生じている。
【改善策】
引き続き、情報発信の重要
性、特に紙媒体による広報の
有効性等を周知するとともに、
既存の広報媒体等との連携等
を模索するなど、体制の構築
を図る。

【2-1-1】
　各地域に担当職員を複数名配置し、自律した
地域運営に向けた支援を中間支援組織と連携
し行う。
　地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
　地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
　・会計の透明性に向けた勉強会 12地域
　・地域活動団体に交付した公金の使途を区Ｈ
Ｐで公表　12地域
　・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
　・地域向けの広報事業勉強会　10回
　・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区ＨＰで公
表　12地域
・地域活動事例などの情報発信　随時
・地域向けの広報事業勉強会　10回
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

―



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

阿
倍
野
区

84.6%

【2-1-1】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う。

住
之
江
区

79.7%

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

【3-4-1】
区長認定を受けた「地域活動協議会」に対して、
区長が地域ごとに指定す
る分野については必ず活動を実施しなければな
らないが、それ以外の分
野を任意に付加して活動できる補助金（地域活
動協議会補助金）を交付。
（１０地域）

10地域に対して補助金を交付

【2-1-2】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回程
度）を開催し、企業・ＮＰＯ・学校等の活動主体が
地域活動協議会へ参画する取組を支援する。

企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を実施（3回）

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

【改題】
平成26年度に全10地域で地
域活動協議会が形成を完了
し、形成後は、民主的で開か
れた組織運営や会計の透明
性の確保に向けた地域活動協
議会の円滑な運営を行うた
め、情報提供や意見交換会を
実施しました。しかしながら、
地域では、横断的な活動が始
まっているものの地域住民へ
効果的な周知までには至って
いません。
【改善策】
今後も中間支援組織を活用
し、他地区の取組の情報を収
集し、提供するなど、地域活動
の支援を行います。

参画にむけた支援として、交
流会を開催するなど、機会の
提供は可能であるが、地域活
動協議会の組織運営に関する
事項は、区としての支援には
限界がある。
地域活動協議会への参画が
なくとも、連携・協働事業を実
施することで、他の活動主体と
の連携促進を図ることができ
るため、今後は、組織運営へ
の取組支援ではなく、連携・協
働事業の実施に向けた支援を
行う。

―

地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施。
自主財源確保に向けた支援を3地域で実施。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

公園の管理運営を地活協が行うことで、マルチパー
トナーシップの形成など地活協の活性化及び地域
の実情やニーズに応じた公園の利活用の促進、安
全で快適な公園の実現を目指し、地域の小公園に
関するパイロット事業を平成27・28年度の2ヵ年で実
施中。

住
吉
区

東
住
吉
区

【2-1-4】
・地域の公園（住区基幹公園）について、地域活
動協議会等が主体となって管理していく様々な
方策について、検証・検討していく。

住
之
江
区

＜課題＞
・まだまだ地域活動協議会の
認知度が低いため、地域住民
の参加が固定化しており区民
全体にアンケートを実施すれ
ばどうしても低い結果となる。

＜改善策＞
・今後も地域活動協議会の認
知度を高めるため、紙媒体とと
もに区役所のHPや中間支援
組織のTwitterなどを利用し、
若い世代を中心にこれまで地
域活動に無関心な住民への
周知に重点をおいていく。また
各地活協にもできるだけ多く
の地域住民が参加できるよう
な事業の実施を促していく。

中間支援事業者による訪問支
援等について、地域ごとの課
題に応じたきめ細やかな支援
が求められている。
次年度の中間支援事業者の
業務委託内容を変更し、全地
域へきめ細やかな訪問支援が
できるように調整するととも
に、訪問支援により広報など
の情報発信力を強化し、地域
団体、住民の理解を深めてい
く。

82.4%

【4-1-1】
・様々な活動主体が参画する地域活動協議会
への補助金にかかる活動内容、申請額・交付
額・精算額の、区ホームページでの公表。

・補助金にかかる活動内容、申請額・交付額・精算
額の区ＨＰへの公表

【6-1-1】
○まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行
政機能を有する地域活動協議会に対し、地域の
実情や特性にあった柔軟な地域活動が行える
よう、補助金を一括交付する。
○中間支援組織と連携し、各地域の年間事業
計画や予算の策定に対する助言・指導、会計等
の透明性の確保に向けた支援等、地域活動協
議会の自立的な運営支援を行う。
　・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
　・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

73.3%

―

【2-1-3】
○中間支援組織と連携して、地域活動協議会実
務者交流会（2回程度）、会計担当者研修会（2
回程度）、広報担当者研修会（2回程度）を開催
し、若い世代やマンション住民などこれまで地域
活動への関わりが薄かった方々が、地域活動
協議会の活動に理解を示し参画するよう、より
一層民主的で開かれた組織運営と会計の透明
性の確保に向けた取組を進める。

79.7%

民主的で開かれた組織運営と
会計の透明性確保にむけ、あ
らゆる方策を検討し、より有効
な支援を行う。

実務者交流会　1回（6月）
会計担当者研修会　2回（4･12月）
広報担当者研修会　1回（12月）



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

西
成
区

平
野
区

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
　全22地域

67.9%

【4-1-1】
地域一丸となって様々な事業や行事等に取り組
めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな人
材確保と地域力の維持・向上をめざす。・地域活
動協議会補助事業　16地区・中間支援組織へ
の支援業務委託

　地域一丸となって様々な事業や行事等に取組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　16地区
・中間支援組織への支援業務委託

 
　様々な活動主体が協働し、
自ら地域課題の解決に取り組
むなど概ね順調に進められて
いるが、活動主体における新
たな担い手いの確保などの一
部については、不十分なところ
も見受けられる。取り組みを進
めている広報活動について、
効果・検証を行い、より効果的
な運用方法を検討し、課題の
解決に繋げる。

―

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

83.0%



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（２）多様な主体の協働(マルチパートナーシップ)の実現
めざす姿(将来像)　
　地域における住民生活に関わる社会の課題や資源などを最もよく知っている地域団体のほか、市民、NPO、企業などの様々
な活動主体が、互いに補完しながら協働し、また、これらの主体と行政とが協働するマルチパートナーシップの実現をめざしま
す。

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

・取り組みの効果が現れるま
では時間を要するので、中長
期的に継続した取り組みが必
要である。
・平成28年度も引き続き、区内
の様々なまちづくり活動主体と
連携・協働した取り組みを推進
していく。

都
島
区

北
区 16.9%

【1-3-1】
・まちづくり活動団体、企業、大学・専門学校等
との情報交換（年15回）
・地域緑化人材の育成とボランティア間のノウハ
ウの継承（講習会・育苗計画会議年9回）

【北区の魅力発信・創造・情報発信】
・商店街・企業・大学・専門学校等と協働の取組
やイベント開催（年4回）
・地域の担い手による情報発信と自律運営の仕
組みの構築（1団体）
・区役所区民交流プラザでの魅力発信（展示・イ
ベント・講座等：年15回）

まちづくり活動の紹介・情報発信（広報紙掲載8件、
交流プラザでのコンサート4回、展示等47回）、
花苗出荷（年間2万株）、
商店街・企業との協働（3件）、
フリーペーパー発行（3回）

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実
施　3回以上
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内
容（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 9地域

・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実施
3回以上
　世代間交流会 「こどもとおとなのまちづくり」（10
月）
　企業交流会「つながろっ！ザ談会」 （5月、8月）
　その他、桜宮高校ボランティア活動への支援（随
時） など
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 7地域

・地域は新たな担い手の必要
性は認識しているが、一方で、
新しい取組の導入や、世代交
代の難しさもあり、結果として、
若い世代などの地域活動への
参加や定着には至っていな
い。
・ブログ・ＨＰ等を活用した情報
発信には専門的スキルが必要
と認識されている。

・新たな担い手を掘り起し、地
域活動につなげやすい、小規
模な行事を企画・実施する。
・全地域での情報発信に向
け、手軽さをアピールするな
ど、ブログ・HP等を活用した情
報発信への理解を図る支援を
行う。

15.6%



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

福
島
区

25.4%

【4-1-3】
・地域団体やNPO、企業などさまざまな活
動主体が連携･協働に向けて意見交換や
話し合いなどの交流の場を年間2回程度提
供するとともに、中間支援組織の活用も図
りながら活動主体間の連携･協働をコー
ディネートする仕組みを構築し運営する。

・中間支援組織が中心となって、地域団
体や企業などさまざまな活動主体が話し
あえる交流の場となるコミュニティサロン
を4回実施した。

・校区等地域を越える様々な
課題等について、地域団体、
市民、NPO、企業など多様な
活動主体が連携し、広域的な
対応も視野に入れ、互いに補
完しながら協働して取り組んで
いくネットワークを拡充するた
めに、顔をあわせてまちづくり
について話し合える場をこれま
でのスポット開設から常設の
場を設定するなど、拡充して
様々な支援を行う。

―

中
央
区

此
花
区

20.8%

・地域を越えたまちづくりに関する様々な課題を
解決するため、此花区まちづくりセンターを活用
し、各地域の地域活動協議会が情報交換や情
報共有できる場の設置を支援する。

・各地域の地域活動協議会が情報交換や情報共有
できる場の設置：6回
（各地域活動協議会総務部長会、コノハナのハナ
シ、会計説明会）

【2-4-1】
交流事業を実施することで、各地域での活動が
交流することにより、情報交流・自らの活動の確
認などができ、各地域での取組みの持続性・発
展性に寄与する。
・子育て層の交流の場「てをつなごう！」を開催
する。（1回）
 参加者数700名、ボランティア100名、参加団体
41団体
・障がい者部会、高齢者部会、こども部会が共
同企画開催する交流イベント「そよかぜまつり」
を開催する。（1回）
 参加者数1,600名、ボランティア数600名、参加
団体80団体
・居場所づくりである「立ち寄り処」の運営につい
て、地域主体の運営にむけて支援する。
　2か所で毎月開催（計24回）

・「手をつなごう」6月30日開催、参加者589名、ボラ
ンティア150名、参加団体44団体
・「そよかぜまつり」12月19日開催、参加者960名、
ボランティア140名、参加団体67団体
・居場所づくり「立ち寄り処」区内3ヶ所で各月1回開
催中

　地域福祉活動の担い手が不
足しており、一部の区民に負
担がかかっている。また、活動
を開始したばかりの地域もあ
り、担い手の育成が必要であ
る。

　地域における福祉活動への
理解・協力を広く区民に求め、
担い手としての参加を促すとと
もに、地域福祉活動に対する
支援を充実していく。

17.3%

【4-2-2】
市民による自律的な地域運営を実現するため、
多様な活動主体のネットワークの拡充に向けた
取り組みを支援する。
・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を
活用できるよう、様々な中間支援組織に関する
情報を収集・提供
・様々な地域課題について、地域活動協議会、
地域団体等多様な活動主体が連携、協働して
取り組んでいけるよう、ネットワークの拡充に向
けて、中間支援組織と連携して支援する。

・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を活用
できるよう、様々な中間支援組織に関する情報を収
集・提供　6回
・様々な地域課題について、地域活動協議会、地域
団体等多様な活動主体が連携、協働して取り組ん
でいけるよう、ネットワークの拡充に向けて、中間支
援組織と連携して支援　区内全地域

（課題）
地域活動協議会の活動内容
について、区民への周知が十
分できていなかった。
（改善策）
地域活動協議会の活動内容
が、区民に十分認知されるよう
周知方法等を検討していく。

西
区 19.0%



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

・H28.3月に企業見学、体験会を開催　協力企業：２
社
・H27.10月に「にし恋マルシェ」を開催　来場者数：
3,000人

【3-2-1】
・都心で自然と触れ合い、人と人とのつながりを
深める「バラ祭」「えほんpicnic」を靭公園で継続
実施することにより、魅力あるまちづくりに取組
む。・区のコーディネートにより、民間企業との連
携も模索しながら年間を通した公園利用事業の
調整などを行う。

・H27.5月に「バラ祭」を開催。（来場者数：30,000人）
・H27.10月に「えほんpicnic」を開催。（貸出受付者
数：1,076人）
・靱公園では、ネットワーク組織「靱公園くらしとみど
りネットワーク」と区が協働で「バラ祭」、「セミの羽化
シーンを見る会」、「冬の防災イベント」を開催した。
・新町北公園、新阿波座公園を会場とした地域グ
ループ主催の交流イベント「新町・アワザサーカス
（西区まちの活力創造プロジェクト認定事業）」と、靱
公園での大阪彫刻家会議による「花と彫刻展」の開
催にあたって、公園利用にかかる調整などの支援
を行った。

西
区 19.0%

港
区

　各団体が行う地域課題解決
の取り組みについて、そのエリ
アが限られており区全体に浸
透しにくい状況にある。

　地域実情に応じたエリアマネ
ジメントの取り組みを進める。

　各団体が行う地域課題解決
の取り組みについて、そのエリ
アが限られており区全体に浸
透しにくい状況にある。

　地域実情に応じたエリアマネ
ジメントの取り組みを進める。

大
正
区

45.2%

【7-1-1】
各地域の関係団体を中心に構成する地域まち
づくり実行委員会の自主的な運営に向け、地域
担当職員を配置し市政情報の提供や活動の支
援を行う。
中間支援組織を活用し、区民の地域活動への
関心や参加をしてみようという意欲の向上が図
れるよう、まちづくり実行委員会の存在や活動
目的、活動実績を地域の実態に応じた効果的な
手法で広く周知するとともに、新たな地域活動の
担い手拡大に向けたラウンドテーブルを開催す
る。（年間12回）
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティづくりが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。

・新たな地域コミュニティ支援事業業務委託（4～3月
分）の実施
・コミュニティ育成事業、コミュニティ育成事業（地域
版）（4月～3月分）の実施
・地域担当職員による活動支援507回
・中間支援組織によるラウンドテーブルの開催（10
回）
・地域担当職員による各地域での情報収集等（毎
月）

成果指標には、現時点では達
していないものの、他区の状
況等から見ると、高い水準に
あり、平成２９年度には達成の
可能性を大いに感じられる状
況である。
今後も地域担当職員を中心に
情報収集や中間支援組織の
よる多面的な支援等を行い、
成果指標達成に向け、着実に
施策を実行していく。

28.7%

【3-1-1】
・区内のものづくり企業やクリエイター等と連携
し、地域産業に関する魅力を情報発信するとと
もに、区民の地域産業への関心を高めるため、
ものづくり体験（1回開催）や職場見学を実施す
る。
・西区のまちの魅力を多くの人に知ってもらい、
また感じてもらうことにより、西区のブランド力を
向上させるため、新たなマンション住民等と地域
や地域商業者とのつながりを深め、ともにまちづ
くりに参加・参画する機会を提供する「にし恋マ
ルシェ」（1回開催）を引き続き開催する。

【1-3-1】
魅力と活気ある地域社会づくりに向けて、地域
団体や企業、ＮＰＯなどの多様な地域活動の担
い手のすそ野を広げ、マルチパートナーシップに
よるまちづくりを進めていくために、多様な担い
手に対し地域貢献活動や各々の強みを活かし
た連携・協働を呼びかけ、地域課題の解決につ
いての具体的な取組みを促進する。

区広報、ＨＰ、企業訪問などによる地域貢献活
動への参画呼びかけ：通年実施

区内企業等を訪問し、当区が実施する地域貢献活
動への参画を依頼するとともに、自ら地域貢献活動
に取り組む企業へ「元気な港区づくりサポーター」へ
の登録を呼びかけた。

当区が実施する地域貢献活
動に協力いただける企業は
年々定着してきているが、これ
まで参画したことがない新たな
企業へ協力を呼びかけなが
ら、より多くの企業にまちづくり
に参画していただき、地域課
題の解決に向けた取り組みを
進める必要がある。
これまで地域貢献活動に協力
いただけていない企業等へ直
接参画を呼びかけ、本業に支
障のない可能な範囲でご協力
いただくことにより、地域貢献
活動の担い手のすそ野を広げ
ていく。



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

―

25.4%

【6-2-2】
・校区等地域を超えたまちづくりに関する活動を
区ホームページなどで紹介する。
・区ホームページに、活動主体の情報や検索す
るサイトを掲載する。
　　情報や検索サイトの掲載　随時
・校区等地域を越えて、公共課題の解決に資す
る民間事業者の活動を地域に紹介する。

・校区等地域を超えたまちづくりに関する活動を区
ホームページや印刷物により紹介
・区ホームページに、活動主体の情報や検索するサ
イトを掲載

【課題】
平成27年度より校区等地域を
超えたまちづくりに関する活動
紹介を始めたところであり、未
だ紹介数が少ない。
【改善策】
校区等地域を超えたまちづくり
に関する活動紹介数を順次増
やしていく。

区広報紙に毎月「地活協だより」として地域の活動
状況を掲載するとともにホームページで発信を行っ
た。

広報紙や区のホームページ、
各地活協のフェイスブック等多
彩な情報提供を行っている
が、地活協の役員が高齢化・
固定化しており、フェイスブック
等の電子媒体があまり役立っ
ていない。
高齢者層にもわかりやすい広
報を検討するとともに、地活協
の役員に新たな担い手が入る
よう発掘を行っていく。

・地域活動に既に取り組んで
いる地域団体や企業等への情
報発信は進んでいる。しかし、
まだ区役所との関わりが薄い
企業・NPO・学校、新たに転入
してきた方々等には地域情報
が十分届いていない状況にあ
る。

・あらゆる媒体や様々な機会
を活用し、積極的な地域情報
発信を継続して行う。

天
王
寺
区

浪
速
区

西
淀
川
区

淀
川
区

21.2%

【3-1-1】
・中間支援組織と連携し、地域団体や企業・
NPO・学校等様々な活動主体の交流を促進す
る。（交流会の開催：年4回以上）

・区広報誌および中間支援組織広報紙による地域
情報の発信（合計22回）
・地域団体や企業・NPO・学校等様々な活動主体の
交流会（年2回）、
・中間支援組織広報紙による企業・NPO・学校等の
活動紹介（17回）
・中間支援組織と連携した、地域広報紙・FB個別支
援（3地域）、会計出前講座等個別支援（6地域）、区
役所地域活動情報コーナーの運用（18地域）

45.6%

【4-2-1】
地域団体やＮＰＯ、企業などの区内のまちづくり
に関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、テーマごとに集約、区ホームページにおいて
年12回情報発信するとともに、各地域のホーム
ページやフェイスブックの紹介を行う。

37.5%

【4-1-2】
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）

・「なにわ区ラボ」の開催（5回）、「なにわ区ラブ」の
発行（3回）、地活協パンフレット発行（1回）



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

【3-2-1】
・東成区の地域資源を活用して、区民や各種団
体等のネットワークづくりを推進し、地域の活性
化に繋げる。
・「ひがしなり街道玉手箱」企画チーム会議の開
催（月3～4回）
・「ひがしなり街道玉手箱」参加団体交流会の開
催（2回）

・「ひがしなり街道玉手箱」運営事務局会議の開催：
32回
・「ひがしなり街道玉手箱」実行委員会（参加団体交
流会）の開催：5回

【3-2-2】
・地域課題に対する提案型事業を公募し、協働
して地域課題の解決を図る。
・区の設定するテーマに基づく事業を募集
・協働型委託契約の締結に向けた意見交換会
の開催

・市民協働による公募型提案委託事業実施：2件

【3-2-3】
・区のまちづくり活動の活性化を進める拠点であ
るふれ愛パンジーにおいて、市民活動団体等の
事業に対し補助金を交付することで、まちづくり
活動の活性化に繋げる。
・補助事業の募集及び補助金の交付
・補助金制度の周知

・ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業応募件
数：3件
・ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業補助金交
付事業：2件

様々な主体の連携で実施する
事業について、地域によって
は実施数が少なく、区民の実
感につながっていない。
多様な活動主体の交流や協
働して活動できる場をさらに増
やしていく。

【1-3-3】
地域の身近な課題である防災について、企業、
行政、地域住民など多種多様な活動主体がＢＣ
Ｐ研究会を通して連携・協働するとともに、災害
時だけでなく日常から協力しあえる状態となるよ
う、コーディネートできる仕組みの構築をめざ
す。「東淀川区ＢＣＰ策定準備会」３回開催

東淀川区BCP運営委員会を開催（3回）

【1-3-1】
地域住民等が校庭等を芝生化させることによ
り、子どもが緑のもとで遊べる環境をつくり、そ
の活動を通じて、地域のコミュニケーションを活
性化させ、地域づくりの実現を目指す。芝生化
実施予定学校の地域住民等への説明会を実施
（１箇所）

・区内１校の芝生化（新規施工）を実施。・平成26年
度施工3校の維持管理に対する補助及び技術指導
を実施。

東
淀
川
区 ・生活困窮者を支えるための相談支援事業を実施。

　相談件数　H26.1～12月418件、H27.1～12月450
件
・庁内外の団体が連携するための「東淀川区地域
ネットワーク会議準備会」（4回）、「東淀川区生活困
窮者サポートネット連絡会」（１回）を開催。事例の検
討などを行った。

【4-1-3】
隣接する淀川区と連携し、新大阪駅及び周辺事
業における帰宅困難者対策計画を策定し、協力
企業向けの向け図上訓練を実施する。
帰宅困難者向け図上訓練　１回実施

帰宅困難者向け図上訓練実施　1回
　図上訓練をはじめ、帰宅困難者ＷＧを開催し、事
業所における自助の強化や外部滞留者への対応、
防災意識の強化の促進など新大阪駅周辺の帰宅
困難者対策における課題を抽出し、共有を図った。

【2-1-3】
平成27年４月より施行される生活困窮者自立支
援法に基づき自立相談支援事業を開始する。実
施に当たっては平成26年１月より行ったモデル
事業の経験やネットワークを継承し、区役所内を
含めた関係部署と連携、生活困窮者が自立でき
るよう取組みを進める。
庁内・庁外のネットワーク会議の開催年3回以
上。

様々な主体の連携で実施する
事業について、地域によって
は実施数が少なく、区民の実
感につながっていない。
多様な活動主体の交流や協
働して活動できる場をさらに増
やしていく。

順調に進捗しているため、地
域人材の参加を促進するとと
もに、広報紙等による情報発
信に努めるなど継続して取り
組む。

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

19.4%

東
成
区

26.7%



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

22.2%

【1-1-3】
①「城東区未来わがまちビジョン」が10年目を迎
えることから、これまでの活動の振り返りや検証
を行い、今後の方向性について検討を行う。
・フォーラム等の開催
・ＰＲ冊子、ポスター等の作成
②「城北川アメニティゾーン化計画」の実現に向
け各種事業を展開する。
・城北川フェスティバルの開催
・城北川桜の通り抜け、夜桜ライトアップの開催

①フォーラムの開催、記念誌の発行、10年間の活
動の総括。
②・城北川桜の通り抜け・夜桜ライトアップの開催
･キャンドルナイトin城北川の開催
･城北川フェスティバルの開催

【課題】
取り組みは順調。
【改善策】
引き続き事業を実施する。

19.2%

【3-3-2】
●地域活動協議会と連携し、地域団体やNPO、
企業、担い手等さまざまな活動主体が連携･協
働に向けてそれぞれの地域における活動主体、
人材情報を元に意見交換や話合い等を行なう
交流の場の開催や、区民主体による「いくのの
日」への取組みと連携し、企業・各種団体の地
域活動への参加を促す。
　・多様な活動主体（担い手、企業）の情報収集
及びリスト化　全１９地域
　・交流会の開催　年３回
　・新たな地域社会の担い手を育成するための
事業発表会（年1回）
　・「いくのの日」への事業参加者など地域活動
の新たな主体と地域活動協議会との事業連携
の促進　５事業
・各種地域団体の活動状況等の発信を地域活
動協議会と連携して行う。
●中間支援組織と連携し、多様な活動主体の地
域活動への参加を促すよう地域活動協議会に
対してSNS（フェイスブック等）による情報発信力
強化に向けた勉強会を開催する。
　・勉強会の開催　２回／年
●中間支援組織と連携して、地域活動協議会を
横断した取組みができるよう支援する。
　・地域活動協議会を横断して実施した事業数
４事業

・多様な活動主体の情報収集及びリスト化　全１９
地域
・交流会の開催　６回１１３名
・事業発表会の開催　３回１０１名
・新たな主体と地域活動協議会との事業連携　５事
業
・各種地域団体の活動状況等の発信を地域活動協
議会と連携して実施
・勉強会の開催　５回１０８名
・地域活動協議会を横断して実施した事業数　　４
事業

17.4%

・地域活動が持続的に実施されるよう、区民ま
つりやスポーツフェスティバルなど、コミュニティ
づくりに資する各種イベントや、校区の枠にとら
われない防災訓練の実施、子ども・青少年を育
むため子ども・青少年に関わる諸機関との連携
などを通じ、人と人とが出会いつながる機会をつ
くる。
　・区民まつり　1回
　・スポーツフェスティバル　1回
　・文化のつどい　1回
　・子どもフェスティバル　1回
　・避難所開設訓練を含む訓練やワークショッ
プ　10回
・子ども・青少年を育むため社会総がかりでの意
識啓発事業　2回

生
野
区

－

旭
区

城
東
区

避難所開設を含む防災訓練・ワークショップ等実施
45回
・地域活動をホームページで紹介（68件）
・区民まつり：30,000人
・スポーツフェスティバル：3,000人

区青少年育成推進会議を構成する団体のつながり
強化や事業の連携にむけ、交流会や協働事業に取
り組んだ。

・担い手不足の解消が必要で
ある

・地域活動の様子を広報紙や
ＨＰで発信し、担い手の発掘に
努める。

・
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具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

22.2%

【1-1-4】
①若年層が音楽にふれる機会を増やし、他校と
の交流によるスキルアップを図る
・城東区内中学校等による吹奏楽フェスティバ
ルの開催
②さまざまな世代が芸術文化にふれる機会の
増加ときっかけづくり
・城東区ロビーコンサートの開催
・音楽の祭日の開催
③ゆめ～まち～未来会議が主催する「城東区第
九演奏会・合唱祭」などの開催支援
④城東区青少年指導員による中学生絵画・写
真コンクールの開催支援

①城東区吹奏楽フェスティバルの開催（3/21）
②城東区ロビーコンサートの開催（奇数月・5回）
③音楽の祭日の開催（6月・3回）
④城東区第九演奏会の開催（3/20)
⑤合唱祭の開催（8/2)
⑥中学生絵画・写真コンクール作品の展示（3/17～
3/21)　※アンケート未実施

　・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
　・地域活動団体に交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・地域活動事例などの情報発信　随時
　・地域向けの広報事業勉強会　10回
　・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

【1-1-5】
①花と緑のまちづくり事業の内容充実、区内緑
化の推進
・城東区緑化リーダーの育成（32名）
・既存団体のみに止まらず、小学校園・NPO等と
の多様な連携
・緑化活動を通じ人と人のつながりの構築、地
域コミュニティの推進
 ②区民スポーツ・レクリエーション事業
・既存10大会及びミニマラソン、小学校駅伝大会
の実施
・体育厚生協会及びスポーツ推進委員協議会
の事業支援

①花と緑のまちづくり事業
・城東区緑化リーダーの育成（15名）
・年間緑化ボランティア従事者延べ人数　6,059人
②区民スポーツ・レクリエーション事業
・区民スポーツ大会の実施（10大会）
・城東区ミニ・マラソン大会、小学校駅伝大会の実
施（2/7)
・城東区スポーツカーニバル（11/1実施)の開催支
援
・各種スポーツ大会参加者延べ人数　3,030人

【課題】
①について、緑化ボランティア
の新たな層の取り込みや学校
園・NPO等との連携が不足し
ている。
【改善策】
従来の緑化ボランティアの活
動を支援するための仕組み
を、より多くのボランティアが支
援を受けられるよう見直し・拡
充を図る。
ボランティアの活動をＨＰ等で
積極的に周知するとともに既
存団体・学校園・NPO等との連
携を強化していく。

―

24.7%

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携し
行う。
　地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
　地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
　・会計の透明性に向けた勉強会 12地域
　・地域活動団体に交付した公金の使途を区Ｈ
Ｐで公表　12地域
　・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
　・地域向けの広報事業勉強会　10回
　・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

多様な団体等との連携・協
働による取組みを通じて、
中間支援組織と連携し地
域住民が主体的かつ積極
的に取り組む体制づくりや
活動へのサポートを継続し
て行う。

鶴
見
区

城
東
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

【3-5-1】
○区内のNPO、高等教育機関、生涯学習ルー
ム関係者等と定期的に意見交換を行い、連携・
協働した地域での学習会・講座等を実施するこ
とで、生涯学習に関わる人材育成と活動支援を
進めます。
・地域教育活動ネットワーク事業
「英語活動サポーター養成講座」（年1事業）
・区民協働学習事業
「子どもたちに関わるイベントサポーター養成講
座」など（年3事業）
・地域連携支援講座：10回

・地域教育活動ネットワーク事業など：２事業【小学
生英語活動を支援するサポーター養成講座】【能楽
講座】
・区民協働学習事業：21回
・地域連携支援講座： 10回
･生涯学習だよりの発行：12回

【課題】
区内のNPO、高等教育機関、
生涯学習ルーム関係者等と定
期的に意見交換を行い、連
携・協働した地域での学習会・
講座等を実施し、生涯学習に
関わる人材育成と活動支援を
進めました。
地域コミュニティの活性化に向
け、地域で活躍するスキルを
身に付けた人材を増やす必要
があります。
【改善策】
地域教育資源ネットワーク事
業や地域連携支援講座などの
周知ができるよう支援します。

19.7%

【課題】
青少年指導員・青少年福祉委
員を中心とした夜間巡視や青
少年が交流できる取組みなど
を実施し、青少年の健全育成
に取り組みました。
夜間巡視等参加者を増やして
いく必要があります。
【改善策】
さらにさまざまな活動主体と連
携・協働により進める必要が
あります。

【3-2-2】
・青少年指導員及び青少年福祉委員が中心とな
り、区内全小学校区で毎月１回の夜間巡視を継
続実施します。
・青少年が交流し信頼関係や友情を育む諸活動
（駅伝大会・ドッチﾎﾞｰﾙ大会・中学生絵画コン
クール、雪山研修等）を継続して実施します。

・区内全小学校区で毎月１回の夜間巡視
・青少年が交流し信頼関係や友情を育む諸活動
（中学生絵画コンクール(10月11日）駅伝大会(11月1
日)・ドッチﾎﾞｰﾙ大会(12月13日)・雪山研修（2月28日
～3月１日）等）の実施

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

【3-4-3】
超高層ビルのオープンに合わせて、地域・企業
との連携を図り、阿倍野区のＰＲをテーマにした
企画を行うことをきっかけに若い担い手を発掘
し、地域コミュニティの活性化につながるスタッフ
（あべ若丸）の育成を行います。
・「あべ若丸」の企画・運営による「あべの今昔祭
り」の開催
・地域団体・企業等との交流やイベントへの参加
（10回以上）

「あべ若丸」の企画・運営によるイベントの実施：3回
地域団体・企業等との交流やイベントへの参加　：
20回

阿
倍
野
区

【課題】
さまざまな活動主体が連携・
協働する地域活動協議会の
活動を知らない人に各地域活
動協議会の事業を知ってもら
うため、区広報紙により周知を
行いました。
しかしながら、各取組みは実
施しているものの、地域住民
に情報が行きわたっていない
状況があります。
【改善策】
今後も地域活動についての情
報発信を行い、より多くの方々
が地域活動に参画しやすいよ
うサポートしていきます。

【課題】
若い担い手を発掘し、地域コ
ミュニティの活性化につながる
スタッフ（あべ若丸）の育成を
行いました。
「あべ若丸」の企画・運営によ
る事業の開催や地域団体・企
業等との交流やイベントへの
参加など地域団体・企業との
交流を進めてきました。
さらに自主・自立的に企画・運
営に向けた活動が必要です。
【改善策】
自主・自律的な活動が行える
よう側面的支援を行ってまいり
ます。
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具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

・子どもから高齢者が集い交流する「コミュニティ」
「防災・防犯」「舞台発表」など総合的なイベント実施
 ・すみよしグルメ
 ・防災・防犯エリア
　　自衛隊・・・展示、足湯
　　消防署・・・起震車、煙体験、消防　　車、セイ
バーミライ
　　警察署・・・白バイ、ミニパト
・民間事業者・・・防災・防犯グッズの展示

―

18.8%

【2-2-1】
○様々な活動主体がつながり、新たなまちづくり
活動が生まれるよう、次の取組を進める。
　・きずなステーションの運営
　・コミュニティビジネス相談会など各種相談会
（毎月）の開催
　・ラウンドテーブルの開催（5ヵ所）
　・企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回）

・きずなステーションの運営を、平成27年10月より公
募型プロポーザルにて選定した。
・CB相談会、行政書士相談会　各12回実施
・ラウンドテーブル　区内4カ所（きずな、加賀屋、南
港、粉浜）で実施
・企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会　3回実施

「企業・NPO・学校・地域交流
会」「地域の未来像を語り合う
懇談会」「ラウンドテーブル」な
どを行う中で、地域活動協議
会と様々な活動主体間での連
携・協働によるまちづくりの実
現に向けたつながりが生まれ
つつある。
今後も引き続き取組を推進し、
多様な活動主体の協働による
まちづくり活動を、さらに発展
させていく必要がある

21.2%

28.2%

○すみよしまつり事業

・安全で安心な地域コミュニティづくりのために、
地域活動協議会、ＮＰＯ等をはじめとした市民活
動団体･企業等と協働しながら、区民相互のつ
ながりづくりの活性化を目的とするイベントを実
施する。

東
住
吉
区

住
之
江
区

【2-1-5】
区内の子育て支援関係機関等との協働による
子育て関連施策の展開及び情報提供
・東住吉区子育てＯＨえんフェスタ開催（年１回）
・ＯＨえん情報誌の作成、配布（毎月）
・区内幼稚園・保育園・保育所職員との学習会
（年１回）
・乳幼児健診時に、子育てOHえん情報案内板
の配布や区社協配信の子育てＯＨえんメールの
周知など、タイムリーな情報提供を行い、子育て
支援サービスの利用を促進。

・東住吉区子育てOHえんフェスタ参加人数552人
（昨年より28％増）
・ＯＨえん情報誌を増刷、区内65か所で配架（毎月
約2,000部）

子育てOHえんフェスタの認知
度をさらに高めるため、さらな
る啓発活動と事業内容の充実
が必要である。
・チラシの配架を5000部から
7000部に増。（ポスターは200
部から100部に変更）
・区内の全保育園・保育所・幼
稚園・認定こども園小規模保
育の定員の枚数を配布し周知
を行う。
・乳幼児健診（3か月・1歳児
半・3歳児健診）・妊婦健診にも
配架。2階保健福祉課の窓
口、キッズコーナー等でも配布
し参加奨励を図る。
・赤ちゃんコーナーの充実のた
めに安全に遊べるマットを調
達する。
・健康づくりの保健師と連携を
図り身体測定コーナーや相談
コーナーを新設する。
・ミニステージの充実（警察署・
消防署等の行政機関や音楽
演奏者等）の参加者を呼びか
ける。

住
吉
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められている状態　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

・校区等地域を越えたまちづく
りに向けて、一定の取組みを
行い、SNS等を利用した広報
活動として、新たにフェイス
ブックを立ち上げるなどの地域
（2地域）が出てきたが、一方
で、ページの維持・更新に関し
ての負担も出てきている。維持
や更新作業にかかる負担を軽
減することや、担当する人材を
どう確保していくのかなど、運
営にあたっての課題を整理し
ていく必要がある。

29.1%

【3-2】
概ね中学校下を単位として、PTA等若い世代を
中心に実行委員会を構成し、イベント等を実施
することで、日常的に若い世代が地域活動に関
わり、多世代による地域活動が取り組まれるよ
うな仕組み、土壌づくりを支援する。
　・３地域

・３地域
　長吉東小学校ＰＴＡと長吉東部地域活動協議会が
実施する「サマーフェスタ」への支援
　喜連中学校下のＰＴＡが実施する「喜連4校ＰＴＡ
フェスティバル」への支援
　長吉地域のＰＴＡ、青少年指導員、青少年福祉員
が実施する「ゆきまつり」への支援

各地域活動協議会の支援に
おいて、当該校区内での活動
に対する支援を中心に進める
ことにより、校区内で完結する
事業の実施が中心となってい
る。各地域間の意見交換の場
の設置及び促進をすることで、
地域間連携を喚起する。

21.2%

誰もが参加できるスポーツや
体育レクリエーションの普及が
十分でない。
地域団体等と協働し、誰もが
参加できるスポーツ大会やイ
ベントの開催 を検討している。

西
成
区

17.9%

・区内の16地域がそれぞれ抱える地域課題等に
ついて情報交換・共有を行うべく、中間支援組織
を活用しながら地域活動協議会情報交換会を
実施する。

・地域活動協議会情報交換会を実施（2回）
平成27年7月22日（14地域：25名参加）、平成27年
11月27日（13地域：27名参加）
・情報交換会を通じてニーズの高かった広報活動に
ついて、「フェイスブック講座」を実施（2回）
平成27年9月18日（20名参加）、平成27年10月2日
（17名参加）

【4-4-1】
・区内にあるスポーツ関連施設や地域団体等と
連携し、区内のスポーツ大会開催時の広報支
援、こどもからお年寄りまで幅広い世代の区民
がよりいっそうスポーツを楽しむことができるきっ
かけづくりを実施。

・スポーツ大会の後援（6件）

平
野
区

東
住
吉
区

【4-3-1】
・東住吉区・平野区にある企業等との連携によ
る産業交流フェアの開催（１回）。
・区内産業等と連携し、様々な機会を通じた「地
域ブランド(H2O)」やまちの地域資源・魅力を高
める取り組みの実施。
・商店街・大学への情報提供や広報支援など、
商店街・大学と連携した取組の充実。
・区内にホームスタジアムを有するセレッソ大阪
との連携。

・第11回産業交流フェアの開催（10月）
・区民フェスティバルにおける地元企業の模擬店参
加（10店程度）
・セレッソ大阪との連携（H27：区民優待デー1回、区
民デー1回、区民フェスティバル1回）

区内でいまだ連携していない
企業等も多い。また、連携して
いる企業等との取り組みも定
型化している状況にある。
市とプロスポーツ団体との間
で締結された包括連携協定
や、28年3月に実施された区内
の企業・事業所向けアンケート
調査結果等を活用することに
より、企業等との連携事業の
より一層の充実を図る。



此
花
区

・区役所や此花区まちづくりセンターが把握して
いる地域資源（人材、モノ、資金、地域情報な
ど）をリストアップし、その情報をICTなどを活用し
て地域が得られる仕組みを構築する。

・区役所や此花区まちづくりセンターが把握している
地域資源のリストアップを実施
・活動主体や日時・場所などを掲載した「此花区お
そうじマップ」をホームページ上に掲載（再掲） ― ―

都
島
区

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実
施　3回以上
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内
容（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 9地域

・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実施
3回以上
　世代間交流会 「こどもとおとなのまちづくり」（10
月）
　企業交流会「つながろっ！ザ談会」 （5月、8月）
　その他、桜宮高校ボランティア活動への支援（随
時） など
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 7地域

―

・地域は新たな担い手の必要
性は認識しているが、一方で、
新しい取組の導入や、世代交
代の難しさもあり、結果として、
若い世代などの地域活動への
参加や定着には至っていな
い。
・ブログ・ＨＰ等を活用した情報
発信には専門的スキルが必要
と認識されている。

・新たな担い手を掘り起し、地
域活動につなげやすい、小規
模な行事を企画・実施する。
・全地域での情報発信に向
け、手軽さをアピールするな
ど、ブログ・HP等を活用した情
報発信への理解を図る支援を
行う。

福
島
区

【4-1-2】
・中間支援組織も活用しながら、地域で行われ
ている活動の情報を区HPや広報物（年間3回程
度）等で発信し、地域で求められている新たな担
い手を地域活動へ誘導していく。

・区広報紙などで地域の活動を紹介するととも
に、中間支援組織から地域活動への参加を
促す冊子を発行するなど新たな担い手発掘支
援に努めた。

―

・いずれの地域も担い手の
高齢化が進んでおり、引き
続き新たな担い手の発掘
支援を継続する必要があ
る。

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

北
区

・地域緑化人材の育成、フリーペーパー発行
・商店街・企業・大学・専門学校等との協働の取
り組みやイベント開催

・フリーペーパー発行（3回）
・商店街・企業との協働（3件）

―

・取り組みとしての効果が現
れ、仕組みとして機能するまで
は時間を要する。引き続き、区
内の様々なまちづくり活動主
体と連携・協働した取り組みを
推進していく。

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（３）地域資源の循環
めざす姿(将来像)　
　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていく
ために、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。

※以下における各区の「具体的取組」には、市民局が構築した仕組みの活用に加え、各区が独自で実施している
　取組も記載しております。

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

大
正
区

【7-2-1】
区役所と、区民で構成する「わがまちビジョン部
会」が中心となり、区民協働による魅力活性化
事業を推進し、「いちばん住んでみたい・住んで
よかったまち大正区」の実現に向けた取組みと
して、区の特色を活かした文化事業や小学生や
高齢者まで多様な世代の参画ができる自主事
業を企画し、区民協働の拡充を図っていく。

○自主企画事業・「子どもによる樹木札設置」（7
月）・「文楽講座（体験・公演）」（1月）・「10年後の私
への手紙」（2月）・「40年後の同窓会」（3月）

―

リノベーションの手法を用いた
地域資源の活用を行うため、
平成２６年度に「まちづくりキャ
ンプ」を実施し、その繋がりの
中から地域資源に関する情報
が得られる仕組みを平成２８
年度中には立ち上げ予定と
なっている。
また、地域資源であるものづく
り工場を用いた修学旅行生の
受入れ事業も実施している。

西
区

【3-4-1】
広報紙等による区の魅力や地域情報など情報
発信の強化
・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区
フェイスブック（月60件）、LINE（月４件）
・区の魅力を発信するためのスマートフォンアプ
リによるICTを活用した情報発信（12回）
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌
「にっしー」を民間事業者と共同発行（年2回）

・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区フェ
イスブック（月平均47件）、LINE（月平均6件）、ス
マートフォンアプリ（月1回）による情報発信
・スマートフォンアプリのコンテンツ充実のため、「に
し恋マルシェ」と連携したクイズラリーサイトを試験
的に追加し、ビーコン機能等について検証するとと
もに、子育て支援サイトとして予防接種歴の管理機
能を追加。
・ホームページの大バナーの作成や、広報紙ポス
ティング制度の周知及びアンケートなど、区民ニー
ズに応じた情報発信につながる取組みを実施（12
回）
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌「にっ
しー」を民間事業者と共同発行し、特集に因んだイ
ベントも開催（それぞれ年2回）

―

　様々な活動主体と区が連携
して進めている取り組み等の
情報が区民に十二分に伝わっ
ておらず、区に対する理解と愛
着喚起されていないものの、
情報発信の手法を精査しなが
ら地道に継続することにより、
個性的な魅力あふれるまちづ
くりへの取り組みに対する区
民の理解につなげていく。

　区政情報や区の魅力が届い
ていると区民に実感してもらう
ため、区民アンケートや区政
会議等を活用し、区の情報発
信に関する実態を調査・分析
し、区民ニーズに応じた戦略
的な情報発信につながる取り
組みを実施する。また、情報誌
が幅広く区民に届くよう、発行
の手法を見直す。

港
区

【1-3-1】
魅力と活気ある地域社会づくりに向けて、地域
団体や企業、ＮＰＯなどの多様な地域活動の担
い手のすそ野を広げ、マルチパートナーシップに
よるまちづくりを進めていくために、多様な担い
手に対し地域貢献活動や各々の強みを活かし
た連携・協働を呼びかけ、地域課題の解決につ
いての具体的な取組みを促進する。

区広報、ＨＰ、企業訪問などによる地域貢献活
動への参画呼びかけ：通年実施

区内企業等を訪問し、当区が実施する地域貢献活
動への参画を依頼するとともに、自ら地域貢献活動
に取り組む企業へ「元気な港区づくりサポーター」へ
の登録を呼びかけた。

平成27年度
中に地域資
源に関する
情報が得ら
れる仕組み
を1件立ち上
げた。

当区が実施する地域貢献活
動に協力いただける企業は
年々定着してきているが、これ
まで参画したことがない新たな
企業へ協力を呼びかけなが
ら、より多くの企業にまちづくり
に参画していただき、地域課
題の解決に向けた取り組みを
進める必要がある。
これまで地域貢献活動に協力
いただけていない企業等へ直
接参画を呼びかけ、本業に支
障のない可能な範囲でご協力
いただくことにより、地域貢献
活動の担い手のすそ野を広げ
ていく。

中
央
区

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携し、支援する。
・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組
みづくり
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業
１回

・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組み
づくり

市民局が運
用している仕
組を活用す
ることとした ―



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

淀
川
区

【3-3-1】
・起業意欲を持った人材を把握するための交流
会の開催（年４回以上）や地域団体・企業・NPO
等とのマッチングを推進する。（マッチング実施
の事例検討：20件以上）

・交流会開催（2回）、マッチング検討事例（20件）

―

・マッチング事例・社会的ビジ
ネス検討事例・コミュニティ回
収の導入、CB・SBについての
意義啓発は進んできた。しか
し、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地
域で循環する具体的な仕組み
の構築までは至っていない。

・区内モデル地域を設定し、中
間支援組織と連携して重点的
な個別支援を行うことで、「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」が地域で
循環する仕組みを構築する。

浪
速
区

区役所や浪速区まちづくりセンターが地域資源
を把握し、その情報をホームページなどを活用し
て、地域が得られる仕組みを構築する。

・区役所ホームページ、浪速区まちづくりセンター
ホームページに、地域の活動主体や日時・場所を
掲載。
･まちづくり情報誌「なにわ区ラブ」を発行し、同様の
内容を掲載。

－ －

西
淀
川
区

【4-2-1】
地域団体やＮＰＯ、企業などの区内のまちづくり
に関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、テーマごとに集約、区ホームページにおいて
年12回情報発信するとともに、各地域のホーム
ページやフェイスブックの紹介を行う。

区広報紙に毎月「地活協だより」として地域の活動
状況を掲載するとともにホームページで発信を行っ
た。

－

広報紙や区のホームページ、
各地活協のフェイスブック等多
彩な情報提供を行っている
が、地活協の役員が高齢化・
固定化しており、フェイスブック
等の電子媒体があまり役立っ
ていない。
高齢者層にもわかりやすい広
報を検討するとともに、地活協
の役員に新たな担い手が入る
よう発掘を行っていく。

天
王
寺
区

【6-3-1】
地域や社会に存在する資源(人材、モノ、資金、
地域情報など)に関する情報を掘り起こして精査
し、ホームページで紹介するなど、情報が得られ
る仕組みを構築する。
　　　ホームページでの紹介　随時

・地域や社会に存在する資源に関する情報が得ら
れる仕組みを構築、ホームページで紹介

地域資源に
関する情報
が得られる
仕組みを構
築、ＨＰで紹
介

【課題】
全9地域の情報掲載を行った
が、情報についての時点修正
が必要である。
【改善策】
随時、情報の更新を行なう。



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

東
淀
川
区

【1-1-1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うと共に、組織運
営、会計、情報公開の重要性の認識向上や活
動支援のため各種研修会を実施する。
　組織運営に係る研修会、会計に係る研修会、
情報公開に関する研修会などの研修会を「1-2-
1地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。
　地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。　地域活動協議会などに対
して支援が行えるよう、地域のニーズを確認す
るとともに、ＣＢ・ＳＢの助言・指導、ＮＰＯ等法人
化に向けた申請手続の助言など地域のサポー
トを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17
地域）
・広報事例発表会（1回）・地域公共人材育成事業に
よる講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を区役所庁
内に設置
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信・地域まち
づくりアドバイザーによる地域へのサポート

・各地域活動
協議会の広
報チラシ等に
ついて区役
所庁舎内の
配架を実施

・各地域活動
協議会のＨＰ
開設やＳＮＳ
などの取組
みを支援し、
地域情報の
発信強化を
進める。

・区役所のＨ
Ｐに地活協な
どの情報をリ
ンクさせたり
広報紙に掲
載することで
情報発信す
る体制を整
備。

若い人やマンション住民など
の地域活動に関わりの薄い層
に対して、従来のツールでは
地域活動に関する情報が十分
届けられておらず、発信方法
や手法を再考する必要があ
る。
地域活動に参加していない住
民や団体等に対してホーム
ページやＳＮＳなどの各種広
報媒体を活用し、活動内容、
会計状況を知る機会を増やす
とともに活動への参加への呼
びかけを強化していく。

【1-3-2】
・戦争遺産関係資料の調査・記録・資料作成
・戦争体験者等の関係者訪問調査・記録・資料
作成
・調査結果を踏まえ「平和啓発冊子」「まち歩き
ガイドマップ」の作成
・各種講座・まち歩きツアー開催
・中学生アンケート

・戦争体験者・戦争遺跡の募集・調査、中学生ｱﾝ
ｹｰﾄを実施（5月）
・講座「大阪大空襲を知ろう」「戦争体験を聞こう」を
開催（6・7月）
・区役所庁内で「わたしの東淀川遺産展」を開催（8
～9月・1～3月）
・平和啓発冊子「わたしの東淀川遺産」「1945・2015
マップ」を作成。完成発表会を開催（11月）
・まち歩きイベント「戦争遺跡を歩く」「戦争遺跡の見
かた・撮り方」を開催（11・12月）
・区内中学校・高校等で「わたしの東淀川遺産」関
連講演会を開催（11月・1月）



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

旭
区

地域活動に対する信頼感や地域コミュニティの
醸成、活動参加者や担い手の確保、地域活動
への関心と参加の促進のため、公益性の高い
地域活動の取組みや実績等の広報を行う。
　・旭区ホームページの旭区見聞録で随時発信
　100件＝10（校下）×10月

・地域活動をホームページで紹介（68件）

－ ―

東
成
区

【3-2-1】
・東成区の地域資源を活用して、区民や各種団
体等のネットワークづくりを推進し、地域の活性
化に繋げる。
・「ひがしなり街道玉手箱」企画チーム会議の開
催（月3～4回）
・「ひがしなり街道玉手箱」参加団体交流会の開
催（2回）

・「ひがしなり街道玉手箱」運営事務局会議の開催：
32回
・「ひがしなり街道玉手箱」実行委員会（参加団体交
流会）の開催：5回

―

順調に進捗しているため、地
域人材の参加を促進するとと
もに、広報紙等による情報発
信に努めるなど継続して取り
組む。

【3-2-4】
・区の特色である「モノづくり」を通じて、次世代
を担う人材育成に取り組む。
・「わが町工場見てみ隊」の開催（2回）
・次世代担い手育成支援事業（「モノづくりのまち
東成」魅力発信事業等）　（より効果的な人材育
成の機会作りの手法や企画の提案を受けるコン
ペの開催及び事業の実施）

・「わが町工場見てみ隊」：２回実施
・「わくわく東成こどもモノづくり体験フェスタ」の開催

「モノづくり」に限らず区の地域
資源を発掘し、さらにそれを発
信していくことを通じて次世代
だけではなく、全世代を対象と
した地域コニュミティーの発展
および人材の育成を図ってい
く必要がある。
事業名を「東成区の地域資
源」魅力発信事業とし、区民と
ともに区の地域資源を発掘し、
発信していく「まち歩き」などの
取組みを具体化させていく。

生
野
区

各地域活動協議会・区役所・中間支援組織で収
集した地域資源に関する情報をそれぞれのホー
ムページやブログでつなぎ、そこで得られた情報
から新たな事業を実施できるよう中間支援組織
と連携して支援する。

・民間助成金情報をまちづくりセンターのブログやブ
ロック事務連絡会議にて情報提供（２回）
・地域の民間助成金の申請手続きを中間支援組織
が支援（４件）

各地域活動
協議会・区役
所・中間支援
組織で収集
した地域資
源に関する
情報をそれ
ぞれのホー
ムページや
ブログでつな
ぎ、広く提供
する仕組み
をつくった。

【課題】
地域資源の情報を活用してい
る地域が少ない。
【改善策】
ブロック会議などで地域資源
の活用の重要性についても伝
え、助成金の活用事業の紹介
など更なる情報の充実に努め
る。



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

鶴
見
区

【2-1-1】
地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・地域活動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

中間支援組
織と連携し、
地域の資源
が活用され
る仕組みを
継続して実
施した。

―

阿
倍
野
区

【2-2-2】
阿倍野区内及び区外の在住者を対象に阿倍野
区の魅力ある施設やイベント・文化などの認知
度と興味度等について調査し、そのギャップを把
握・分析します。（年1回）
調査結果を区内企業・商店会等に提供し、集客
の取り組みに活用できるようにします。

平成27年9月　「阿倍野区の魅力に関するアンケー
ト」を実施。
平成27年11月　調査結果を取りまとめ区内あべの
ターミナル周辺の企業等に提供しました。
平成27年12月　28年1月　調査結果を踏まえ、集客
につなげることを目的として企業が主催し阿倍野区
ＰＲイベントを実施しました。
平成28年1月　調査結果を検討し、企業から阿倍野
の魅力を強化するための提案をいただきました。

―

【課題】
調査結果の提供を行い、一部
企業等で活用できているが、
情報をえられる仕組みの立ち
上げには至っていない。
【改善策】
調査結果をホームページ等で
公表します。
また区内企業・商店会等にも
提供するなど、阿倍野区の地
域資源に関する情報が活用し
やすい仕組みを立ち上げま
す。

城
東
区

【1-2-1】
①区内名所・旧跡等への案内板の設置（11箇
所）
②城東区ふれあいマップの改訂版の作成と配
布 （4,900部）
③城東区歴史冊子作成事業（小学校の地域学
習への活用）（1,500部）
④区広報紙の刷新やホームページ、ツイッター
を活用した情報発信

①区内名所・旧跡等への案内板の設置（５箇所）
②城東区ふれあいマップの改訂版の作成と配布
（62,000部）
③城東区歴史冊子作成事業（小学校の地域学習へ
の活用）（1.550部）
④区広報紙をＡ４版に変更し、見やすい広報誌に刷
新

2事業

【課題】
「まちの雰囲気が良いから」に
ついては、6.7%と向上している
ものの、「歴史・伝統が残って
いるから」については、0.4%と
減少している。一方で27年度
に実施した区民アンケートでは
「区の歴史や文化に関心があ
りますか」について、52.5％が
関心があると答えており、こう
した層について、まちの愛着
形成にも繋げていくことが課題
である。
【改善策】
区内名所・旧跡等への案内板
の設置については、記載内容
の調査や管理者との調整等に
時間を要しているが、順次設
置を進めていく。
ふれあいマップの改訂版につ
いては、希望者および転入者
への配付に加えて、３月には
広報誌とあわせて配布を行う
など、計画に比して取組を拡
充した。今年度は目標未達成
ではあったものの、来年度へ
の成果につながっていくものと
考える。



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

東
住
吉
区

東住吉区タウンデザイン協議会（仮称）との連携
による、子育て層を対象にした地域資源情報の
整理。

『東住吉区子育て応援ナビ』の構築。

地域資源に
関する情報
が得られる
仕組みを立
ち上げ

子育て層にとって必要な情報
は一通り揃ったが、まだ十分
な情報とはいえず、認知度を
高める必要がある。
子育て層の生の声を直接聞く
機会を増やし認知度を高める
とともに、地域資源と連携をし
ながら、よいよいものへ改良を
重ねていく。

住
之
江
区

【2-1-1】
①中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う。

①地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施。

①地域の課
題解決に向
けての新た
な取組活動
5件

・目標達成に向けた取組は予
定どおり実施し、①については
目標を達成したが、②につい
ては、地域活動協議会と他の
活動主体の連携・協働事業が
多数実施されたものの、地域
活動協議会への他の活動主
体の参画については1地域に
とどまった。
参画にむけた支援として、交
流会を開催するなど、機会の
提供は可能であるが、地域活
動協議会の組織運営に関する
事項は、区としての支援には
限界がある。
・地域活動協議会への参画が
なくとも、連携・協働事業を実
施することで、他の活動主体と
の連携促進を図ることができ
るため、今後は、組織運営へ
の取組支援ではなく、連携・協
働事業の実施に向けた支援を
行う。

【2-1-2】
②中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回程
度）を開催し、企業・ＮＰＯ・学校等の活動主体が
地域活動協議会へ参画する取組を支援する。

②企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を3回実施。
②地域活動
協議会の構
成団体に地
域団体以外
の活動主体
が参画する
地域　1地域

住
吉
区

①住吉カルチャーとアートの活動推進事業

・区民の文化芸術に触れる機会提供や、音楽を
通じた新たなコミュニティーの形成を図るため、
住吉区ゆかりの吹奏楽を中心とした演奏者、団
体によるコンサートを開催。
・住吉区役所敷地内で、区役所を身近に感じて
もらうえるように、住吉にゆかりのあるアーティス
ト等による作品発表（コンサート・パフォーマン
ス・展示会）

②花さかスミちゃん事業
・区民が花と緑のまちづくりにふれる機会を創出
し、花づくりを通じたコミュニティー育成のための
ボランティアによる緑化活動推進
・住吉区にゆかりのある「菜の花」の栽培

①
・3月に住吉コンサート開催
・住吉区役所敷地内を活用した、パフォーマンス公
演などの開催
（ポスター・チラシの作成や広報すみよし、ホーム
ページ・フェイスブック・ツイッターによる広報）

②
・建設局の知識・技術指導により、春・秋に種をまい
て花苗を育てる。
・育てた花苗を、区内の小学校や幼稚園、保育所、
社会福祉施設、地域等に提供し、区内の緑化推進
に寄与する。

―

①　　　　　　　―

②今後は、ボランティア主体の
自主的な運営のための仕組み
づくりを構築していく必要があ
る。



区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

成果指標 平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

西
成
区

・じゃがピー花の会
ボランティアによる種から育てる花作り事業、
ターミナルにおける花壇設置による美化・駐輪
対策、沿道花壇のアダプト協定など花と緑を通
じたボランティアの交流と地域コミュニティーの
醸成

・ひまわりによる迷路作成
・ボランティア相互の交流会の開催
・ボランティアによる花の講習会の開催

―

【課題】
ボランティアの固定化、高齢化
【改善策】
あらゆる世代に訴え、楽しめる
活動の創出や融合

平
野
区

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
全22地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

―

各地域活動協議会の支援に
おいて、当該地域活動協議会
内での地域資源・人材確保に
努めてきたが、各地域間の意
見交換の場の設置及び促進を
することで、地域間連携を喚起
する。



各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

中
央
区

0件

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携し、支援する。
・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組
みづくり
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業
１回

・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組み
づくり

福
島
区

0件

【4-1-5】
・中間支援組織も活用して、コミュニティ・ビジネ
スやソーシャル・ビジネスや事務事業の社会的
ビジネス化についての意義やメリット、具体的な
事例の紹介やその情報等を提供する場を年間2
回程度設け、コーディネートを行う仕組みづくり、
各種研修等の実施、相談体制の整備等進めて
いく。

・コミュニティ・ビジネス/ソーシャル・ビジネスの具体
的な事業提案を行い、2地域(上福地区･野田地区)
については検討に係る説明会を実施した。

・具体的なコミュニティ・ビジネ
ス/ソーシャル・ビジネスの実
施と絡めて考えると、人手や
担い手の負担など様々な課題
があり、意義を納得しづらいと
いう声が多い。
少ない負担から始められるコ
ミュニティ・ビジネス/ソーシャ
ル・ビジネス事例を探すなど、
地域が理解しやすいかたちで
引き続き周知に努める。

此
花
区

0件

北
区 0件

・地域課題やニーズの把握、先進事例の調査等
に取り組む。

・資源ごみのコミュニティ回収に関して、特定の地域
での実態調査を行い、情報共有を行うとともに、各
区間での情報共有にも努めた。

・コミュニティビジネス、ソー
シャルビジネスによる地域課
題解決のメリットについて、各
地域の理解が浸透しにくい事
情がある。各地域の地域課題
の把握、情報提供、啓発など、
区として取り組みを継続してい
く。

都
島
区

0件

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・コミュニティ・ビジネスの事例紹介（区運営方針
補足）

・全地域を対象にコミュニティ回収について情報提
供を行い、要望のあった地域には個別で説明を
行った。（区運営方針補足）

・コミュニティ・ビジネス、ソー
シャル・ビジネスが地域課題の
解決につながるという認識向
上に向けての取組みが必要で
ある。
・中間支援組織と連携し、必要
とする地域ごとに説明を行う。
（区運営方針補足）

【課題】
地域社会における課題の解決
に向け、地域資源に関する情
報が容易に得られるよう、
様々な支援を更に進める必要
がある。
【改善策】
CB・SB(社会的ビジネス化)を
推進するため、中間支援組織
と連携し、引き続き地域への
働きかけを行う。

㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

（３）地域資源の循環
めざす姿(将来像)　

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていく
ために、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。

・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスとな
り得る地域の自主的な取組をリストアップし、地
域活動協議会へ啓発や情報提供を行う。

・コミュニティービジネスや社会的ビジネス化の可能
性がある事業を所管する部署の職員や区社協、ま
ちづくりセンターが参加した内部勉強会を開催 ―



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

天
王
寺
区

0件

港
区

大
正
区

【3-1-2】
・「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業と
して「暮らしを豊かにするビジネスアイデアコンテ
スト」（1回開催）を引き続き実施するとともに、優
秀賞の事業を認定事業化に向け支援し、認定
事業となった場合の広報支援などを行う。

・「ビジネスアイデアコンテスト」を開催し２５件の応
募があり、発表会では優秀賞２件を選定した。

　
　・戦略の進捗は順調である。
しかし、各団体が行う地域課
題解決の取り組みについて、
そのエリアが限られており区
全体に浸透しにくい状況にあ
る。

　・地域実情に応じたエリアマ
ネジメントの取り組みを進め
る。

西
区 0件

0件

【1-1-1】
・尻無川河川広場に常設の飲食店舗やイベント
広場などを設置するため、「都市・地域再生等利
用区域」の指定を大阪府（河川管理者）へ要望
するとともに、尻無川河川広場において事業展
開する民間事業者を公募する。
・大阪府より「都市・地域再生等利用区域」の指
定を受け、にぎわい創造拠点開業に向けたイン
フラ整備工事を実施。
・平成27年10月頃を目途に、尻無川河川広場を
中心とした4区エリア（大正区・西区・浪速区・福
島区）において、「水辺」と「陸地」の連動性・回
遊性を体感できる魅力向上・体験型イベントを4
区合同で実施。
　○参加者数　延べ2万人

尻無川河川広場にて社会実験事業「大正リバービ
レッジ」実施(6/6～10/18)
延べ約2万5000人　来訪
 4区合同イベント「リバーサーカス2015」実施
（10/11延べ7,832人来訪）

平成25年度に実施済。
現状として、いわゆるCB・SB
の創出という動きではないが、
リノベーション手法を用い、
様々な地域課題の解決に向け
た民間主導の動きがあり、そ
のフォローアップに努め、CB・
SB以上の効果を求めていく。

0件

【1-3-2】
まちづくりセンターなどを活用し、地域活動の担
い手に対してコミュニティビジネスの意義やメリッ
トを紹介し理解を深める。また、事例や手法など
の情報提供、専門相談機関等への連絡・調整
の支援を行う。

コミュニティビジネス研修会開催：２回

・まちづくりセンターと連携し、コミュニティビジネス等
にかかる情報交換会を開催：2回（12月7日、2月8
日）
・情報提供した事例の数：4件

成果指標を上回る結果となっ
たが、自律的、持続的な地域
運営のため、地域活動協議会
による自主財源の確保の重要
性を理解していただきながら、
コミュニティ・ビジネスやソー
シャル・ビジネスをまちづくりセ
ンターなどを活用して促進す
る。

【課題】
情報交換会を開催し、ＣＢ・Ｓ
Ｂの意義やメリットを伝え地域
の意識醸成を行なっている
が、地域では裁量可能な経費
内で活動を行なっており、地域
の関心は低いと思われる。
【改善策】
引続き、事例紹介などを行なう
ことで、意識醸成に取り組み、
地域の関心を高める。

【6-3-2】
地域活動協議会に対し、中間支援組織を活用
し、コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネス
の意義やメリット、地域イベントでの自主財源確
保の事例等に関する情報交換会を開催する。
　　　 情報交換会　1回

情報交換会の実施：１回



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

西
淀
川
区

淀
川
区

0件

【3-3-1】
・起業意欲を持った人材を把握するための交流
会の開催（年４回以上）や地域団体・企業・NPO
等とのマッチングを推進する。（マッチング実施
の事例検討：20件以上）

・交流会開催（2回）、マッチング検討事例（20件） ・マッチング事例・社会的ビジ
ネス検討事例・コミュニティ回
収の導入、CB・SBについての
意義啓発は進んできた。しか
し、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地
域で循環する具体的な仕組み
の構築までは至っていない。

・区内モデル地域を設定し、中
間支援組織と連携して重点的
な個別支援を行うことで、「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」が地域で
循環する仕組みを構築する。

0件

【4-2-3】
・コミュニティビジネス（ＣＢ）・ソーシャルビジネス
（ＳＢ）に関し本市事業を含む公共部門や民間部
門など広くビジネスに展開できる可能性のあるも
のの洗い出し
・地域を対象にしたＣＢ・ＳＢの研修を１回開催
・中間支援組織と連携しＣＢ・ＳＢに関する普及・
啓発
・中間支援組織とともに、会館を使ったフリー
マーケットスペースの提供事業のＣＢを実施

・地域を対象にしたCB・SBの研修、説明会を各1回
開催。
・広報紙の配布事業について他区の取り組みに関
する情報提供を行った。

CB・SBの意義や実例が、研修
や説明会だけでは具体的にイ
メージできず全ての地域に浸
透していない。
既にCB・SB事業を実施してい
る他区の地活協を見学したり、
意見交換を行うなど具体的に
CB・SBのイメージを持ち、検討
できる機会を設ける。

浪
速
区

【1-3-4】
自由なテーマで地域住民の目で地域課題につ
いての解決策となる提案を募集する。

社会的課題の解決につながる地域の実情に即した
提案について、区ホームページなどで募集した（2
回）。

東
淀
川
区

【1-1-1】
地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うと共に、組織運
営、会計、情報公開の重要性の認識向上や活
動支援のため各種研修会を実施する。
　組織運営に係る研修会、会計に係る研修会、
情報公開に関する研修会などの研修会を「1-2-
1地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。
　地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17地域）・広報
事例発表会（1回）
・地域公共人材育成事業による講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を区役所庁
内に設置
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・地域まちづくりアドバイザーによる地域へのサポー
ト

1件

区委託事業からCB（コミュニ
ティビジネス）・SB（ソーシャル
ビジネス）など継続事業として
つながったものはなかったが、
地域課題を解決する様々な事
業提案が集まった。
継続実施し、CB・SBにつなが
る事業を発掘・支援していく。

0件

コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの意
義や先進的な事例を情報収集し、地域活動協
議会へ啓発や情報提供を行う。

・コミュネティビジネス、ソーシャルビジネスの研修に
参加し、情報収集を実施。
・民間助成金の制度を情報収集し、採択事例などを
地域活動協議会に提供。 －



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

阿
倍
野
区

鶴
見
区

0件

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

1件

【2-1-1】
地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・地域活動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

―

生
野
区

旭
区

城
東
区

0件

中間支援組織と連携し、地域実情の把握や、自
主財源確保に向けた支援に取り組む。

区広報誌のポスティングや古紙集団回収など、他
区等の先進的な取組を随時情報発信。

地域においては財源の確保が
課題であるという認識はあるも
のの、実施するにあたって、地
域における人材不足等による
負担が大きく、事業実施には
至っていない。
比較的取り組みやすい他都市
の先進事例等を紹介するな
ど、引き続き、中間支援組織
による支援を続ける。

　　　　　　0件

（地域におけ
る課題解決や
ニーズへの対
応に向けた継
続的な取り組
みの創出には
至らなかった
が、創出につ
ながると見込
める活動：1
件）

【課題】
取り組みは順調。
【改善策】
引き続き事業を実施する。

【3-5-1】
●中間支援組織と連携して、当区で活用できる
他地域のコミュニティビジネス・ソーシャルビジネ
スの事例を収集し、具体的内容を地域へ提案す
るなど、ビジネス化に向けた取組みを支援する。
　・提案内容の具体化に向けた情報交換会の開
催　２回／年
●情報交換会の開催により意欲を持った地域を
対象として、コミュニティビジネス・ソーシャルビジ
ネスの実施に向けた勉強会を開催する。
　・勉強会の開催　２回／年

・情報交換会の開催　３回
・勉強会の開催　２回

0件

・コミュニティ・ビジネス、ソー
シャル・ビジネスについて、区
民や地域団体の認識向上に
向けての取組みが必要であ
る。

・ＨＰ等で区民や地域団体へ
周知を行なう。

・地域活動が持続的に実施されるよう、区民ま
つりやスポーツフェスティバルなど、コミュニティ
づくりに資する各種イベントや、校区の枠にとら
われない防災訓練の実施、子ども・青少年を育
むため子ども・青少年に関わる諸機関との連携
などを通じ、人と人とが出会いつながる機会をつ
くる。
　・区民まつり　1回
　・スポーツフェスティバル　1回
　・文化のつどい　1回
　・子どもフェスティバル　1回
　・避難所開設訓練を含む訓練やワークショッ
プ　10回
・子ども・青少年を育むため社会総がかりでの意
識啓発事業　2回

避難所開設を含む防災訓練・ワークショップ等実施
45回
・地域活動をホームページで紹介（68件）
・区民まつり：30,000人
・スポーツフェスティバル：3,000人

区青少年育成推進会議を構成する団体のつながり
強化や事業の連携にむけ、交流会や協働事業に取
り組んだ。

東
成
区

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

2件

【3-2-3】
・区のまちづくり活動の活性化を進める拠点であ
るふれ愛パンジーにおいて、市民活動団体等の
事業に対し補助金を交付することで、まちづくり
活動の活性化に繋げる。
・補助事業の募集及び補助金の交付
・補助金制度の周知

・ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業応募件
数：3件
・ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業補助金交
付事業：2件



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

平
野
区

西
成
区

0件

住
吉
区

東
住
吉
区

0件

0件

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
全22地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

住
之
江
区

・一部地域の課題となっていた、高齢者の買い
物支援について、中間支援組織による企業との
マッチングにより、移動販売の支援を実施
・地域事業（まつり・子どもに対するイベント等）
への企業参加（企業の社会貢献）を目指して「地
域と企業の交流会」を実施

・当該地域の移動販売を拡充し行っている。（週2
回、1回10か所巡行）
・子ども向けとして、地元企業よりゴム銃（組立キット
式）を用いた実演を行い、各地域での協働・連携を
目的とした講習会を実施

0件

○CB/SB及び社会的ビジネス化の推進（地下鉄
あびこ駅周辺地域自転車適正化協働パート
ナー事業）

・自転車の適正利用促進及び効果的な放置自
転車対策の実施について、地域コミュニティの活
性化など、地域課題の解決を図る住民参加型
のコミュニティビジネスの手法により実施

・啓発指導員の配置
（自転車を放置しようとする、している利用者への指
導、自転車駐車場への案内、放置自転車の整理）

・募集要項や業務開始等の広報すみよし、ホーム
ページによる告知・報告

・左記取組等について、移動
販売については、さらなるニー
ズの把握並びに実施回数の
検証が必要。また子ども向け
のイベント等への企業参加に
ついては5地域が興味を示す
が実現には至らず、企業の社
会貢献から地域資源の循環へ
と繋がるよう、具体的な支援策
の構築が必要

【2-1-1】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う

地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施。

―

地域活動はボランティアが基
本との考えが浸透しており、地
域課題とビジネス手法の活用
についての地域の関心が高
まっていない。他区・他市など
の事例紹介を進めて関心を高
めていく。

ＣＢやＳＢに取り組んでいるＮＰＯ関係者等もい
る区政会議委員とともに、地域社会における課
題やニーズを的確に把握する方法を検討。

・区政会議　本会議3回（6月・9月・12月）、2部会2回
（8月・9月）

地域社会における課題やニー
ズを的確に把握するために、
区政会議委員と一緒に取組む
も、区政会議そのものがまだ
まだ知られていない。
ミニ区政会議のような場を28
年度に設け、その場に委員も
主体的に参画することで、区
政会議の認知度を高めるとと
もに、区政への参画の幅を広
げることができる。

＜課題＞
地域社会における課題の解決
やニーズへの対応に向け、地
域資源が循環する継続的な活
動となるよう様々な支援を更に
検討が必要である。
＜改善策＞
同取組みの拡大やその他の
取組みを検討・実施し、CB・
SB(社会的ビジネス化)推進を
さらに進めていく。

1件



0件

・全地域を対象にコミュニティ回収について情報提
供を行い、要望のあった地域には個別で説明を
行った。（区運営方針補足）

・コミュニティ・ビジネス、ソー
シャル・ビジネスが地域課題の
解決につながるという認識向
上に向けての取組みが必要で
ある。
・中間支援組織と連携し、必要
とする地域ごとに説明を行う。
（区運営方針補足）

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・コミュニティ・ビジネスの事例紹介（区運営方針
補足）

1件

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携し、支援する。
・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組
みづくり
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業
１回

・地域資源に関する情報が容易に得られる仕組み
づくり

―

・引き続き、社会的ビジネス化
が可能な事務事業の検討を進
めていく。

都
島
区

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

（３）地域資源の循環

　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていく
ために、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。

めざす姿(将来像)　

成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

北
区 0件

・地域課題やニーズの把握、先進事例の調査等
に取り組む。

・資源ごみのコミュニティ回収に関して、特定の地域
での実態調査を行い、情報共有を行うとともに、各
区間での情報共有にも努めた。

福
島
区

0件

【4-1-5】
中間支援組織も活用して、コミュニティ・ビジネス
やソーシャル・ビジネスや事務事業の社会的ビ
ジネス化についての意義やメリット、具体的な事
例の紹介やその情報等を提供する場を年間2回
程度設け、コーディネートを行う仕組みづくり、各
種研修等の実施、相談体制の整備等進めてい
く。

・具体的なコミュニティ・ビジネ
ス/ソーシャル・ビジネスの実
施と絡めて考えると、人手や
担い手の負担など様々な課題
があり、意義を納得しづらいと
いう声が多い。
・少ない負担から始められるコ
ミュニティ・ビジネス/ソーシャ
ル・ビジネス事例を探すなど、
地域が理解しやすいかたちで
引き続き周知に努める。

―

中
央
区

コミュニティ・ビジネス/ソーシャル・ビジネスの具体
的な事業提案を行い、2地域(上福地区･野田地区)
については検討に係る説明会を実施した。

此
花
区

0件

・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスとな
り得る区の業務のリストアップを行い、地域活動
協議会へ啓発や情報提供を行う。

・コミュニティービジネスや社会的ビジネス化の可能
性がある事業を所管する部署の職員や区社協、ま
ちづくりセンターが参加した内部勉強会を開催（再
掲）



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

0件

【1-3-3】
広報紙配布事業など、すでに区内の複数の地
域で取り組まれている事例の成果やメリット等
を、まだ取組まれていない地域に紹介し、取り組
みを促進する。

まだ取組まれていない地域に対して、取組みの有
用性を説明した

地域の自律的運営には社会
的ビジネスの実施が有用であ
ることを丁寧に説明し、「広報
紙配布事業」に限らず、地域
実情にあった社会的ビジネス
の促進を図る。

港
区

0件

【4-2-3】
・コミュニティビジネス（ＣＢ）・ソーシャルビジネス
（ＳＢ）に関し本市事業を含む公共部門や民間部
門など広くビジネスに展開できる可能性のあるも
のの洗い出し
・中間支援組織と連携しＣＢ・ＳＢに関する普及・
啓発

社会的ビジネス化の意義や先進的な事例を情
報収集し、地域活動協議会へ啓発や情報提供
を行う。

・コミュネティビジネス、ソーシャルビジネスの研修に
参加し、情報収集を実施。

天
王
寺
区

1件

浪
速
区

0件 ―

・古紙回収等のコミュニティビジネスに関する説明会
を実施
・CB・SBの普及のため広報紙の配付事業の公募を
行った。

ＣＢ/ＳＢ化が見込まれる事業
の洗い出しをより一層進めて
いく必要がある。今後は局、区
の関係部署と連携しながら、
他区、他自治体等の成功事例
を参考に実現に向けた検討を
行う。

〔2-1-3〕
病気・病後における保育ニーズに対応するた
め、保育サービスの提供が確約されている訪問
型病児保育（共済型）サービス（０歳から小学校
３年生までのこども対象）を提供し、病児保育施
設などでは十分に対応できない多様な区民ニー
ズに応える。

・整備件数：保育所１件、地域型（小規模）保育事業
施設２件
・12月1日訪問型病児保育（共済型）事業開始
・周知：広報紙1月号、HP、FB、チラシ（保育所・健診
等）、ポスター（区広報板、駅掲示板等）

西
区 ―

0件

平成２６年度に実施済事業と
して、順調に推移している。
今後も様々な地域課題の解決
に向けた民間主導の動きがあ
り、そのフォローアップに努め
社会的ビジネス実施以上の効
果を求めていく

【6-1-2】
高齢者や障がい者等に対する地域における見
守り活動及び高齢者食事サービス事業の一体
的な実施により、セーフティ機能の強化を図ると
ともに、活動を通して把握された要援護者の情
報を、地域の防災対策や地域福祉活動に役立
てる。
「地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業」との連携により、両事業を効果的に実
施し、区内の要援護者の支援のネットワークを
張りめぐらせる。

見守り推進員による相談援助、相談者延べ人数：
10地域で3,090人、関係機関との連絡調整延べ件
数：515回

西
淀
川
区

1件

【課題】
既に成果は得ているが、更な
る社会的ビジネス効果を見込
むにあたり、適切な事務事業
を常に探る必要がある。
【改善策】
地域に応じた事務事業の有無
を検討するため、他区・他都市
の実例を検証する。

【6-3-3】
・既に社会的ビジネス化を行っている事務事業
を、検証のうえ継続して実施する。
　　検証件数　4件
・新たに社会的ビジネス化の対象となる事務事
業を実施する。
　　新規実施　1件
・区広報紙やホームページ等の媒体を活用し、
天王寺区での社会的ビジネス化の具体例を紹
介する。
　　具体例のホームページ掲載　随時

・社会的ビジネス化を行っている事務事業を、検証
のうえ継続して実施：4件

・新たに社会的ビジネス化の対象となる事務事業を
実施：1件（寺田町公園清掃）

・天王寺区での社会的ビジネス化の具体例をホー
ムページで紹介

大
正
区



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

東
淀
川
区

【1-1-1】
地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うと共に、組織運
営、会計、情報公開の重要性の認識向上や活
動支援のため各種研修会を実施する。
　組織運営に係る研修会、会計に係る研修会、
情報公開に関する研修会などの研修会を「1-2-
1地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。
　地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17地域）・広報
事例発表会（1回）
・地域公共人材育成事業による講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を区役所庁
内に設置
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・地域まちづくりアドバイザーによる地域へのサポー
ト

区委託事業からCB（コミュニ
ティビジネス）・SB（ソーシャル
ビジネス）など継続事業として
つながったものはなかったが、
地域課題を解決する様々な事
業提案が集まった。
継続実施し、本市事務事業か
らCB・SBにつながる事業を発
掘・支援していく。

東
成
区

生
野
区

【3-5-2】
●行政課題の解決と地域でのヒト・モノ・カネ・情
報などの資源が循環するよう、社会的ビジネス
化が可能な事務事業を抽出し、事業の再構築を
行い、事業化する。

・区職員を対象に、社会的ビジネス化が可能な事務
事業の抽出・再構築に向けた社会的ビジネス化に
関する研修会の開催　1回

【課題】
地域社会における「大きな公
共」の考え方に基づく社会的ビ
ジネスの意義やその必要性に
ついて、職員の知識・理解の
浸透は一定図られてきている
ものの、具体的な事務事業の
抽出段階には達していないた
め、具体的に実行可能なレベ
ルまで到達する必要がある。
【改善策】
職員の理解をより高めるととも
に、当区のこれまでの実績
や、他の区、他都市の状況を
参考にしつつ具体的に実行可
能な段階をめざす。

【3-2-2】
・地域課題に対する提案型事業を公募し、協働
して地域課題の解決を図る。
・区の設定するテーマに基づく事業を募集
・協働型委託契約の締結に向けた意見交換会
の開催

0件

淀
川
区

0件

【3-3-1】
・福祉関係、環境関係、広報関係など、広く局や
区全体の業務の中や成功事例から社会的ビジ
ネス化に関して検討し、関係部署と連携しなが
ら、実現化に向けた各種検討を行う。
（2件以上について、各3回以上の検討）

・地域活動協議会の自主財源確保の手段として
資源集団回収制度を活用し、コミュニティ回収を
めざす地域活動協議会の支援を行う。

・社会的ビジネス化の検討事例（2件）
・コミュニティ回収導入（4地域）

・マッチング事例・社会的ビジ
ネス検討事例・コミュニティ回
収の導入、CB・SBについての
意義啓発は進んできた。しか
し、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地
域で循環する具体的な仕組み
の構築までは至っていない。

・区内モデル地域を設定し、中
間支援組織と連携して重点的
な個別支援を行うことで、「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」が地域で
循環する仕組みを構築する。

・市民協働による公募型提案委託事業実施：2件

【1-3-4】
自由なテーマで地域住民の目で地域課題につ
いての解決策となる提案を募集する。

社会的課題の解決につながる地域の実情に即した
提案について、区ホームページなどで募集した（2
回）。

0件

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

2件



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

【課題】
・地域の未来像を語り合う懇談
会未開催地域での懇談会開
催。
・地域で取り組むべき課題の
掘り起し。
【改善策】
・地域の未来像を語り合う懇談
会未開催地域での懇談会開
催へ向けた働きかけを行う。
・本市事務事業が地域課題の
解決につながるよう、他都市
事例なども参考にし再構築す
る

０件

城
東
区

0件

旭
区

阿
倍
野
区

住
之
江
区

0件

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

【2-1-1】
・中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う

・地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施し、
地域課題を抽出し、その課題解決にむけた方策を
検討。

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

鶴
見
区

中間支援組織と連携し、地域実情の把握や、自
主財源確保に向けた支援に取り組む。

区広報誌のポスティングや古紙集団回収など、他
区等の先進的な取組を随時情報発信。

地域においては財源の確保が
課題であるという認識はあるも
のの、実施するにあたって、地
域における人材不足等による
負担が大きく、事業実施には
至っていない。
比較的取り組みやすい他都市
の先進事例等を紹介するな
ど、引き続き、中間支援組織
による支援を続ける。

避難所開設を含む防災訓練・ワークショップ等実施
45回
・地域活動をホームページで紹介（68件）
・区民まつり：30,000人
・スポーツフェスティバル：3,000人

区青少年育成推進会議を構成する団体のつながり
強化や事業の連携にむけ、交流会や協働事業に取
り組んだ。

・広報紙の配布について、10連合すべての町会長
会議で説明した。（連合によっては複数回出席）

0件

・コミュニティ・ビジネス、ソー
シャル・ビジネスについて、区
民や地域団体の認識向上に
向けての取組みが必要であ
る。

・ＨＰ等で区民や地域団体へ
周知を行なう。
・なお、平成２８年度から広報
紙の配付を各連合町会に委託
し、社会的ビジネスとして取り
組んでいる。

・地域活動が持続的に実施されるよう、区民ま
つりやスポーツフェスティバルなど、コミュニティ
づくりに資する各種イベントや、校区の枠にとら
われない防災訓練の実施、子ども・青少年を育
むため子ども・青少年に関わる諸機関との連携
などを通じ、人と人とが出会いつながる機会をつ
くる。

・広報紙の配布を町会が行い、配布活動に伴う
地域におけるつながりの強化を図るとともに、本
市事務事業の社会的ビジネス化を進める。

広報紙の配布事業の社会的
ビジネス化を検討し、28年度
の公募を実施した。引き続き、
社会的ビジネス化が可能な事
務事業の検討を進めていく。

0件

【2-1-1】
地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・地域活動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

平
野
区

西
成
区

住
吉
区

東
住
吉
区

0件

0件

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。

・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
全22地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

0件
・既に社会的ビジネス化を行っている事務事業
を、検証のうえ継続実施

・社会的ビジネス化を行っている事務事業（あいりん
地域環境整備事業）を、検証のうえ継続して実施

0件

○CB/SB及び社会的ビジネス化の推進（地下鉄
あびこ駅周辺地域自転車適正化協働パート
ナー事業）

・自転車の適正利用促進及び効果的な放置自
転車対策の実施について、地域コミュニティの活
性化など、地域課題の解決を図る住民参加型
のコミュニティビジネスの手法により実施

・啓発指導員の配置
（自転車を放置しようとする、している利用者への指
導、自転車駐車場への案内、放置自転車の整理）

・募集要項や業務開始等の広報すみよし、ホーム
ページによる告知・報告

―

社会的ビジネスに取り組んでいるＮＰＯ関係者
等もいる区政会議委員とともに、地域社会にお
ける課題やニーズを的確に把握する方法を検
討。

・区政会議　本会議3回（6月・9月・12月）、2部会2回
（8月・9月）

地域社会における課題やニー
ズを的確に把握するために、
区政会議委員と一緒に取組む
も、区政会議そのものがまだ
まだ知られていない。
ミニ区政会議のような場を28
年度に設け、その場に委員も
主体的に参画することで、区
政会議の認知度を高めるとと
もに、区政への参画の幅を広
げることができる。

―

＜課題＞
地域社会における課題の解決
やニーズへの対応に向け、地
域資源が循環する継続的な活
動となるよう様々な支援を更に
検討が必要である。
＜改善策＞
・同取組みの拡大やその他の
取組みを検討・実施し、社会的
ビジネス化推進をさらに進め
ていく。



都
島
区

19.1%

（４）地域公共人材の充実と中間支援組織の活用

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

北
区 18.3%

地域と企業・NPO・学校などとの交流の場として
「まちづくり塾」や「異次元交流ライブ」を開催し、
つながり拡充に取り組む。また、会計事務の効
率化適正化のため、「会計おたすけ講座」を開
催し、会計の透明性確保を支援する。

（主な取り組み）
・まちづくり意見交換会の開催：西天満地域
・まちづくり塾の開催：7回
・異次元交流ライブの開催：1回
・会計おたすけ講座の開催：9回

取り組みの効果が現れるのは
短期的には難しい。中間支援
組織と連携し、会計その他の
講座開催、各種まちづくり団体
との交流など推進していく。

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

　市民活動団体をはじめ様々な活動主体が、「豊かなコミュニティづくり」、「多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）」、「地
域社会における資源の循環」を推進するに当たり、これらの活動主体と行政との間に立ち、人と人・活動と活動をつなぐ中間支
援機能の充実によって、地域人材の育成と活用をめざします。

めざす姿(将来像)　

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実
施　3回以上
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内
容（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 9地域

・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実施
3回以上
　世代間交流会 「こどもとおとなのまちづくり」（10
月）
　企業交流会「つながろっ！ザ談会」（5月、8月）
　その他、桜宮高校ボランティア活動への支援（随
時） など
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 7地域

・地域は新たな担い手の必要
性は認識しているが、一方で、
新しい取組の導入や、世代交
代の難しさもあり、結果として、
若い世代などの地域活動への
参加や定着には至っていな
い。
・ブログ・ＨＰ等を活用した情報
発信には専門的スキルが必要
と認識されている。

・新たな担い手を掘り起し、地
域活動につなげやすい、小規
模な行事を企画・実施する。
・全地域での情報発信に向
け、手軽さをアピールするな
ど、ブログ・HP等を活用した情
報発信への理解を図る支援を
行う。

【4-1-4】
・｢地域公共人材｣に関する情報を収集し、地域
の要請に応じて派遣する。

改善策
・引き続き基本的な運営や地
域活動の新たな担い手発掘支
援に努めるとともに、必要に応
じて地域公共人材等の活用を
検討する。

此
花
区

10.4%

・区や此花区まちづくりセンターにおいて把握し
ている地域公共人材となり得る人材をリストアッ
プする。
・此花区まちづくりセンターを活用し、地域団体
のリーダーを対象にファシリテーションやコー
ディネート能力の向上のための研修を実施す
る。

・区役所や此花区まちづくりセンターが把握している
地域資源のリストアップを実施（再掲）

―

福
島
区

4.5%―



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・地域事情に精通したまちづくり支援員を、地域
の要望に応じて地域の活動拠点場所に積極的
に配置する。
・地域公共人材制度などを活用しながら、地域
づくり、法人化、コミュニティビジネス等に関する
ワークショップや講習会など地域ごとに開催す
る。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・組織運営や会計報告の公開を促すとともに、
補助金の使途を区役所ホームページ等で公開
する。
・主体的に情報発信できるようフェイスブック・広
報紙等の運営を支援する。
・運営課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会情報共有
会（2回以上）を開催する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

・要望のあった地域全て（5地域）について、地域活
動拠点場所に地域まちづくり支援員を配置した。
・地域活動協議会テーマ別・地域活動協議会テーマ
別勉強会を開催した（6回）
・住民の地域活動への参加促進ため、広報紙や区
ＨＰ、区役所庁舎において地域活動を紹介した。
・補助金の実績報告を区㏋に掲載した。
・地域広報運営の支援を行った（広報実施地域：10
地域）
・地域活動協議会情報共有会を開催した（３回）

　取り組みの効果が現れるの
は短期的には難しい。継続し
た取り組みが必要である。

（課題）
地域が求めている人材とニー
ズを十分に把握する必要があ
る。
(改善策)
「地域公共人材」の制度周知
を更に進める。また、中間支援
組織が地域のイベント・会合な
どの運営面に関わり、更に実
情に即した人材とニーズの把
握に努める。

中
央
区

西
区 4.2%

5.7%

【4-2-5】
地域活動の担い手の拡大を図るため、幅広い
層の人たちに活動への参加を促すとともに、地
域の人材と地域で求められている活動の橋渡し
などに取り組む。
・中間支援組織と連携し、幅広い層の人たちの
地域活動への参画に向けた取り組みの実施
・地域活動の担い手の発掘・育成にかかる講習
会の開催　　1回
・区の地域特性を活かした地域公共人材の育成
に向けた支援
・地域において求められている活動に関する情
報やニーズを把握・収集
・人材とニーズの橋渡しを図るべく、中間支援組
織を活用しながら支援

・中間支援組織と連携し、幅広い層の人たちの地域
活動への参画に向けた取り組みの実施
・地域活動の担い手の発掘・育成にかかる講習会
の開催　　1回
・区の地域特性を活かした地域公共人材の育成に
向けた支援
・地域において求められている活動に関する情報や
ニーズを把握・収集
・人材とニーズの橋渡しを図るべく、中間支援組織
を活用しながら支援

港
区 13.3%

【1-3】
地域活動の担い手に研修や実際の活動を通じ
て豊かなコミュニティづくりのノウハウを学ぶ機
会を提供することで、地域づくりやまちづくりのた
めのコーディネートを行うことができる人材を育
成し、多様で厚みのある地域コミュニティの形成
を促進する。

・複数地域での各地域課題解決のためプロボノチー
ムと地域人材の交流を促進した。
・大阪市ボランティア活動振興基金を活用し、新た
なイベント・企画を公募することにより、地域公共人
材の発掘に取り組んだ。
・また、同基金を活用し、地域サロンの運営を行い、
幅広い地域住民の参画を促進した。
・全地域で地域主体で実施する防災学習会及び避
難所開設訓練の開催のため、各地域で事前のワー
クショップを実施し、新たな公共人材を育成した。

地域活動の担い手不足は地
域における課題となっている。
引き続きまちづくりセンターを
活用しながら、地域活動の担
い手の育成を支援していく。



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

区役所や浪速区まちづくりセンターが地域資源
を把握し、その情報をホームページなどを活用し
て、地域が得られる仕組みを構築する。 ―

・NPO法人格取得について
は、地域にとっての意義やメ
リットを明確にする段階から地
域特性に応じて進めることが
必要。

・地域公共人材の情報提供に
ついては、地域からの要求が
あれば個別対応している段階
にとどまっている。

・新たな担い手確保のための
自律的な地域運営支援補助
金の活用については、地域の
年間活動スケジュールや活用
できる地域資源等、地域特性
に応じた個別支援が必要。

・NPO法人格取得については
現在検討中の地域が2地域あ
り、継続的な支援を行う。

・地域公共人材の活用につい
ては、他都市、他区の事例を
参考に、広く情報提供できる仕
組みの構築を行う。

【課題】
ホームページや情報交換会に
おいて「地域公共人材」につい
て周知しているが、地域での
認知、関心が未だ低くいと思
われる。
【改善策】
中間支援組織を活用し、地域
のニーズを把握し、地域公共
人材の役割や大阪市地域公
共人材の地域活用を引続き周
知していく。

「地域公共人材」の意義や必
要性について具体的なイメー
ジがわきにくいため理解が進
んでいない。
実際に「地域公共人材」として
活躍している方の講演会を開
催するなど、身近でわかりや
すい実例を示していく。

天
王
寺
区

21.9%

浪
速
区

21.4%

5.7%

【3-2-1】
・新たな担い手確保およびNPO法人格取得促進
を目的とした「自律的な地域運営支援補助金」
の活用支援（18地域に対して各2回以上）

・地域活動協議会実務者や地域活動に参画し
たいと考える団塊世代等を「地域公共人材」とし
て捉え、地域で活躍できるような仕組みの構築
を行う。（地域特性に応じて随時）

・新たな担い手確保およびNPO法人格取得促進を
目的とした「自律的な地域運営支援補助金」の活用
支援（18地域に対して各2回）
・自律的補助金活用地域（9地域）
・NPO法人格取得促進補助金（0）
・地域公共人材が地域で活躍できる仕組みの構築：
未実施

23.9%

【4-2-2】
・区内の「地域公共人材」に関する情報収集
・地域活動に取り組む人を中心に「地域公共人
材」の意義・役割について周知
・「地域公共人材」育成のための研修を１回開催

【6-4-1】
・「防災」「防犯」「地域福祉」「人材育成」など、さ
まざまな地域課題の解決に寄与する担い手の
発掘に向け、実現可能性の高い企画や取組み
を広く募集し、斬新かつ優れた内容の企画・取
組みの事業化を支援する。
　　企画・取組の事業化　2事業
・区ホームページに、地域公共人材に関する情
報や検索するサイトを掲載するとともに、中間支
援組織を活用し、地域活動協議会に対して地域
公共人材の役割等を紹介する。　随時

・担い手の発掘に向け斬新かつ優れた内容の企
画・取組みの事業化を支援：2事業

・区ホームページに、地域公共人材に関する情報や
検索するサイトを掲載、地域活動協議会に対して地
域公共人材の役割等を紹介

地域公共人材を育成するための方法の一つとして
会計処理やフェイスブック講座等の研修を実施。

・区役所ホームページ、浪速区まちづくりセンター
ホームページに、地域の活動主体や日時・場所を
掲載。
･まちづくり情報誌「なにわ区ラブ」を発行し、同様の
内容を掲載。

西
淀
川
区

淀
川
区

大
正
区

18.3%

【7-2-1】
区役所と、区民で構成する「わがまちビジョン部
会」が中心となり、区民協働による魅力活性化
事業を推進し、「いちばん住んでみたい・住んで
よかったまち大正区」の実現に向けた取組みと
して、区の特色を活かした文化事業や小学生や
高齢者まで多様な世代の参画ができる自主事
業を企画し、区民協働の拡充を図っていく。

○次の自主企画事業の実施
・「子どもによる樹木札設置」（7月）
・「文楽講座（体験・公演）」（1月）
・「10年後の私への手紙」（2月）
・「40年後の同窓会」（3月）

成果指標を大きく下回っている
状況である。
地域活動の担い手の高齢化と
ともに固定化ということも原因
であると考えられるため、区役
所が取り組む様々な事業を通
じて、幅広く参画を促していく。



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域防災力の向上（地域防災リーダー研修の実
施）
　・新任研修１回、実技研修各連合１回、座学研
修１回

子ども・青少年に関わる諸機関と連携し、社会
総がかりで子ども・青少年を育む

・地域の様々な世代の区民が「まなび」を通じて
つながり、その成果を地域における活動に活か
すことにより地域コミュニティを活性化させる。

地域防災力の向上（地域防災リーダー研修の実
施）
　毎年開催

区青少年育成推進会議を構成する団体のつながり
強化や事業の連携にむけ、交流会や協働事業に取
り組んだ。

生涯学習関連機関・区民ボランティア等との共催事
業4回　親子のふれあいイベント・小学生対象3回（8
月）・未就学児対象1回（11月）、生涯学習フェスティ
バル（3月）

18.9%

・地域人材の育成と活用のた
め、まずは担い手不足の解消
が必要である

・地域活動の様子を広報紙や
ＨＰで発信し、担い手の発掘に
努める。

・

【3-2-1】
・東成区の地域資源を活用して、区民や各種団
体等のネットワークづくりを推進し、地域の活性
化に繋げる。
・「ひがしなり街道玉手箱」企画チーム会議の開
催（月3～4回）
・「ひがしなり街道玉手箱」参加団体交流会の開
催（2回）

順調に進捗しているため、地
域人材の参加を促進するとと
もに、広報紙等による情報発
信に努めるなど継続して取り
組む。

【1-2-1】
地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の充
実のため、子育て世代を中心とした若い世代を
対象に地域のまちづくりに向けた活動の必要性
や重要性を啓発する講座を開催する。　市が実
施した地域活動の担い手養成講座を受講する
など地域活動に関心がありながら、実際には地
域活動に関わりが薄かった人を発掘し、地域活
動に参画するよう啓発の研修を実施するととも
に、意見交換などができる交流の場を持てるよ
う進める。ワークショップを中心に、30回以上開
催する。

・広報勉強会（17地域・各1回）、広報事例発表会１
回
・地域公共人材育成事業による講座やワークショッ
プ等22回　計40回
※H27実績：ファシリテーション講座・話し方講座・ま
ちづくり講座・まちの居場所づくり講座・対話の場の
つくり方講座・広報誌の作り方講座・まちづくり統計
講座・人間関係トレーニング・講演会・Ｗｅ　Ｌｏｖｅ東
淀川

地域活動に参加しやすい環境
づくりについては区民に実感さ
れているとは言えない。今まで
参加していない層が地域活動
を始めやすい土壌づくりや発
信方法を再考する必要があ
る。
まちづくりに関心のある区民の
交流会を開催し、地域活動協
議会で活動している区民と、関
心はあるが参加できていない
区民の交流を図り、新しい担
い手の育成・発掘を行う。セミ
ナーやワークショップの参加に
とどまらず、実行に移すことの
出来るスタートアップ支援を行
う。

生
野
区

旭
区

7.1%

【3-3-1】
●地域団体やNPO、企業など地域のまちづくり
に関するさまざまな活動主体の情報を発信する
とともに、地域活動協議会に参画している団体
だけでなく、さまざまな地域活動団体における担
い手育成のために、地域の課題に取り組む担い
手を育成する講座等をファシリテーション能力、
コーディネート力を有する人材及び中間支援組
織と連携し、引き続き開催する。
　・担い手講座の開催　２回
●ファシリテーション能力、コーディネート力を有
する人材を派遣し、地域活動協議会の自主的な
活動を促進する。
　・ファシリテーション能力、コーディネート力を有
する人材の派遣実績　　１０地域

・担い手講座の開催
　　　　　２回　９６名
・派遣実績　　延べ７地域

【課題】
地域活動に参加していない者
が担い手講座への参加に至っ
ていない。
【改善策】
地域活動の必要性をより多く
の住民に伝え、参画を促進す
るために行政による取り組み
だけでなく、地域が主体となっ
て行う取り組みを支援し、行政
と地域がともに行う周知活動
を強化する。

東
淀
川
区

15.7%

東
成
区

・「ひがしなり街道玉手箱」運営事務局会議の開催：
32回
・「ひがしなり街道玉手箱」実行委員会（参加団体交
流会）の開催：5回 11.1%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【課題】
紙媒体による広報について
は、残り５地域では作成に至っ
ていないが、地域によっては
作成に向けた検討を行ってい
る地域と、そうでない地域とに
温度差が生じている。
【改善策】
引き続き、情報発信の重要
性、特に紙媒体による広報の
有効性等を周知するとともに、
既存の広報媒体等との連携等
を模索するなど、体制の構築
を図る。

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

【課題】
若い担い手を発掘し、地域コ
ミュニティの活性化につながる
スタッフ（あべ若丸）の育成を
行いました。
「あべ若丸」の企画・運営によ
る事業の開催や地域団体・企
業等との交流やイベントへの
参加など地域団体・企業との
交流を進めてきました。
さらに自主・自立的に企画・運
営に向けた活動が必要です。
【改善策】
自主・自律的な活動が行える
よう側面的支援を行ってまいり
ます。

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

【3-4-3】
超高層ビルのオープンに合わせて、地域・企業
との連携を図り、阿倍野区のＰＲをテーマにした
企画を行うことをきっかけに若い担い手を発掘
し、地域コミュニティの活性化につながるスタッフ
（あべ若丸）の育成を行います。
・「あべ若丸」の企画・運営による「あべの今昔祭
り」の開催
・地域団体・企業等との交流やイベントへの参加
（10回以上）

「あべ若丸」の企画・運営によるイベントの実施：3回
地域団体・企業等との交流やイベントへの参加　：
20回

城
東
区

鶴
見
区

7.0%

【2-1-1】
地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・地域活動事例などの情報発信　随時
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

地域活動の担い手不足や高
齢化は、地域における大きな
課題である。引き続き中間支
援組織を活用しながら地域に
おける様々な取組みを支援し
ていく。

10.0%

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやHPの運営支援の継続及びその他広報
媒体の作成支援
・区広報紙等を通じた活動紹介の継続（年２回
発行

・SNS（ツイッター、ブログ、フェイスブック等）/１６地
域
・HP/２地域
・紙媒体による広報/１１地域

阿
倍
野
区

11.1%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

地域の課題解決に向けての新
たな取組活動を、さらに発展さ
せていく必要があるため、引き
続き取組を推進していく。

8.8%

参画にむけた支援として、交
流会を開催するなど、機会の
提供は可能であるが、地域活
動協議会の組織運営に関する
事項は、区としての支援には
限界がある。
地域活動協議会への参画が
なくとも、連携・協働事業を実
施することで、他の活動主体と
の連携促進を図ることができ
るため、今後は、組織運営へ
の取組支援ではなく、連携・協
働事業の実施に向けた支援を
行う。

【2-1-2】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回程
度）を開催し、企業・ＮＰＯ・学校等の活動主体が
地域活動協議会へ参画する取組を支援する。

3.9%

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
全22地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

ファシリテーション能力やコーディネート力などを
もった人材が豊富な区政会議委員が主役となっ
た会議運営。

・区政会議　本会議3回（6月・9月・12月）、2部会2回
（8月・9月）

12.5%

【6-1-2】
○様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。○地域編集塾の
参加者から、担い手となりうる人材と地域ニーズ
とのマッチングを促進する。○地域活動協議会
の自主財源の確保に向けた情報提供を行う。○
開かれた組織運営や会計等の透明性確保の支
援を行う。　・地域活動協議会の運営支援（地域
編集塾の開催含む）：全12地域　・説明会の開
催（2回）

平
野
区

住
吉
区

住
之
江
区

各地活協が開催する運営委員会や事業へ随時出
席地域編集塾の開催（全体会・苅田南）補助金会計
説明会の開催（3回）CB／SBによる地域課題の解
決
・自主財源獲得のための支援Twitterを用いたイベ
ント・事業の情報発信や地域活動協議会のポスター
の作成等の広報活動の支援

・今後も、認知度を高めるた
め、紙媒体とともに区役所の
HPや中間支援組織のTwitter
などを利用し、若い世代を中
心にこれまで地域活動に無関
心な住民への周知に重点をお
いていく。また各地活協にもで
きるだけ多くの地域住民が参
加できるような事業の実施を
促していく。

企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を実施（3回）

【2-1-1】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う。

地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施。

各地域活動協議会の活動紹
介は進めているが、担ってい
る方・活躍されている方の紹
介などの「人」を広く知ってもら
う状況となっていない。活動紹
介と合わせて「人」の紹介も盛
り込んでいく。

ファシリテーション能力やコー
ディネート力などをもった人材
が豊富な区政会議委員の認
知度がまだまだ高くない。
ミニ区政会議のような場を28
年度に設け、その場に委員も
主体的に参画することで、区
政会議の認知度を高めるとと
もに、区政への参画の幅を広
げることができる。

東
住
吉
区

5.6%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

・地域において、ファシリテー
ションやコーディネート能力の
必要性がまだ十分に浸透して
いない。各団体の意見を集約
し、合意形成に至るまでのプロ
セスを踏まえて、研修を強化す
る必要がある

西
成
区

23.9%

・地域公共人材バンクのリストを各地域活動協
議会へ情報提供を行い、地域で必要とする人材
があれば活用を促す

・区内1地域において、新規事業の立ち上げに際し
てファシリテーターがいなかったため活用を検討



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（４）地域公共人材の充実と中間支援組織の活用
めざす姿(将来像)　
　市民活動団体をはじめ様々な活動主体が、「豊かなコミュニティづくり」、「多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）」、「地
域社会における資源の循環」を推進するに当たり、これらの活動主体と行政との間に立ち、人と人・活動と活動をつなぐ中間支
援機能の充実によって、地域人材の育成と活用をめざします。

此
花
区

92.9%

・此花区まちづくりセンターに対し、中間支援組
織としての機能を発揮するよう指導する。
・その他の中間支援組織との連携強化に向けた
検討を行う。

・此花区まちづくりセンターに対しての指導の有無：
有
（指導、情報交換を実施）

―

都
島
区

福
島
区

80.0%

【4-1-6】
区として中間支援組織を活用し、地域活動協議
会の自律的な運営支援などに取り組む。要請に
応じて、地域活動協議会にファシリテーションを
行う人材の派遣を行い、地域団体の自主的な活
動を促進する。

・中間支援組織が各地域へ伺って、会計説明会や
初心者に基本操作を習得してもらうパソコン教室を
開催するなど、地域が自律的に運営できるように
様々な支援を実施した。

・さらに効果的な支援内容を検
討・実施する。

79.6%

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。
・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実
施　3回以上
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内
容（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 9地域

・新たな担い手発掘につながる行事の企画・実施
3回以上
　世代間交流会 「こどもとおとなのまちづくり」（10
月）
　企業交流会「つながろっ！ザ談会」 （5月、8月）
　その他、桜宮高校ボランティア活動への支援（随
時） など
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信 ： 7地域

・地域は新たな担い手の必要
性は認識しているが、一方で、
新しい取組の導入や、世代交
代の難しさもあり、結果として、
若い世代などの地域活動への
参加や定着には至っていな
い。
・ブログ・ＨＰ等を活用した情報
発信には専門的スキルが必要
と認識されている。

・新たな担い手を掘り起し、地
域活動につなげやすい、小規
模な行事を企画・実施する。
・全地域での情報発信に向
け、手軽さをアピールするな
ど、ブログ・HP等を活用した情
報発信への理解を図る支援を
行う。

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

北
区 83.0%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会を年10回開催すること
により、地域活動の活性化につなげる。

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回

・さらに成果指標の数値を上
げるよう取り組みを継続してい
く。



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

港
区

西
区

大
正
区

88.1%

63.4%

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・地域事情に精通したまちづくり支援員を、地域
の要望に応じて地域の活動拠点場所に積極的
に配置する。
・地域公共人材制度などを活用しながら、地域
づくり、法人化、コミュニティビジネス等に関する
ワークショップや講習会など地域ごとに開催す
る。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・組織運営や会計報告の公開を促すとともに、
補助金の使途を区役所ホームページ等で公開
する。
・主体的に情報発信できるようフェイスブック・広
報紙等の運営を支援する。
・運営課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会情報共有
会（2回以上）を開催する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

・要望のあった地域全て（5地域）について、地域活
動拠点場所に地域まちづくり支援員を配置した。
・地域活動協議会テーマ別勉強会を開催した（6回）
・住民の地域活動への参加促進ため、広報紙や区
ＨＰ、区役所庁舎において地域活動を紹介した。
・補助金の実績報告を区㏋に掲載した。
・地域広報運営の支援を行った（広報実施地域：10
地域）
・地域活動協議会情報共有会を開催した（３回）

―

【7-1-1】
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティ作りが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。

・地域担当職員による活動支援507回・中間支援組
織によるラウンドテーブルの開催（10回）・地域担当
職員による各地域での情報収集等（毎月）

成果指標指標を大きく上回っ
ており、中間支援組織の支援
が地域に順調に浸透している
と考えられる。
そのため、今後も引き続き、中
間支援組織が、それぞれの地
域ニーズに対応していけるよう
努める。

93.2%

【1-2-2】
まちづくりセンターの助言や指導、コーディネート
等を通じて、幅広い住民参画の促進や新たな担
い手の育成と拡大、団体間の連携･協働を図る
ことで、地域活動協議会の活動内容を充実させ
るとともに、会計の透明性の確保等、開かれた
組織運営や法人化に向けた取り組みを促す。
まちづくりセンターが行う助言や指導、コーディ
ネート等の回数：2回/地域

運営支援
　・広報に係わる支援　全11地域
　・会計処理に係る支援　全11地域
　・助成金申請に係る支援　2地域

成果指標を上回る結果となっ
たが、地域活動協議会の会計
の透明性の確保など民主的で
開かれた組織運営や地域活
動協議会の法人格の取得など
社会的信用を高めるための取
組を、引き続きまちづくりセン
ター等を活用して支援する。

中
央
区

94.7%

【4-2-1】
地域活動協議会を核として自律的に地域運営
が行えるよう、中間支援組織と連携して支援を
行う。
・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進
的な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　　1回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの
支援

・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進的
な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　　２回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの支援 ―



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

浪
速
区

地域活動協議会の具体的活動の支援：8地域
地域活動協議会の再開に向けた支援：1地域

【課題】
地域活動協議会の自律度は、
地域により異なる。又、休止中
の地域活動協議会がある。
【改善策】
自律に向け、各地域の弱い部
分の底上げを図る支援を行
う。
休止中の地域活動協議会の
再開に向け話し合いの場の設
定や相談支援を行なう。

62.8%

天
王
寺
区

92.3%

【6-4-2】
中間支援組織が、各地域活動協議会の状況を
把握し、また要望等をふまえ、具体的活動を支
援する。　地域活動協議会の具体的活動の支
援　　9地域

西
淀
川
区

【4-1-3】
○中間支援組織と連携して行う地域団体等への
支援の内容を整理し、地域団体等へ説明
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援○
他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と連
携し、地域役員を対象とした学習会を１回以上
開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会１回を行うことで透
明性のある会計処理ができるよう支援
○新しい人材の地域活動協議会へ参画を促す
には、各地域での活動の内容が幅広く広報され
る必要がある。地域ではＩＴ環境の未整備のとこ
ろが多いが、中間組織を活用し、魅力あるホー
ムページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービスによる情報発信を各地域でを行
えるよう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

・自主財源の意義と実例についてCBセミナーを実
施した。
・予算、決算についての説明会を2回実施した。
・フェイスブックを開設できるよう未開設地域につい
て支援を行った

中間支援組織の支援により、
透明性のある会計処理等進ん
できているが、まだまだ中間支
援組織の支援を必要とする地
域が多い。
中間支援組織の支援が無くて
も、会計処理の透明化や自主
財源の確保が可能となるよう
人材開発や新たな人材の発
掘を行っていく。

91.4%

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）

・会計事務説明会等の実施。（年16回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。

・「なにわ区ラボ」の開催（5回）、「なにわ区ラブ」の
発行（3回）
・地活協パンフレット発行（1回）
・「地域だより」の発行支援。（34回）

―



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

東
成
区

東
淀
川
区

97.9%

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

【3-1-1】
・中間支援組織と連携し、地域団体や企業・
NPO・学校等様々な活動主体の交流を促進す
る。
（交流会の開催：年4回以上）

・地域団体が民主的で開かれた組織運営と会計
の透明性を確保し、その活動を広報することで、
地域団体の活動への理解や参画が得られ、活
発な活動が展開できるよう、中間支援組織を活
用し支援する。
（会計講座･広報講座等の専門講座の開催：年6
回以上、個別相談：随時、区役所内にて地域活
動情報コーナーの設置）

・区広報誌および中間支援組織広報紙による地域
情報の発信：合計22回
・地域団体や企業・NPO・学校等様々な活動主体の
交流会（年2回）、中間支援組織広報紙による企業・
NPO・学校等の活動紹介（17回）
・中間支援組織と連携した、地域広報紙・FB個別支
援（3地域）、会計出前講座等個別支援（6地域）、区
役所地域活動情報コーナーの運用（18地域）

・中間支援組織・地域担当者と
の連携が十分でなく、地域特
性に応じた個別支援に地域差
が生じている。

・中間支援組織と地域担当者
との個別ヒアリングを年3回
（年度当初・中間期・期末）実
施、および月報に基く毎月の
進捗管理を実施することによ
り、18地域の特性に応じた個
別支援計画の立案・実施・振
返りを行う。

60.6%
淀
川
区

各地域の実情に応じたきめ細
かい活動支援と情報発信が必
要。
各地域に対し、まちづくり活動
の経験があり高度な専門的な
知識を有する地域づくりアドバ
イザー（嘱託職員）によるきめ
細かい相談支援を行い、必要
に応じた研修・講演などを行っ
ていく。

92.6%

【3-1-2】
・中間支援組織を活用しながら、会計に関する
支援や意見交換会等を実施し、地域の特性や
実情に応じた支援を行う。　中間支援組織が主
催する意見交換会等：6回以上

・中間支援組織が主催する意見交換会の回数：4
回・中間支援組織と区役所が連携した意見交換会
の回数：2回

【1-1-1】
地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うと共に、組織運
営、会計、情報公開の重要性の認識向上や活
動支援のため各種研修会を実施する。
　組織運営に係る研修会、会計に係る研修会、
情報公開に関する研修会などの研修会を「1-2-
1地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の
充実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。
　地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。　地域活動協議会などに対
して支援が行えるよう、地域のニーズを確認す
るとともに、ＣＢ・ＳＢの助言・指導、ＮＰＯ等法人
化に向けた申請手続の助言など地域のサポー
トを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17地域）・広報
事例発表会（1回）
・地域公共人材育成事業による講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を
区役所庁内に設置
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信・地域まち
づくりアドバイザーによる地域へのサポート

【1-1-2】
地域活動協議会を始め各種地域団体の活性化
にむけて、他地域の先進事例を紹介するなど各
地域に対して情報発信をする。　また各種団体
に今まで地域活動への関わりが薄かった人が
参加するためには開かれた組織運営と会計の
透明性が必要であることを認識し、実践してもら
うために研修会を実施する。　研修会は「1-2-1
地域活動の担い手の拡大と地域公共人材の充
実」などを含めて経営課題１に関係するものを
30回以上実施する。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）・会計勉強会（17地域）・広報勉強会（17
地域）
・広報事例発表会（1回）・地域公共人材育成事業に
よる講座やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等（22回）　計69回
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域活動協議会のチラシ等の配架棚を区役所庁
内に設置



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

旭
区 52.8% ―

70.9%

【3-4-2】
●大きな公共を担う活力ある地域社会づくりに
向けた地域の様々な取組の支援にあたって、中
間支援組織と連携し、各地域の実情に応じた支
援策を講じる。
　・「地域の将来像の共有」「地域公共人材の活
用」など地域活動協議会の自律運営に向けた活
動を促進する取組みを実施した地域　１９地域

地域活動協議会の自律運営に向けた活動を促進
する取組みを実施した
地域　１９地域

【課題】
地域活動協議会の役員変更
などにより、地域活動協議会
の目的や中間支援組織の支
援内容が十分に理解されてい
ない地域がある。
【改善策】
地域活動協議会の目的や中
間支援組織の支援内容につ
いてブロック会議などで説明す
る。

阿
倍
野
区

城
東
区

鶴
見
区

―

生
野
区

【課題】
広報サポート等を中間支援組
織を活用して実施しました。し
かしながら地域活動をしらない
地域住民が多く存在していま
す。
【改善策】
今後は、地域活動に関心があ
りながら関わりの薄かった人
たちに情報発信できるよう、さ
らに広報活動のサポートを行
います。

85.2%

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援、並び
に地域の特性や実情に応じた活動の担い手の
拡大など地域コミュニティの活性化につながる
支援を実施
・広報サポート・会計サポート（１０地域）

27年度：地域活動フォーラム(1回）、広報ワーク
ショップ（全体会3回）、会計勉強会（全体会2回）実
施

92.3%

【2-1-1】
　各地域に担当職員を複数名配置し、自律した
地域運営に向けた支援を中間支援組織と連携
し行う。
　地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
　地域活動のＣＢ/ＳＢ化など地域の自主財源確
保に向けた支援を行う。
　・会計の透明性に向けた勉強会 12地域
　・地域活動団体に交付した公金の使途を区Ｈ
Ｐで公表　12地域
　・地域活動や地域の魅力、法人格取得後の活
動事例などの情報発信　随時
　・地域向けの広報事業勉強会　10回
　・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　1地域

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区ＨＰで公
表　12地域
・地域活動事例などの情報発信　随時
・地域向けの広報事業勉強会　10回
・ＣＢやＳＢ起業に関する支援　2地域

87.9%

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやHPの運営支援の継続及びその他広報
媒体の作成支援
・区広報紙等を通じた活動紹介の継続（年２回
発行）

・SNS（ツイッター、ブログ、フェイスブック等）/１６地
域・HP/２地域・紙媒体による広報/１１地域

【課題】
紙媒体による広報について
は、残り５地域では作成に至っ
ていないが、地域によっては
作成に向けた検討を行ってい
る地域と、そうでない地域とに
温度差が生じている。
【改善策】
引き続き、情報発信の重要
性、特に紙媒体による広報の
有効性等を周知するとともに、
既存の広報媒体等との連携等
を模索するなど、体制の構築
を図る。

まちづくりセンターの助言や指導により、地域活
動協議会の活動内容を充実させるとともに、会
計の透明性の確保等、開かれた組織運営や法
人化に向けた取り組みを促す。

・相談件数394件
・ホームページ等掲載10校下
会計処理及びホームページ構築等についての研修
会等を開催（計15回）、情報公開に係る27年度実績
10協議会



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【2-1-3】
○中間支援組織と連携して、地域活動協議会実
務者交流会（2回程度）、会計担当者研修会（2
回程度）、広報担当者研修会（2回程度）を開催
し、若い世代やマンション住民などこれまで地域
活動への関わりが薄かった方々が、地域活動
協議会の活動に理解を示し参画するよう、より
一層民主的で開かれた組織運営と会計の透明
性の確保に向けた取組を進める。

実務者交流会　1回（6月）
会計担当者研修会　2回（4･12月）
広報担当者研修会　1回（12月）

―

住
之
江
区

91.3%

【2-1-1】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、地域の未来像を語り合う懇談会（新規
3地域）を開催し、地域で取り組むべき課題を抽
出し、自立した地域運営に向けたコミュニティ・ビ
ジネス化、ソーシャルビジネス化をはじめとした
自主財源確保に向けた取組への支援を行う。

地域の未来像を語り合う懇談会を2地域で実施。
自主財源確保に向けた支援を3地域で実施。

―

【2-1-2】
○中間支援組織と連携し、地域公共人材を活用
しながら、企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会（3回程
度）を開催し、企業・ＮＰＯ・学校等の活動主体が
地域活動協議会へ参画する取組を支援する。

企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を実施（3回）

―

住
吉
区

東
住
吉
区

45.5%

【4-1-1】
・地域のまちづくりについて専門的知識のある事
業者（中間支援組織）による、地域の実情や要
望に合わせた研修の実施や地域の担い手の知
識・技術の習得・向上の促進、他地域との情報
交換の場の設定等、自律した地域活動の運営
に向けた地域活動協議会への支援（研修等３回
以上・７～11月）。

・中間支援事業者による研修（9月）、意見交換会（9
月・1月）、訪問支援　（随時）

中間支援事業者による訪問支
援等について、地域ごとの課
題に応じたきめ細やかな支援
が求められている。
次年度の中間支援事業者の
業務委託内容を変更し、全地
域へきめ細やかな訪問支援が
できるように調整するととも
に、訪問支援により広報など
の情報発信力を強化し、地域
団体、住民の理解を深めてい
く。

71.9%

【6-1-2】
○様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。
○地域編集塾の参加者から、担い手となりうる
人材と地域ニーズとのマッチングを促進する。
○地域活動協議会の自主財源の確保に向けた
情報提供を行う。
○開かれた組織運営や会計等の透明性確保の
支援を行う。
   ・地域活動協議会の運営支援（地域編集塾の
開催含む）：全12地域
 　・説明会の開催（2回）

各地活協が開催する運営委員会や事業へ随時出
席地域編集塾の開催（全体会・苅田南）補助金会計
説明会の開催（3回）CB／SBによる地域課題の解
決
・自主財源獲得のための支援Twitterを用いたイベ
ント・事業の情報発信や地域活動協議会のポスター
の作成等の広報活動の支援

・今後も、認知度を高めるた
め、紙媒体とともに区役所の
HPや中間支援組織のTwitter
などを利用し、若い世代を中
心にこれまで地域活動に無関
心な住民への周知に重点をお
いていく。また各地活協にもで
きるだけ多くの地域住民が参
加できるような事業の実施を
促していく。



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

西
成
区

69.0%

【4-1-1】
地域一丸となって様々な事業や行事等に取り組
めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな人
材確保と地域力の維持・向上をめざす。・地域活
動協議会補助事業　16地区・中間支援組織へ
の支援業務委託

　地域一丸となって様々な事業や行事等に取組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　16地区
・中間支援組織への支援業務委託

　
　業績目標の達成状況にある
評価結果により、一定、取組
みの成果は出ているが、地域
活動の担い手いの確保や、コ
ミュニティビジネスを含め自主
財源の確保といった難度の高
い分野の取組みについては、
あまり進展が見受けられな
い。地域活動協議会の組織運
営や補助金の会計処理にか
かる支援については継続しつ
つ、地域活動の担い手の確
保、コミュニティビジネスを含め
自主財源の確保についても広
報活動等を通じて取組みを進
めていく。

79.6%

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
PRを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員が地域活動の取材を行い、
区ホームページや区内広報板等を活用して広
報するとともに、地域活動協議会自らの広報活
動に対しても中間支援組織とともに支援する。
　全22地域

・「広報ひらの」（毎月・特集）で、成功事例を含めた
地域活動協議会の活動の紹介
・ホームページで、地域イベント等の情報発信　全
22地域

一定、取組の成果は出ている
が、自律運営に向けては、中
間支援組織による継続した支
援が必要である。

平
野
区



①29.0%
②26.7%
③31.9%

都
島
区

・任期最後の会議で、各委員
からふりかえりとして会議運営
へのご意見・評価を頂いた。
テーマを絞った、集中的な議
論が必要との意見も頂いた。
・委員から頂いたご意見なども
踏まえ、より掘り下げた議論が
出来るよう、10月から新たに福
祉と教育の専門部会を設置し
た。

成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

　各区において、多様な区民の意見やニーズを適切にとらえ、それらを踏まえた説明責任が果たされるよう区政に関する情報
が区民全体に着実に届けられるとともに、施策や事務事業の企画･計画の段階から評価の段階に至る全てのプロセスにおいて
区民の参画を得ながら、区の特性や地域実情に即した区政が運営される区民主体の自治の実現をめざします。

めざす姿(将来像)　
（１）区における住民主体の自治の実現

区名

北
区

①26.7%
②27.1%
③28.8%

【4-1-1】
・区政会議等で寄せられた意見・ニーズの把握
と、区民から受けた区政に対する提案等につい
て、所管局と連携を図りながら区政に反映させ
る。

業績目標を達成した。
・区政会議4回開催（5月、8月、10月、1月）
・区民アンケート実施（11月、1,500人中553人から回
答）　回収率36.9％

・区民等からの意見、要望を
聴く「市民の声」、「区政会
議」、また、区の情報発信機能
である「広報紙」、「ホームペー
ジ」、「SNS」など、仕組みは一
定整っているが、現状、区民ア
ンケートで高評価が得られて
いない。
・取り組みが直ちにアウトカム
に結びついていないが、方向
性として間違っていないと考え
ている。今後もこれらの仕組み
を活用した取り組みを継続して
いく必要がある。

【4-1-2】
・区民生活にかかわる行政施策やサービス、地
域のイベント・講座等記事の充実のため、広報
紙の増ページを年4回実施、また記事中に区HP
アドレスを必要に応じて掲載
・イベント等について、ＨＰ，ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）を効果的に活用し、幅広くタイム
リーな情報を発信する。

・広報紙増ページについては、当初実施計画年4回
に加え、マイナンバー制度を丁寧に説明するため緊
急に1月号を増ページとし、年5回実施した。
・当区が広く周知したいイベント等については、ＨＰ
で認知されやすくなるようトップページの大きなバ
ナーを活用し、1年で52種類を掲載しリンクさせるこ
とによって該当ページに誘導した。

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

・広報紙、HP等で、区の主要な施策を紹介す
る。
・広報紙で、区内の団体、施設、イベント等に関
わる記事を掲載、情報発信を行う。

・広報紙、HP等で、防災・福祉・子育て関連等、区の
主要施策を紹介するとともに、区内の地域活動協
議会の活動内容、イベント等に関わる記事を掲載
し、情報発信を行った。

【4-1-1】
区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。
・全体会議　3回程度
・専門部会　適宜

・全体会議　3回（6月・10月・3月）
・専門部会　4回（12月・3月×2部会）



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

都
島
区

①29.0%
②26.7%
③31.9%

・若い世代など幅広い区民と
の双方向コミュニケーションを
図るためには、広報誌、ホー
ムページ･SNS等を効果的に
組み合わせるメディアミックス
をさらに進める必要がある。
・区民アンケートでは、広報誌
を「見ないのでわからない」が
30％、ホームページを「見ない
のでわからない」が61％あっ
た。

・ターゲットに応じた媒体を活
用するなど、効果的な広報を
実施する。
・新聞購読者数の減に対応し
て、28年度から広報誌を新聞
折込から全戸配付に変更す
る。

【課題】漸減していっているア
ンケート回答率の維持・向上
【改善策】アンケート依頼時
に、アンケートの活用事例を紹
介し、アンケートの有用性を伝
える。

【課題】認知度の低さ
【改善策】広報紙やＳＮＳ（ツ
イッター・フェイスブック）による
発信を強化し、認知度の向上
を図る。

【5-1-3】
区民が、区政における様々な課題について意見
を述べたり、区政に関する評価を行う「区政会
議」を開催し、委員の意見を事業に反映する。な
お、必要に応じて部会（分科会）を開催し、テー
マごとの検討も行う。
・区政会議の開催回数：全体会議　4回、 部会2
回×2部会

全体会議　3回
【課題】より活発な議論ができ
る会議にする。
【改善策】】議事内容につい
て、十分に事前周知する。

【5-3-1】
区長が、区の広報紙や区のホームページを利
用し、区独自の取組や成果について、区民に対
する自らのメッセージとして継続的に発信する。
・広報紙及びホームページでの区長メッセージ
の掲載：各、月1回以上
・広報紙を全面カラーにし、より見やすい紙面づ
くりを行う。

区長メッセージの掲載　　広報紙12回（月1回）、
ホームページ：23回

【課題】ホームページ上の区長
の部屋のアクセス数が減少し
ている。
【改善策】区長出席イベント関
連の投稿が増えるよう、各担
当に積極的なコンテンツ作成
を依頼する。

【4-1-2】
タイムリーにわかりやすく情報発信を行うととも
に、SNSを活用し、若い世代など幅広い区民との
双方向コミュニケーションを図る。
・広報誌毎月発行（24ページ建て）
・情報発信企画委員会　月1回

・広報誌毎月発行（24ページ建て）
・情報発信企画委員会　1回

【5-1-1】
区民モニターを対象に、区政に関する意見や地
域ニーズを把握するため、アンケート調査を実
施するとともに結果を事業に反映させる。
・区民モニターアンケート調査：4回実施
・区政運営の進捗管理（いわゆる格付け調査）
にかかるアンケート：1回実施

２７年度(モニター登録者アンケート)：３回、回答率
平均８４．０％（格付け調査アンケート（市民局実
施））：１回

【5-1-2】
　「区長に届け　みんなの声、そして小さな声」と
して、区役所各フロア・区民センター等区内5施
設内の計10か所にご意見箱を設置するほか、
区内各駅も含め11施設内計20か所に配架して、
局所管事業も含めた区政に対する区民の意見
を広く聴取し、意見やニーズを事業に反映させ
る。さらに、ご意見に対する回答を区ホームペー
ジや庁内の掲示板に随時掲出する。

ご意見箱設置フロアの見直しがあったが、その他は
計画通り

福
島
区

①37.2%
②30.2%
③36.6%



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①27.4%
②28.7%
③31.5%

【5-1-2】
多様な区民ニーズを的確に把握するとともに、イ
ンターフェイス機能を発揮することにより、所管
局における適切な対応を推進する。また、区民
ニーズ等に関わる効果的な情報発信や総合窓
口として相談者等に適切な情報を提供し、必要
に応じて状況のフィードバックを行う。
・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によ
るアイデアの受付（随時）
  アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によるア
イデアの受付（随時）
　アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

【5-1-1】
地域実情に応じた施策・事業を、多様な区民と
の対話により推進するとともに、区民からの評価
に基づきＰＤCAサイクルを着実に実施する。ま
た、区政会議に関わる効果的な情報発信や区
間における情報共有を促進する。
・区政会議の開催　3回以上
・議事録や資料等の速やかで効果的な情報発
信　3回以上

・区政会議の開催　２回
・区政会議開催後、配布資料及び議事録をホーム
ページ等で情報発信２回

中
央
区

此
花
区

①31.3%
②25.7%
③32.4%

・区の広報紙やホームページに、「区民意見」や
「区の特性、地域事情」の施策事業への反映状
況をわかりやすく掲載する。

・庁舎内に運営方針の掲示コーナーを設置
・広報紙での広聴手段の周知や此花区ＨＰトップ
ページの広聴関連のバナーの新設
・区民モニターアンケートの実施（12月）と、広報紙
における調査結果の発信
・ipadを導入し、各課においてツイッターで事業等の
情報を発信や事業への意見を聴取
・広報紙の紙面構成の工夫や区民の関心の高い防
災記事等の掲載
（広報紙年１2回発行　うち4回増ページ）

【課題】
・アンケートで広報紙を「よく読
む」と回答された方の減少
・ホームページアクセス数の伸
び悩み
【改善策】
・広報紙については、若年層
にも手に取っていただきやす
いように明るめのデザインに
変更する。
・ツイッター、フェイスブックで
の発信と、それらからのホーム
ページへの誘導を強化する。

―

【5-3-2】
・区民が入手したいと思う情報のニーズ把握に
努め、そのうえで、区民が毎月楽しみにするよう
な広報紙を作成することにより、より多くの区民
に区政情報が行き渡るようにする。（広報紙 毎
月1日発行）　また、区民が見たくなる区ホーム
ページにするため、随時ツイッターからホーム
ページへ誘導する等、情報発信機能をより強化
する。
・若い世代、現役世代、団塊の世代、マンション
住民、地域の企業等、あらゆる世代などあらゆ
るターゲットに対して、それに対応した広報媒体
を活用して効果的に区政情報を発信する。

広報紙、ホームページ、ツイッター、フェイスブック(
いいね数：69)での情報発信

福
島
区

①37.2%
②30.2%
③36.6%

（課題）
「市民の声」に加えて、区独自
で実施している「ゆめまるくん
のアイデアＢＯＸ（ボックス）」に
対する認知度が低い。
（改善策）
「ゆめまるくんのアイデアＢＯＸ
（ボックス）」の認知度を高める
ためホームページ等により情
報発信していく。

（課題）
業績目標を上回る結果を得る
ことはできた。しかしながら、12
月開催予定の区政会議は、結
果として見送ることとなり、年2
回の開催に留まった。
（改善策）
多様な区民ニーズを的確に把
握するため、時宜に応じて年3
回以上開催するよう努める。

【5-1-3】
広報紙やホームページなどの広報媒体を活用
し、地域特性に応じた区政運営など、区政に関
する情報が区民全体に届けられるよう情報発信
を行う。
・区の特色ある取組や地域活動の紹介等の記
事を掲載　（広報紙　12回・ホームページ　12回）
・広報紙の全戸配布　12回

・区の特色ある取組や地域活動の紹介等の記事を
掲載 　（広報紙 12回・ホームページ　12回）
・広報紙の全戸配布　12回

―



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

　様々な活動主体と区が連携
して進めている取り組み等の
情報が区民に十二分に伝わっ
ておらず、区に対する理解と愛
着喚起されていないものの、
情報発信の手法を精査しなが
ら地道に継続することにより、
個性的な魅力あふれるまちづ
くりへの取り組みに対する区
民の理解につなげていく。

　区政情報や区の魅力が届い
ていると区民に実感してもらう
ため、区民アンケートや区政
会議等を活用し、区の情報発
信に関する実態を調査・分析
し、区民ニーズに応じた戦略
的な情報発信につながる取り
組みを実施する。また、情報誌
が幅広く区民に届くよう、発行
の手法を見直す。

　区の特性に応じた個性あふ
れる区政運営の取り組みや成
果に関する情報を、一人でも
多くの区民に届け、実感しても
らう工夫が必要である。

　広報紙ポスティング制度の
周知拡大に努めるとともに、情
報媒体別に利用実績や区民
ニーズを調査・検証し、各コン
テンツの精査と充実、媒体間
の連携・誘導を図り、積極的な
情報発信に取り組む。

　　区民の意見等が反映され
た取り組みや、区政を評価し
てもらうための仕組みの情報
が区民に十分届いていない。

　区民の様々な意見や要望を
区政運営に反映するよう努め
ていると思う区民の割合は増
加しており、引き続き取り組み
内容を精査しながら積極的な
広報に取り組む。

〔4-2-1〕
・地域活動協議会からの推薦委員により構成さ
れる西区区政会議を２回以上開催する。
・会議でいただいた意見を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等に活かすとともに、意見
に対する区の考えや運営方針への反映状況
を、広く区民に知ってもらうため、ホームページ
等へ掲出する。

・区政会議３回開催（各回とも、会議でいただいた意
見への区の考え方・回答を取りまとめて委員に送付
し、ホームページで要旨を公開するとともに、運営方
針や予算、等年度の施策等に活かした）
・区の具体的な取り組みを委員にご理解いただき、
会議における活発な意見交換を期するため、事業
説明会を開催（6/24防災、3/24情報発信）

【4-1-1】
区の特性に応じた個性あふれる区政運営の取
組みや成果について、区広報紙やホームページ
等様々な媒体を活用し、区長メッセージを発信
し、区政運営に対する区民の理解を得る。
・区長メッセージを広報紙（12回）、区ホームペー
ジ（12回）、区長ツイッター、西区フェイスブックで
発信する。
・ＬＩＮＥで区の取組みを発信する。（48回）
・各課と連携し、区の施策やイベント情報等を報
道機関へ効果的に提供する。

・区の特性に応じた個性あふれる事業や施策につ
いて、各課と連携しながら広報紙の表紙写真及び
特集面における関係者インタビュー等によりわかり
やすく紹介するとともに、ホームページにおいて区
長メッセージとして発信した。（12回）
・区のさまざまな取組み・イベント情報等について、
区フェイスブック（月平均47件）、LINE（月平均6件）
により発信。

【3-4-1】
広報紙等による区の魅力や地域情報など情報
発信の強化
・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区
フェイスブック（月60件）、LINE（月４件）
・区の魅力を発信するためのスマートフォンアプ
リによるICTを活用した情報発信（12回）
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌
「にっしー」を民間事業者と共同発行（年2回）

・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区フェ
イスブック（月平均47件）、LINE（月平均6件）、ス
マートフォンアプリ（月1回）による情報発信
・スマートフォンアプリのコンテンツ充実のため、「に
し恋マルシェ」と連携したクイズラリーサイトを試験
的に追加し、ビーコン機能等について検証するとと
もに、子育て支援サイトとして予防接種歴の管理機
能を追加。
・ホームページの大バナーの作成や、広報紙ポス
ティング制度の周知及びアンケートなど、区民ニー
ズに応じた情報発信につながる取組みを実施（12
回）
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌「にっ
しー」を民間事業者と共同発行し、特集に因んだイ
ベントも開催（それぞれ年2回）

西
区

①27.8%
②27.0%
③27.7%



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【6-1-2】
区民モニターアンケートを実施するほか、市民
の声、みなと改善箱に加えて、区長による出張
型意見交換会、フェイスブック、ツイッターなどに
より多様な区民の意見やニーズを的確に把握し
区政に反映する。
より多くの意見を把握するため、港区の区民、港
区へ通勤・通学されている方（モニター登録数：
1,000名）を対象としてアンケート調査を実施す
る。

区民モニターアンケートの実施：３回（11、1、2月実
施）
市民の声、みなと改善箱、フェイスブック、ツイッター
による区民からの意見やニーズの把握：通年実施

【6-1-4】
「市民の声」「み・な・と改善箱」、「みなリンリンプ
ロジェクト」、「twitter」、たばっちゃんと「みなと～
く」を通年実施

「市民の声」「み・な・と改善箱」、「みなリンリンプロ
ジェクト」、「twitter」、たばっちゃんと「みなと～く」を
通年実施

西
区

①27.8%
②27.0%
③27.7%

　
　区民の意見等が反映された
取り組みや、区政を評価しても
らうための仕組みの情報が区
民に十分届いていない。

　区民の様々な意見や要望を
区政運営に反映するよう努め
ていると思う区民の割合は増
加しており、引き続き取り組み
内容を精査しながら積極的な
広報に取り組む。

【様式3　取組項目2】
平成27年4月～平成28年3月区政会議（全体会
議　4回、部会3部会×5回程度）

平成27年度区政会議開催実績
全体会・３部会とも年４回開催

毎月、区広報紙、ホームペー
ジへ区長メッセージを掲載し、
区長によるツイッター・フェイス
ブックへの投稿も300回以上を
超え、目標についてもほぼ達
成できているが、より多くの区
民の方へ伝える機会や工夫が
必要。
一定期間ホームページのトッ
プページへ掲載し常に閲覧で
きるようにしたり、ツイッターや
フェイスブックにより区長メッ
セージのホームページへの掲
載について複数回の告知を実
施する。

【6-1-1】
区長の決定権を活用して各部局と連携して施
策・事業を実施し、その取組みや成果を区の広
報紙やホームページ、ツイッターなどで区長自ら
積極的に発信する。
・区広報紙・区ホームページへの区長メッセージ
の掲載：12回
・区長によるツイッター・フェイスブック投稿：360
回

・区広報紙への区長メッセージの掲載：12回
・区ホームページへの区長メッセージの掲載：12回
・区長によるツイッター・フェイスブック投稿：309回

〔4-2-2〕
・無作為抽出による区民へのアンケートを３回以
上実施し、アンケート結果はホームページ等で
公表する。
・区民の方からいただいた意見に対する区の対
応や考え方について、広く情報発信できていな
いことから、主なご意見等への対応について、
庁内掲示やホームページへの掲載を行い、区民
からのご意見の「見える化」を進める。
・区長が区内で様々な活動を行っている団体等
を訪問し、直接区民の方々と話し合い、多様な
意見やニーズを把握し区政に反映する。

・区民モニターアンケート３回実施
・区民モニターアンケートの｢見える化」５回実施
・区長「ぶらっと訪問」２回実施

①35.2%
②30.3%
③31.7%

港
区

区政会議委員が平成27年10
月で改選されたことや、当日配
付となった資料が多く、会議で
の意見が出にくかったと考えら
れる。
資料の事前配付を徹底すると
ともに、内容をわかりやすくす
ることで、意見を多く頂けるよう
に工夫する。

区民の日常生活を担う身近な
総合行政の拠点として、区民
から寄せられるさまざまな相談
や要望を受け付け、関係局等
と連携して対応してきたが、
「区民の意見や要望を区政運
営に反映している」や「必要と
している情報が伝えられてい
る」と感じている区民の割合は
成果指標の達成には厳しい状
況にある。区政会議のより一
層の活性化など区民の意見や
要望の区政運営への反映に
努め、反映状況の「見える化」
を意識した情報情報発信を強
化する。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

大
正
区

【様式3　取組項目5】
市政・区政に関する情報や地域における情報を
広く確実に伝えるため、広報紙の全戸配付を引
き続き行う。また、区民が区政や地域活動等に
触れる機会を拡大するため、ツイッターやフェイ
スブックなどのSNSを活用するほか、イベント等
において直接区民へPR等を行う。

・区広報紙への区長メッセージの掲載：12回
・区ホームページへの区長メッセージの掲載：12回
・区長によるツイッター・フェイスブック投稿：309回

港
区

①35.2%
②30.3%
③31.7%

【様式3　取組項目6】
・郵送及びホームページを利用したアンケート調
査（2回）
・区政会議の開催（2回以上）
・主要なテーマごとのラウンドテーブル（少人数
での円卓会議）の開催（8回以上）

区政会議の開催（3回）
ラウンドテーブルの開催（4テーマで開催）
区民モニターアンケートの実施（2回）

意見の反映とともに情報発信
に関しても不十分であるという
ことが、成果指標により示され
ている。
今後、ラウンドテーブルの実施
とその内容を確実に区民へ伝
え、区民の意見が反映してい
ることを示していくよう広報を
行う

毎月、区広報紙、ホームペー
ジへ区長メッセージを掲載し、
区長によるツイッター・フェイス
ブックへの投稿も300回以上を
超え、目標についてもほぼ達
成できているが、より多くの区
民の方へ伝える機会や工夫が
必要である。
一定期間ホームページのトッ
プページへ掲載し常に閲覧で
きるようにしたり、ツイッターや
フェイスブックにより区長メッ
セージのホームページへの掲
載について複数回の告知を実
施する。

【様式3　取組項目3】
・区広報紙・区ホームページへの区長メッセージ
の掲載：12回
・区長によるツイッタ―・フェイスブック投稿：360
回

①33.3%
②32.0%
③35.2%

・ホームページアクセス件数　1,239,959件（平成27
年4月1日～平成28年3月31日）
・ツイッターフォロワー数　2,142（平成27年度末）
・フェイスブック「いいね」数　555（平成27年度末）

意見の反映とともに情報発信
に関しても不十分であるという
ことが、成果指標により示され
ている。
今後、区政会議、ラウンドテー
ブルの実施とその内容を確実
に区民へ伝え、区民の意見が
反映していることを示していく
よう広報を行う



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

天
王
寺
区

【1-1-1】
区政会議を、区政有識者会議と区政戦略会議と
に二分し、さらに議論を活発化させ、区政会議に
おける意見・評価を、区運営方針及び区におい
て実施される本市事務事業に反映させる。
　 区政会議の開催　3回

区政会議の開催　2回

【1-1-4】
区広報紙、ホームページ、フェイスブック、イベン
ト等様々な媒体、機会を活用し、区長自らも施
策・事業について説明するとともに、区民意見・
評価を把握する。
とりわけ、多くの区民に読まれている区広報紙
については、引き続き「区民に親しまれ、読んで
もらえる広報紙」とするべく取り組む。また、多く
の方に情報を届けるため、配架先を増やす。
　　新規配架先開拓　随時

年度上期に新規配架先を開拓

①35.7%
②32.1%
③29.1%

【課題】
回答率向上に向けた工夫が必
要。
【改善策】
調査期間を可能な限り延長す
るなどの見直しを行う。

【1-1-3】
区政運営にかかる意見や評価をいただくため
に、区役所職員から構成される区民の声集約
チーム～あなたの声をつなげ隊～のメンバーが
中心となって、意見聴取を行う。区民と直接対話
を行うことで、区民モニター（区政評価員）でも捕
捉できない区政への関心の薄い、サイレント・マ
ジョリティの意見やニーズを的確かつ着実に把
握する。
　集約テーマ数　2テーマ以上

集約テーマ数　8テーマ

【1-1-2】
区民モニターを区政評価員と位置づけ、区の施
策・事業に対する、多くの多様な区民の意見や
ニーズ、施策・事業の成果・評価などに関する情
報を収集・分析し、施策・事業の企画・立案から
実施など全般に渡る意思決定に役立てるため
に、調査を実施する。
　・調査回数　2回(別途、格付け1回)
　・調査対象者数
　　区実施（2回）
　　初回　1,500名(無作為抽出)　  2回目は初回
回答者
　　市民局実施(格付け1回)　 1,500名（無作為抽
出）

・区実施２回　モニター数１回目　1,500名（345名回
答)
2回目 　373名（238名回答）
・市民局実施１回 　モニター数　 1,500名（566名回
答）

【課題】
区民意見の区政への反映状
況の“見える化”を意識した情
報発信が不十分である。
【改善策】
引き続き、広報紙の紙面の充
実や新規配架先の開拓に取り
組む他、“見える化”を念頭
に、「区民の声の反映事例」
を、広報紙やＨＰ、広報板等を
活用しながら、よりわかりやす
い情報発信に取り組む。

【課題】
会議の活性化を図りつつ、より
効率的な運営が必要。
【改善策】
区政に関する知識・理解を深
めていただくため、区政情報を
定期的にお知らせするほか、
テーマ別ワークショップ形式で
の討議の導入など、運営上の
工夫を講じることにより、審議
の効率化を図る。

【課題】
昼間時間帯での意見聴取とな
るため聴取対象者の属性（性
別、年齢層）が偏りがちであ
る。
【改善策】
区民まつり、地域イベント等の
場を活用しながら、休日にも意
見聴取を行うことにより聴取対
象者の偏りを緩和、幅広く区
民意見を聴取する。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

西
淀
川
区

①30.1%
②28.1%
③30.6%

浪
速
区

―

【様式3　取組項目5】
・多種多様な区民ニーズに応じ、広報紙やホー
ムページの充実を図る。
・ＳＮＳ（ツイッター・フェイスブック）などを積極的
に活用し、時期やニーズに応じた効果的な情報
発信を継続する。

区民ニーズに応じ、広報紙やホームページの充実
を図るとともに、ＳＮＳを積極的に活用し、時期や
ニーズに応じた効果的な情報発信を継続し、幅広い
情報発信に努めた。

―

【2-1-1】
・区長が、区の広報紙や区のホームページに
メッセージを積極的（月1回以上）に掲載し、区長
や区役所の取組みの認知度を高める。

・区長メッセージを広報紙やホームページに毎月掲
載

【2-1-3】
・有識者・区民代表など多方面の分野から選出
された委員により、活発で専門的な内容の会議
を開催：8回
・区政に関する意見を聞き、議論の内容を区政
に反映

・区政会議：10回開催
・区政会議が必要と感じる区政会議委員の割合：
73.9％

委員の中には「会議の場で発
言しにくい」との意見もあり、よ
り多様な意見を発言してもらえ
るよう工夫が必要。改善とし
て、意見を出しやすい場とする
ために小グループでの議論を
導入するなど、会議形式の工
夫を行う。また年間スケジュー
ルを提示し、より区政の運営
や実行にそったテーマ設定を
行うことで活発な意見の場を
構築する。

【6-1-2】
・「区民モニター」、「皆さまからの声」などから、
区民ニーズを的確に把握する。住民サービスに
関わる各担当局署と綿密に情報共有し、より良
い住民サービスに繋がるよう、区政へ反映させ
る。
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：
年6回

区長が交代し、新区長のもと
で区の特色にそった個性ある
区政運営を継続して進めてい
く必要がある。
個性ある区役所の取組みをよ
り分かりやすく区長が定期的
に区民に向けて発信する。

・「区民モニター」、「皆さまからの声」を住民サービ
スに関わる各担当局署と綿密に情報共有し、区政
へ反映させた：3件
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：年6
回

―①26.6%
②25.0%
③23.4%

【6-1-1】
・区政運営等について区民の意見を十分に聴取
し、事業や施策に反映させるため区政会議を開
催する。（3回以上）

・区政会議を平成27年度第1回【8月10日開催】、第2
回【12月1日開催】、第3回【2月19日開催】、計3回開
催。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

西
淀
川
区

①30.1%
②28.1%
③30.6%

【2-2-1】
・広報紙の紙面構成やデザインなどを工夫し、
区政情報を適切にわかりやすく発信 ・毎月
40,000部発行
・区民ボランティアとの協働により、身近な地域
情報や区民ニーズに応じた紙面づくり ・企画編
集会議を月1回開催（取材・記事作成）
・ホームページやツイッターによるリアルタイムで
わかりやすい情報発信

・広報紙について、新聞購読
世帯は年々減少しており、す
べての区民に区政情報が行き
届くよう配付方法を見直す必
要がある。改善として、配付方
法を見直し、全戸配付を実施
する。 また区民ボランティアの
意見や区民モニターアンケー
トの結果 を参考に、常に区民
目線を意識した情報発信に取
り組む。
・ホームページのアクセス件数
は増加傾向だが、区民モニ
ターアンケートによると、情報
の入手方法としてのホーム
ページ・ ツイッターの割合は
前年度との比較では低下して
いる。改善として、ツイッターや
フェイスブックへの投稿におけ
る区政情報の充実を図るとと
もに、投稿内容にホームペー
ジへのリンクを増やすなど 情
報の入手方法として意識を高
めてもらうよう取り組む。

・広報紙を各月40,000部発行
・区民ボランティアとの企画編集会議を毎月1回
・6月よりフェイスブックによる情報発信を開始
・ホームページの年間アクセス件数は約170万件
（前年度比21％増）

区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にある。改善と
して、　区民モニターアンケート
において、ネット回答利用の促
進や回答しやすい設問設定を
行うなど手法を工夫する。

【2-2-2】
・区民ニーズの把握と客観的評価を得るため、
区民へのアンケート調査等を実施
　・区民モニターアンケート調査：年4回
　・さまざまなイベントの開催時にアンケート調査
を実施：年6回
　・区長タウンミーティング：年6回

・区長タウンミーティング：7回、延べ参加者81名
・区民モニターアンケート：4回
・イベント参加者へのアンケート：3回



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

淀
川
区

①26.5%
②24.7%
③27.1%

・業績目標には届かなかった
が、約3/4が広報誌を読みや
すいと回答しており、多くの区
民に現在の広報誌が受け入
れられていると感じている。引
き続き誌面の工夫に取り組み
つつ、今後は、広報誌を見た
区民が、行事・イベント等への
参加や、区や市の施策・事業
を利用する等の行動を起こさ
せるような誌面づくりが必要。

・広報誌を見た区民が、行動
（行事への参加や事業の利用
等）を起こすよう、ターゲットを
意識した記事・特集の内容とし
ていく。また、広報誌をフックと
して、ホームページやツイッ
ター、フェイスブックに連携さ
せ、より効果的な情報発信を
行う。

・平成27年5月、有人世帯を対象に広報誌の全戸配
布を開始。
・平成27年6月以降、毎月「YODO-REPO」を発行
（10回）
・各担当課によるウェブサイト・SNS（ツイッター・フェ
イスブック）・動画配信での積極的情報発信。（ツ
イッター：3,773件、フェイスブック：約204件）
・広報誌「よどマガ！」が、近畿市町村広報紙コン
クールにおいて奨励賞を受賞
・広報誌「よどマガ！」が、全国広報コンクールの大
阪市代表に選出

・アンケート及び車座会議が有
効と感じていない方が3割弱あ
り、より多くの方に有効と感じ
てもらうことが課題である。

・アンケート方法をモニターか
ら1,500人の無作為抽出に変
更し広く意見を募るよう改善す
る。
・車座会議という枠組を区長と
区民が気軽に対話できるよう
な場にするなどいろいろな方
策を考える。

【5-2-1】
・新聞未購読世帯が増加している現役・子育て
世代をはじめ、全区民に広報誌「よどマガ！」が
届くよう、広報誌の配布方法を新聞折込から全
戸配布へ切り替える。
・市民が必要とする情報を確実に届けるととも
に、市民が日常生活や地域での活動に役立て
ることができるよう内容を充実させ、さらに幅広く
区民に親しんでもらえる広報誌を発行する（12
回）
・区政の「こんなことやってます・やりました」を発
信する「YODOREPO」の発行（10回以上）

【5-1-1】
　区民のニーズや行政への評価を把握するた
め、区民モニター約250人に対してアンケートを
実施する。
　区長が区民と直接に会って意見聴取を行う場
として車座会議を開催し、収集した情報を区の
運営方針や事業改善へ反映させる。
・区民モニターアンケート：年2回以上実施
・車座会議：12回程度開催

区民モニターアンケート　2回実施
車座会議　実績なし

【5-1-3】
　淀川区区政会議の資料を事前に配布するな
ど、議論の充実を図るとともに、区民の評価を適
宜適切に反映する。
・区政会議の開催　4回以上（部会を含む）

・区政会議開催回数：全体会議4回、3部会各1回
・区政会議委員説明会を開催（2回）

・区政会議での議論を更に充
実させる必要がある。
・区民の意見を区政運営に反
映する仕組みである区政会議
について、広く区民に周知する
必要がある。

・区政運営についてわかりや
すい説明につとめ、充実した
議論につなげていく。
・区民に区政会議を広く周知
するため、会議の内容や成果
を定期的に広報する。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

・地域実情や特性に応じた特
色ある施策事業執行について
区民の実感を得られていると
は言えない。
区民や地域のニーズを様々な
手段で確認しながら、地域実
情に応じた必要な事業を企画
執行するとともに、当区で複数
実施している特色ある独自事
業などの情報発信を強化して
いく。

・区民ニーズの把握により発
信する情報の質の向上を図る
必要がある。
区役所が利用している情報媒
体のいずれにも接触がない区
民に対するアプローチを検討
する必要がある。
情報の質を高めるべく、担当と
して各課職員のフォローや研
修を繰り返し行い、「区民が必
要な情報は何か」「その情報を
必要としている人にどのように
広報していくか」という視点で
広報の質の再構築に取り組ん
でいく。
SNSについてはフォロワー拡
大に務め、発信力向上をめざ
す。

・多様化する区民ニーズの把
握を行い、少しでも多くの区民
が必要とする情報発信を行う。
また、広報誌をフックとして、そ
れぞれの情報のターゲットに
合わせた媒体と連携すること
により、効果的な情報発信を
行っていく。

淀
川
区

①26.5%
②24.7%
③27.1%

・「市政改革に関する職員アンケート」において、「Ｐ
ＤＣＡサイクルを意識して事業や業務にに取り組ん
でいる」と答えた職員の割合77.5%

①26.2%
②24.0%
③26.6%

・職員間ではPDCAサイクルへ
の意識はある程度共有されて
いる。

・一方で、区政会議の内容が
区政に反映されていると感じる
委員の割合は3割程度に留
まっている。今後は、会議での
意見への対応のプロセスを、
より分かりやすく提示していく
工夫が必要である。

東
淀
川
区

【様式3　取組項目9】
・自己評価や内部評価に加え、区政会議、区民
モニターによる評価を活用したマネジメントサイ
クルを推進する。

【5-1-2】
区ホームページやツイッターなど様々な媒体を
通して区政の目標や実績等を発信することで、
区民に対して区長の名前や顔をアピールする。
　区広報紙での「区長コラム」の掲載（毎月）、区
ホームページでの「区長活動報告」の毎月更新
　フェイスブック、ツイッターによる情報発信（随
時）

区広報紙、ホームページ、ツイッター、フェイスブック
等で区民に対して区長の名前や顔をアピールした。

【様式3　取組項目7】
･広報誌の内容の充実や誌面構成の見直し等を
行い、より多くの区民に読んでもらえる広報誌の
発行及びHPやSNS等の活用により、積極的な
情報発信を行う。

・特集記事のレイアウトを工夫したりするなど、少し
でも多くの区民に読んでもらえるような紙面づくりを
行い、近畿市町村広報紙コンクールで奨励賞の受
賞や全国広報コンクールの大阪市代表となるなどし
た。

【1-1-3】
地域担当職員が地域に出向くなどして地域との
協働でまちづくりを進め、各地域で得た情報の
共有化を図るため地域担当者会議を月1回、年
間12回開催し、情報を庁内ポータルを活用する
などして区役所内でも共有を図る。

・地域担当連絡会議（12回）、地域担当意見交換会
（17回）
・連絡会議内容等の職員への情報発信・共有（庁内
ポータル等）
・地域担当職員による地域カルテ・地域活動報告書
の作成と整備

【5-1-1】
サマーレビューの実施による前年度及び当年度
上半期の区事業のＰＤＣAサイクルの実施

8月に区役所各課担当に対して実施

組織目標を達成するための区長ヒアリングを実施
（6月）
平成28年度予算編成に向けた東淀川区施策・事務
事業の検討（サマーレビュー）を実施（9月）



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

・地域実情や特性に応じた特
色ある施策事業執行について
区民の実感を得られていると
は言えない。
区民や地域のニーズを様々な
手段で確認しながら、地域実
情に応じた必要な事業を企画
執行するとともに、当区で複数
実施している特色ある独自事
業などの情報発信を強化して
いく。

・区民ニーズの把握により発
信する情報の質の向上を図る
必要がある。
区役所が利用している情報媒
体のいずれにも接触がない区
民に対するアプローチを検討
する必要がある。
情報の質を高めるべく、担当と
して各課職員のフォローや研
修を繰り返し行い、「区民が必
要な情報は何か」「その情報を
必要としている人にどのように
広報していくか」という視点で
広報の質の再構築に取り組ん
でいく。
SNSについてはフォロワー拡
大に務め、発信力向上をめざ
す。

①26.2%
②24.0%
③26.6%

東
淀
川
区

｢区長との懇談｣を3回、｢出前区長｣を3回実施し、内
容をHPで公表した。

【5-4-1】
広報紙、ホームページ、ツイッター、フェイスブッ
クで情報発信を行う。
　広報紙は毎月発行で通常は8ページ（うち市版
3ページ）、特集時（年5回）は12ページ（うち市版
3ページ）として発行し、同時に点字版の発行や
音声データ等の提供も行う。
　ホームページ、ツイッター、フェイスブックでは
即時性に富む情報提供を行っていく。

【5-2-2】
電子・区民モニターを活用し、様々な世代の区
民の方の意見を聴取し、区が必要としている基
礎データの把握に努める。現在、区民モニター
数は約５５０名確保しているが、モニターから離
れる登録者数も見込まれることから、募集につ
いては、引き続き行っていく。アンケートについて
は、年4回程度実施し、回答者に対してはインセ
ンティブを付与する。

広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッターな
どで情報発信を行ってきた。

【5-4-2】
フェイスブック、ツイッター、ホームページを始め
とした区の様々な広報媒体を効果的に利用した
情報発信が行えるよう、各部署のマーケティング
担当職員に対し、研修を実施して広報スキルの
向上を図るとともに、研修資料をグループウェア
に掲出して職員への周知を図る。
研修会を年６回以上実施
（ホームページ作成、報道発表、広報紙記事作
成、フェイスブック、ツイッター操作などを題材と
する。）

年6回の担当者研修を行うとともに、内容をグルー
プウェアに掲出して他の職員への周知を図った。

区民モニターアンケートを3回行った。新規募集と無
回答者の整理を行った結果、登録者数は約370名と
なっている。

【5-3-1】
地域の実情や課題を区役所の施策に反映する
ため地域活動協議会より推薦された委員や公
募で応募した委員で構成する区政会議を開催
し、区政に対する意見や評価を受ける。
本会開催　3回以上
区政会議の結果などを区ホームページ等で公
表するとともに、区政会議の効果を広報紙など
で区民に周知する。
開催結果の公表などは開催回数に応じて実施

平成27年度　本会3回、部会7回、意見交換会（公
開）2回、学習会など8回
開催状況について区ホームページや広報紙などで
詳しく周知した。

【5-2-1】
　区民の方を対象とした「区長との懇談」と「出前
区長」による区民との直接対話を実施すること
で、自主的に区政に対して意見を発する方から
の地域の実情・課題把握に努める。　合わせて
年10回以上実施　懇談等の内容をＨＰで公表



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

東
成
区

①32.3%
②29.5%
③32.9%

【5-2-1】
・広報紙について、特集記事や区の事業、区内
のイベント等、多岐にわたる記事を盛り込むとと
もに、世代別に編集するなど読みやすくわかり
やすい紙面作りに取り組む。
・地域情報ページを充実させるため、引き続き区
民記者を募集し掲載内容を充実する。
・区内広報板を活用するなど、複数の媒体によ
る情報発信を展開する。
・地域情報の掲載：12回、広報板の活用：24回

・地域情報の掲載：12回
・広報板の活用：24回

【5-1-1】
・区民の意見や要望などを把握し、区民が区政
運営に参画し、評価する仕組みとして、区政会
議を開催する。
・全体会議2回、部会6回

・全体会議の開催：3回
・3部会の開催：各3回（計9回）

【5-1-2】
・区民の声を区政に反映するため、区長や職員
が地域で開催される会議や事業へ参加し、また
場を設け、アンケート調査等の実施を通じて、区
民の区政に対する多様な意見や評価を把握す
る。
・区民モニターアンケートの実施：3回
・タウンミーティング等の開催・参加：30回
・各地域や各種団体等の会議、事業等への参
加：132回

・区民モニターアンケート実施：3回
・区長が直接地域などに出向き、区民の意見を聞く
場を設けた回数：76回
・各校下への会議等参加実績：132回以上

アンケート結果が区政に活か
されていることを区民に実感し
てもらう必要がある。また、多
様な意見やニーズを把握する
ためには、より多くの区民から
意見をもらうことが必要であ
り、アンケートの実施方法の見
直しが課題であることから、ア
ンケートがどのように区政に反
映されるのかを解説するなど、
わかりやすい広報に努める。
また、アンケート依頼者数を3
倍以上の1,500人に増やすこと
で、より多くの区民から意見を
聴取する。

―

取組実績では予定を上回る回
数を実施し、広報紙やホーム
ページによる広報に取り組ん
だが、目標の達成には至らな
かった。開催されていることを
知ってもらうだけでなく、会議
の内容にまで関心を持っても
らう必要があることから、区民
により関心を持ってもらえるよ
うに、会議内容をわかりやすく
解説するなど、情報発信の充
実に努める。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【4-1-1】
区政に関してご意見や評価をいただくため、地
域活動協議会から推薦された方や公募により選
定された方など多様な委員から構成される区政
会議（全体会議）を開催する。また、さらに詳細
なご意見や評価をいただくことを目的に「安全・
安心なまちづくり部会」「魅力あるまちづくり部
会」を開催する。
＜開催回数＞
・区政会議（全体会議）年３回
・部会（２部会）各２回、計４回

全体会議４回、部会８回（４部会を各２回）開催

平成27年5月25日第１回全体会
7月9日第２回全体会
平成27年10月より２部会から４部会に再編成
（安全・安心部会、高齢者部会、子育て部会、まち
の魅力部会）
10月28日第３回全体会・第１回各部会（計４回）
平成28年2月2日、3日、8日、18日第２回各部会（計
4回）
2月23日第４回全体会

生
野
区

【課題】
区民の意見把握の機会
【改善策】
機会をとらえて区民の意見収
集を行い、区民のニーズを的
確に把握できるように分析を
行う。

【課題】
２９歳以下の肯定的な回答が
２８．１％と特に低くなってお
り、若年層にも興味を持って読
んでいただける紙面づくりが求
められている。
【改善策】
記事デザインやレイアウトな
ど、比較的若年層をターゲット
とした紙面に見直してイメージ
向上を図る。また記事内容も、
子育て関連情報などを見やす
くして若年層のニーズに応え
ていく。

【課題】
区民アンケートの回答率の向
上
【改善策】
無作為抽出による区民アン
ケートは、区民の意見把握に
は重要であることから、今後は
より多くの方に回答してもらえ
るように、アンケートの工夫を
行なっていく。

【4-1-4】
区民の知りたい情報及び行政から伝えたい情
報を、広報紙・ホームページ・携帯版サイト・ツ
イッターなど複数の媒体を効果的に組み合わせ
ながら、活字だけでなく点字・映像・音声なども
含めて情報発信する。
　・広報紙の発行　基本8面・4月12面
　・携帯サイト・ツイッターなどによる情報提供　3
回以上／月
　・動画配信　5回以上/年

　
・広報紙の発行　12面（４月・７月・８月・１０月）、8面
（それ以外の月）
　・携帯サイト・ツイッターなどによる情報提供　３回
以上／月
　・動画配信　年５回

【4-1-3】
事業実施ごとのアンケート収集と分析を徹底す
るとともに、簡易なインターネットによるアンケー
トも活用し、区民のみなさんの視点を取り入れた
事業運営を図る。
　・事業別アンケートの実施と分析　法律相談
月3回×12月＝36回　など
　・インターネットアンケート
　　区ホームページや区広報紙など　常時

【4-1-5】
区長が重点的に取り組んでいる施策を情報発
信し、区長施策の認知度向上を図る。
　・区の広報紙、ホームページ、ツイッターなどへ
の区長関連記事の掲載　1回以上/月
　・区の広報紙、ホームページ、ツイッターなどへ
の区長メッセージの掲載　2回以上/年

【4-1-2】
区における施策や事業等区政について、国籍に
かかわらず区内に住民登録のある方から無作
為に抽出した方を対象に、「生野区民アンケー
ト」（状況に応じて最大2回実施、最低1回実施）
を行い、年間で合計1,500人の区民の方の意見
集約を行う。
また、「各区に共通する区政運営に関する事項
についてのアンケート」も大阪市全体で実施す
る。

【課題】
区政会議の議論状況に関する
区民の認知向上

【改善策】
委員によるよりきめ細かい議
論を図るため、部会を2部会か
ら4部会に再編成したところで
あり、これまでも議論状況を区
ＨＰにて公開してきたところで
あるが、今後とも積極的な情
報発信を行い、区民の認知向
上に努める。

【課題】
ホームページのアクセス件数
は一定確保できているが見や
すさをより向上させる必要があ
る。
【改善策】
レイアウトを工夫することなど
により見やすさを高める。

①31.3%
②26.5%
③30.9%

平成27年12月～平成28年1月に無作為抽出の区民
1,500人に対し、「生野区民アンケート調査」を１回実
施し、意見集約を行った。

・法律相談アンケート　37回実施（日曜法律相談含
む）
・インターネットアンケート　区ホームページや区広
報紙掲載　常時

・区長関連記事の掲載　月１回以上
　　（区の広報紙　９回、ホームページ　７回、ツイッ
ター　１４２回）

・区長メッセージの掲載　年３回
　　（区の広報紙２回、ホームページ１回）



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

区政会議　全体会議3回、部会6回開催

【4-1-2】
区広報紙、区ホームページに区長のコーナーを
設け、区長からのメッセージを発信する（12回）
区ホームページに「地元に帰ろう！旭区に住も
う！」のバナーを作成し、旭区の魅力・住みやす
さを広報発信していく。
　・動画2点以上
　・写真：自然、教育、通勤・通学、買い物、安
全・安心、医療環境の6つの分野に分け、各2点
以上
区広報紙のデザインコンペを外部委員だけで構
成された審査により実施し、より魅力ある広報紙
を発行していく。
　・毎月1回発行
ホームページをより見やすくするため、トップ
ページ等を変更する。
　・年１回

【4-1-3】
・区民モニターの実施（年間3回、回収率75％）
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置する。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの
庁内掲示板と区ホームページに掲載する。市民
の声を投稿する際、写真を添付できるようにす
る。

旭
区

・区民モニターの実施（年間3回、回収率72..7%)
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fと３F
の庁内掲示板に掲載。市民の声を投稿する際、写
真を添付できるようにした。

・旭区役所では、区政会議を
はじめ、多種・多様な方法で区
民の方の意見を聴取し、数多
くのご意見をいただいている。
それを受けて事務改善や施策
実施を積極的に行なってい
る。しかしながら、そのことが
区民の方に十分伝わっていな
い。

・多種・多様なご意見のもとに
取り組んだ実績を正確に伝え
るため事例を紹介し、区の取
組みが十分に伝わるようPRを
強化する。

地域活動に対する信頼感や地域コミュニティの
醸成、活動参加者や担い手の確保、地域活動
への関心と参加の促進のため、公益性の高い
地域活動の取組みや実績等の広報を行う。
　・旭区ホームページの旭区見聞録で随時発信
　100件＝10（校下）×10月

区役所の地域担当者が地域に出向き、地域
ニーズの拍に努め、地域担当者会において情
報を共有する。

・地域活動をホームページで紹介（68件）

地域担当者会（毎月）

①28.2%
②27.9%
③29.0%

区広報紙、区ホームページで区長のメッセージを発
信。（12回）
区ホームページに「地元に帰ろう！旭区に住もう！」
のバナーを作成し、旭区の魅力・住みやすさを発
信。　（動画4点）　（写真：自然、教育、通勤・通学、
買い物、安全・安心、医療環境の6分野で、各2点以
上）
区広報紙のデザインコンペを外部委員だけで構成
された審査により実施。
ホームページをより見やすくするため、トップページ
等を変更。

【4-1-1】
区政会議を開催し、区民の意見を区役所の施策
や事務事業に反映することで協働による区政運
営をめざす。
　・全体会議　3回、部会　6回
区政会議で取り扱われた意見や提言などの成
果について、区ホームページ等に公表するほ
か、インターネット区政会議を継続する。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

【課題】
アンケート結果では、他の年
齢層に比べ40歳代の認知度
が低く、9.3％にとどまってい
る。幅広い年代への働きかけ
が課題である。
【改善策】
引き続き、城東区版の運営方
針を作成し、グラフや写真等を
配置し、見やすい冊子作成を
行うとともに、カラー版の配架
など情報発信の工夫を行って
いきたい。

―

【課題】
「ふるさとーく」については、認
知度が5.9%から、14.4%と向上
しているものの、どちらの取組
についても20歳代・60歳以上
に比べて、30～50歳代の認知
度が低く、世代間のばらつき
がある。
【改善策】
区政会議については引き続
き、区広報誌を活用して随時
会議報告等を掲載するととも
に、ツイッターからのリンクや
かわら版の発行など、情報発
信の工夫、強化に取り組む。

城
東
区

【4‐2‐1】
・区政会議を効果的に運営
　　区政会議本会（年3回）、３部会（年2回）
・区長との「ふるさとーく」の実施
　　随時

・区政会議　本会３回、（７月、10月、２月）、部会（２
月）
・「ふるさとーく」　２回（10月、３月）

【様式3　取組項目1】
①広報紙を刷新し区民の方が必要とする情報を
届ける。
・A４版に変更し、より手にしやすく、見やすい広
報誌にする。
・記事スペースを増やし、情報量の増加に対応
する。
②区民ニーズに応じた媒体による情報発信
・ホームページ、携帯サイト、ツイッターを用いた
発信強化

・区広報紙を、平成27年5月号よりＡ４版の広報誌に
変更し、情報発信を強化。
・新庁舎の竣工にあわせて、広報誌の増刊号を発
行し、全戸配布を実施。

【4‐2‐2】
・区民モニター（年2回）、無作為抽出によるアン
ケート（年2回）、コスモスメール（ご意見箱）、市
民の声によるニーズ把握
・区民ニーズや意見を正確に把握し、区政運営
に反映
・区運営方針が広く区民に届くよう、情報伝達の
方法を工夫する

・区民モニター2回、無作為抽出によるアンケート2
回（うち１回市民局実施）
・城東区オリジナル様式の区運営方針を作成し、内
容をわかりやすく周知

①28.1%
②26.7%
③31.4%



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

鶴
見
区

区政への区民意見の反映に向け、区政会議を
開催
・全体会　　　　　　4回開催
・部会　　　　延べ11回開催

区政会議での意見の区政への反映　　15件

【6‐2‐1】
区民が求める情報を確実に分かりやすく提供で
きるよう、広報紙・フェイスブック・ＨＰ等さまざま
な媒体を活用し情報発信する。
・広報紙全戸配布　毎月
・広報紙、ホームページ、フェイスブックによる区
長メッセージ等の情報発信　随時
・小学校を通じたイベント・区政情報等の発信
11回

・広報紙全戸配布　毎月
・広報紙、ホームページ、フェイスブックによる区長
メッセージ等の情報発信　随時
・小学校を通じたイベント・区政情報等の発信　11回

【1-1-1】
幅広い世代が参加しやすく、区の魅力を感じる
ことができる取組みを進める。
（歴史、まちの魅力発見）
・まちあるき実施　3回
・区の歴史に関する冊子発行　1回
・区役所庁舎を活用した音楽コンサート実施　6
回
（賑わい向上）
・鶴見緑地会場で光のイベント実施　1回
・鶴見緑地国際庭園を会場とした国際交流の取
組み　1回
(情報発信)
鶴見緑地情報サイトによる情報発信　随時

・つるみブランドフェスティバル実施1回　　・まちある
き実施3回　・冊子「発見！！つる魅力」発行1回
・「ﾄﾜｲﾗｲﾄｺﾝｻｰﾄ」実施5回、「TSURUMIｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝ
ｻｰﾄ」実施1回
・「鶴見　光の花桟敷2015」実施1回・「つるみワール
ドフェスタ」実施1回
・「田んぼでどろんこ王国」実施１回
・「いも苗植え～いも掘りﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」実施１回・「鶴見
緑地ｺｽﾌﾟﾚDay」実施7回
・鶴見緑地情報サイトによる情報発信　随時

・平成28年1月末から2月初めにかけて、アンケート
を実施（1回）

【課題】
平成26年度より無作為抽出調
査による調査に変更し調査を
実施しています。
しかしながら回収率が低迷し
ている現状にあります。
【改善策】
区民のみなさまが回答しやす
い工夫を行います。

区民アンケートの結果では、
若い世代は広報紙から情報入
手する割合が低くなっている。
（20歳未満42.9％、20～29歳
53.7％）広報紙を幅広い世代
に見ていただけるよう紙質や
紙面構成を工夫し、また、HP、
FBについても職員研修を実施
することにより充実した広報と
なるよう努める。
また、地域情報の発信を強化
するため、地域の広報紙の挟
み込み同時配布を行い、さら
に、地域課題の解決に資する
ため、広報紙配布時における
見守り、声かけを実施する。

【課題】
区政会議での意見を区政運営
や事業に反映し、実施してい
るものの、区民の認知が低い
現状にあります。
【改善策】
広報紙やホームページなどに
より区政会議での意見や仕組
みなどわかりやすく周知しま
す。

阿
倍
野
区

①31.2%
②29.8%
③33.5%【5‐1‐3】

区政におけるさまざまな課題について意見を述
べたり区政に関する評価を行う区政会議を運営
します。
・全体会及び各部会の開催：各3回程度

全体会：3回開催（6月30日、9月29日、1月21日）
各部会（2部会）：各2回開催（7月27日、8月25日、8
月26日、9月14日）

【5‐1‐1】
幅広く区民の意見やニーズを把握するとともに、
区の施策や事業などについて、区民の客観的な
評価を得るなど、施策立案にかかる基礎データ
を収集するためにアンケートを実施します。
・区民アンケート調査の実施（年2回）

①32.1%
②33.1%
③38.1%



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

住
之
江
区

阿
倍
野
区

わかりやすい情報発信をテーマに各課広報担当職
員への研修：4回
・広報紙：毎月発行
・ホームページ：月平均50件
・ツイッター：月平均290件
・広報板：月平均14件
・AR動画：毎月配信

【課題】
わかりやすく情報発信ができ
ていると感じている区民の割
合は25年度：27.5％⇒26年度：
48.6％と上昇しており、また区
役所からの情報発信の内容は
十分と感じている区民の割合
は26年度30.5％→27年度
33.5％と上昇し、内容の充実
等わかりやすく情報発信がで
きていると考えますが、未だ情
報が届いていない区民や情報
を必要としない（魅力を感じて
いない）区民も存在していま
す。
【改善策】
新たな媒体による広報など、
魅力あるわかりやすい情報発
信に努めます。

【5‐1‐1】
・区政会議全体会(3回程度)・部会(随時)を引き
続き開催し、区政の課題などについて議論して
いただく。いただいたご意見や評価については、
施策への反映度を平成26年度実績よりも向上さ
せる。
・区政会議についての区民認知度を向上させる
ため、区政会議の開催・議論や提案・区政への
意見反映の状況等について、HP及び区広報紙
等での周知を行う。

全体会を３回開催、各部会合計11回開催

【5‐1‐2】
・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを
引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（９回）
・区民モニターアンケートの実施（4回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置

区政会議や市民の声等で頂
いた意見を施策に反映させた
事例があるにも関わらず、そ
の取組みが区民に十分伝わっ
ていない。
広報紙等の各種広報媒体で
取組状況を積極的に伝達して
いく。

子育て情報の情報発信や周
知方法は区広報紙の活用など
まだまだ改善が必要なため、
効果的な広報活動を図ってい
く。
待機児童については、こども
青少年局と連携をとり引き続
き検討していく。

区政会議についての区民認知
度をさらに向上させる必要が
あり、平成28年度も引き続き
取組を推進していく。

①32.6%
②23.4%
③32.7%

【5‐2‐1】
阿倍野区将来ビジョンの実現に向け、区広報戦
略に基づいた効果的・効率的でわかりやすい情
報発信を行います。
広報紙…………毎月発行
ホームページ…月平均20件
ツイッター………月平均200件
広報板…………月平均10件
AR動画………毎月配信

【1‐2‐1】
・子ども・子育て支援新制度により多様化が予
測される区民の子育てニーズに応えられるよう、
非常勤職員の配置など相談体制の充実を行うと
ともに、保育・教育施設等との連携による子育て
情報の収集を強化し、区民の子育てニーズに即
した情報提供を行う。
・保育所待機児童を解消するため、教育・保育
の場を増やす取組を進める。

子育てマップの発行（年1回）
子育て情報紙の発行（年12回）
子育てマップ・子育て情報紙のホームページ掲載
（13回）
地域の子育て情報のFacebook掲載（随時）
保育所空き状況のホームページ掲載（毎月1日現
在）
小規模保育事業所1か所開設（12月）

①31.2%
②29.8%
③33.5%



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

＜課題＞
・アイデアのみ公募し、区役所
主体で事業を継続していくやり
かたは、職員の実施体制的に
厳しい。
・提案者自ら主体的に実施す
る募集方式では、アイデアの
応募数が少なく規模も限られ
てしまう。
＜改善策＞
・継続可能な仕組み構築に向
け、具体的な実施方法等の変
更を行う。

―

広報紙のページを増やし、区
民参加のページや区政を分か
りやすく解説する取組み記事
を充実させるなど、さらに区民
が必要な情報を入手できるよ
うに改善を図りながら、事業を
実施していく。

―

・区の広報事業（広報紙・ホームページ等におけ
る区民が必要な市政・区政情報発信の充実）

・インターネット等を活用した区民意識調査（5回）
・区政サポーターによる意見交換会（1回）
・区広報紙、ホームページによる広報（6回）

①29.2%
②27.6%
③35.0%

広報紙「さざんか」の企画記事
を地域密着型とし、メッセージ
性を持たせることで、他の媒体
にはない魅力を前面に押し出
すことで、より多くの方に読ん
でいただけるよう工夫をする。

【5‐3‐2】
・身軽にかつ迅速な情報発信を行うため、携帯
サイト・Twitter・Facebook等のリアルタイムでの
更新が可能なツールを活用し、子育て支援情報
及び若者向けのイベント情報を積極的に発信す
る。
・若年層に圧倒的人気のＬＩＮＥを活用し、若者や
子育て層への情報発信を強化する。

・Facebookいいね数910件（平成28年3月31日現在）
・Twitterフォロワー数1,634件（平成28年3月31日現
在）
・LINE友だち登録数571件（平成28年3月31日現在）

Facebook、LINEに比べ、
Twitterフォロワー数は伸びが
鈍化している。
住之江区の3種のSNSを相互
に連携することで、Twitterフォ
ロワー数の伸びにつなげてい
く。

【5‐3‐1】
・ＡＲ（拡張現実）を導入し、広報紙とＷＥＢを融
合させ、紙媒体から動画への拡がりを持たせる
ことで、広報紙の魅力アップを図る。
・広報紙を手にとって読んでもらえるよう、写真
やイラストを多用した目にとまる紙面構成とす
る。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根ざ
した記事を掲載する。
・HP、広報紙に区長の写真入りメッセージを積
極的に掲載する。

【6‐2‐2】
○区民が「自己決定・自己責任」のもと区政に参
画する仕組みとして、区民から公募したアイデア
を、区民の代表である区政会議委員が選考し、
選考したアイデアを精査・検討のうえ、次年度事
業・予算に反映していく。
・アイデアの公募（1回）
    一般の部（区民）⇒政策アイデア
    子どもの部（区内小学6年生）⇒将来のわが
まちをテーマにした作文
・区政会議委員による選考会の開催（1回）
・区広報紙、ホームページ、ツイッターによる広
報（2回）

・アイデアの公募（1回）
・区政会議委員による選考会の開催（1回）
・区広報紙、ホームページ、ツイッターによる広報（２
回）
・広報板での周知

【6‐2‐1】
○区内の基礎自治に関する施策や事業に対し、
区民から評価や意見をいただくための会議等を
開催し、区政運営や事務事業に反映する。

・区政会議の開催（5回）

・区政会議の開催：5回

【6‐2‐3】
○「声なき声」など把握しにくいものも含めた多
様な区民ニーズや意見・評価を的確に把握し、
施策や事業に反映する仕組みとして、インター
ネット等を活用した効果的な区民意識調査を実
施する。
・インターネット等を活用した区民意識調査（4
回）
・区政サポーターによる意見交換会（2回）
・区広報紙、ホームページによる広報（5回）

・広報紙について
企画編集会議の開催　毎月（年12回）
全戸配布　毎月（年12回）
・ホームページ
アクセス数とよく見られている内容を確認し、より見
やすいHP作成に活用

住
吉
区

住
之
江
区

①32.6%
②23.4%
③32.7%

・区ホームページにおいて、区長日記を連日掲載。
・区広報紙1面にイラスト、写真を多用した記事を掲
載。
・区ホームページに住之江区動画コーナーを掲載
し、紙媒体から動画への拡がりを持たせた。



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

市内在住の高校生　12名（うち区内在住者10名）
受入企業　11社（受入表明企業25社）

目標は達成できたが、初年度
ということもあり、受入企業の
発掘に時間がかかり、テスト時
期と被る6月中旬から参加者
募集するなど、高校生への周
知が十分にできず、当初予定
の6割の応募にとどまった。
事業の認知度を高めるため、4
月から高校生となる中学3年
生も対象に当事業の周知チラ
シを3月中に区内の市立中学
校を通じて配付した。
また、次年度事業の参加者募
集時に、区内の高校生年代層
に対し、自宅へ直接チラシを
送付する予定である。

派遣中学生と他のこどもたちと
の交流の場がまだまだ限られ
ている。
27年度は英語交流事業に参
加している小学生と合同で発
表会を開催したが、28年度は
さらに、企業交流事業（イン
ターンシップ）に参加している
高校生とも合同で発表会を開
催し、縦のつながりを強化す
る。

【2‐1‐3】
区内在住の小学校5,6年生50名程度を対象に、
区内の地域資源（商店街・大学・セレッソ大阪な
ど）と連携して実施する、英語文化体験イベント
やサマー・イングリッシュ・キャンプなどを通じて、
英語力及び地域力を高める機会を提供。

区内在住の小学5,6年生　45名 目標は達成できたが、2年続け
て、定員50名程度に達するた
めに2次募集まで実施する必
要が生じた。

28年度は適正な定員になるよ
う見直しを行うとともに、参加し
たくなるちらしづくりを委託内
容に含めた。

【2‐1‐2】
区内在住の中学生7名を対象に、夏休み等の期
間を利用して、ホームステイやボランティア活動
などの海外留学体験（約３週間）を通じて、地域
への愛着を高めるとともに、グローバル感覚を
養う機会を提供。

区内在住の中学生7名

【2‐1‐1】
区内在住の高校生20名程度を対象に、夏休み
等の期間を利用して、区内の魅力的な企業や事
業所との交流体験等を通じて、将来を見据えた
広い視野と多様な価値観を養うとともに、企業市
民の地域力を向上する機会を提供。

①26.7%
②26.0%
③28.9%

東
住
吉
区



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①26.7%
②26.0%
③28.9%

【2‐1‐6】
《早期発見》
・発達障がい（疑い）等子育てのしづらさを持つ
親子を、Mチャット等を使用した問診票により１歳
６か月児健診（16回/年）、３歳児健診（16回/
年）、心理相談（12回/年）等で選定。

《早期療育》
・子どもとの遊び方を学ぶ「すくすく教室」の実施
（12回/年）
・子育てのコツを学ぶ「親育てのプログラム（２歳
児用・４歳児用プログラム）」を実施（２歳児用‥
６回/年、４歳児用‥３回/年）
・友達づくりや子育ての悩みなどを共有できる
「交流の場」の構築及び地域で孤立しない相談
対応の実施（３回/年）

・すくすく教室　12回実施（4～3月）
・2歳児プログラム　5回実施（8・9・11・1・3月）　のべ
112人参加
・4歳児プログラム　2回実施（10・2月）　のべ32人参
加
・交流の場　3回実施（7・11・3月）　のべ50人参加

参加者の満足度は高いが、参
加した母親から、学んだことを
家庭で実践する場合、父親の
賛同が得られず、上手く家庭
で実践できないという声があ
る。
次年度は、試行的に父親も対
象にした子育て力アップの講
座を開催する。

【3‐1‐2】
１）人材（リーダー）の育成
①「はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成
講座」の開催
　・自分の健康、地域を元気にする意識啓発と
技術取得のための講座開催（年１回、８回コース
500名受講）
２）リーダー活動の拡充
①「はつらつ脳活性化元気アップ講座」の開催
　・リーダーが中心となり、各地域で健康づくりか
ら認知症予防の講座開催。
②多世代交流の実施
　・高齢者や認知症に対する理解を深め、地域
支援のしくみづくりの一手法として、社協、包括、
学校医、キャラバンメイトとリーダーが連携し、小
学５年生に、講話や語り部、昔の遊びの体験学
習を実施（１～２校）。

１）人材育成
　・はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講座
８回コースを１クール開催
　・リーダーのフォローアップ研修３回コースを１クー
ル開催
　・認知症キッズサポーター養成講座１回開催(12
月)
２）リーダー活動
　・地域での健康講座は１４地域中１２か所で開催
（月１回程度）

キッズサポーターの育成に今
年度はモデル的に取り組ん
だ。満足度は高いものであっ
たが、こどもの参加数は少な
かった。
子ども、その親が参加できるよ
うに、学校やPTAへのアプロー
チを今後、行っていく。

子育てOHえんフェスタの認知
度をさらに高めるため、さらな
る啓発活動と事業内容の充実
が必要である。
・チラシの配架を5000部から
7000部に増。（ポスターは200
部から100部に変更）
・区内の全保育園・保育所・幼
稚園・認定こども園小規模保
育の定員の枚数を配布し周知
を行う。
・乳幼児健診（3か月・1歳児
半・3歳児健診）・妊婦健診にも
配架。2階保健福祉課の窓
口、キッズコーナー等でも配布
し参加奨励を図る。
・赤ちゃんコーナーの充実のた
めに安全に遊べるマットを調
達する。
・健康づくりの保健師と連携を
図り身体測定コーナーや相談
コーナーを新設する。
・ミニステージの充実（警察署・
消防署等の行政機関や音楽
演奏者等）の参加者を呼びか
ける。

【2-1-5】
区内の子育て支援関係機関等との協働による
子育て関連施策の展開及び情報提供
・東住吉区子育てＯＨえんフェスタ開催（年１回）
・ＯＨえん情報誌の作成、配布（毎月）
・区内幼稚園・保育園・保育所職員との学習会
（年１回）
・乳幼児健診時に、子育てOHえん情報案内板
の配布や区社協配信の子育てＯＨえんメールの
周知など、タイムリーな情報提供を行い、子育て
支援サービスの利用を促進。

・東住吉区子育てOHえんフェスタ参加人数552人
（昨年より28％増）
・ＯＨえん情報誌を増刷、区内65か所で配架（毎月
約2,000部）

東
住
吉
区



成果指標

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

誰もが参加できるスポーツや
体育レクリエーションの普及が
十分でない。
地域団体等と協働し、誰もが
参加できるスポーツ大会やイ
ベントの開催 を検討している。

区役所の情報発信の入口で
ある区ホームページのトップ
ページのアクセス数が伸び悩
んでいる。
「東住吉区子育て応援ナビ」と
いうサイトを立ち上げ、手続き
や制度などの子育てに関する
行政情報を整理したほか、離
乳食や子育てにやさしいお店
などの情報を発信することで、
若年層により情報が届くような
取組を行う。

一定の回収数は確保できてい
るが、比較的高齢の方からの
回収数が多く、若い方からの
回収数が少ない。
若い方からの回収数を増やす
ため、28年度から回収方法を
紙のほか、ＷＥＢでも可能とす
る。

区の特性や地域事情に応じて
ニーズを的確に把握し、広報
紙やＳＮＳなどターゲットに合
わせた広報媒体を活用するほ
か、広報紙の配架場所を増や
すなど区民が区政情報を手に
する機会を増やし、さらなる積
極的な情報発信を図る。

時間の制約などもあり、区政
会議では十分に活発な議論が
行えていないことから、議案や
テーマの出し方などを工夫す
る。

・無作為抽出した区民3,000人に対するモニター
調査の実施（年２回）
・ご意見箱の設置
・世代別アンケートの実施（年２回）

・区民モニター調査の有効回答数
　第１回　平成27年７月３日～７月31日：721名
　第２回　平成28年１月4日～１月24日：463名
・ご意見箱の設置
　区役所　８箇所、出張所　１箇所　計157件
・世代別アンケートの有効回答数
　高齢者層　平成27年10月21・29・30日：345名
　子育て層　平成27年12月３・４・10・17・18・24日：
317名

区民モニター等の集計結果や
区政会議のご意見などを施策
に反映していくとともに、区民
サービスが的確に届けられる
よう、区の広報紙やホーム
ページなどを活用して、情報発
信を強化していく必要がある。

①26.7%
②26.0%
③28.9%

西
成
区

①34.5%
②33.0%
③26.8%

【様式３　取組項目５】
区広報紙、区ホームページだけではなく、SNSを
活用し積極的な情報発信を行う。
多くの人が訪れる区役所ロビーを活用し、区の
特色ある取組みなどの現状の情報を発信する。
区広報紙をより多くの方に届けるため、より分か
りやすい紙面づくりを行うとともに区内イベント等
で区広報紙の宣伝活動を行う。

・区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。
　①全体会議　3回程度
　②専門部会　適宜

・区制90周年記念誌の発行
・広報紙の発行（毎月発行）
・フェイスブック投稿数（155回/年）
・区民ロビーを活用した展示の実施（5回/年）
・転入者に向けて広報紙の宣伝活動の実施（5,600
件/年）

・区政会議の開催状況
　①全体会議：3回開催
　②情報発信部会：1回

平
野
区

①26.9%
②26.6%
③27.4%

【5‐1‐1】
・27年度に立ち上げ予定の東住吉区タウンデザ
イン協議会（仮称）との連携による、広報ＰＲの
強化。
・区職員に対する広報研修（キャッチーな文章の
作成や動画作成に関する知識の習得など）の開
催（年１回以上）。
・区広報紙の発行、充実（必要に応じた増ページ
の発行など）（年12回）。
・広報サポーター制度による、市関連施設以外
の広報紙の配架場所の新規開拓（10箇所以
上）。
・区周辺の主要駅への広報紙の配架開拓の検
討。
・区長が地域の企業や団体を訪問し、区の広報
媒体を使用して地域の魅力を発信（年1回以
上）。
【5‐1‐2】
・無作為抽出した区民1,500名に対するアンケー
ト調査の実施（年4回）。
・ご意見箱の設置。
・インターネットアンケートなど区民からの意見や
要望を伺うシステム構築に向けた検討。

【4‐4‐1】
・区南部市有未利用地の有効活用による、子ど
もから高齢者の方まで気軽にスポーツができる
フィールドの提供（4月～）。
・区内にあるスポーツ関連施設や地域団体等と
連携し、区内のスポーツ大会開催時の広報支
援、こどもからお年寄りまで幅広い世代の区民
がよりいっそうスポーツを楽しむことができるきっ
かけづくりを実施。
・区内にホームスタジアムを有するセレッソ大阪
との連携。

・写真を中心とした広報紙への紙面改革
・広報サポーターの新規開拓18件
・区長の企業訪問（区広報紙1月号掲載）
・区の広報媒体(区広報紙、区ホームページ、区ツ
イッター)の相互リンク

区民アンケート調査の有効回収数
第１回　平成27年9月1日～9月18日：513名
第２回　平成27年11月4日～11月18日：550名
第３回　平成27年12月11日～12月25日：518名

・東住吉矢田総合スポーツグラウンド（スマイルス
ポーツ東住吉）開設
・セレッソ大阪との連携（H27：区民優待デー1回、区
民デー1回、区民フェスティバル1回）
・スポーツ大会の後援（6件）

東
住
吉
区



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

めざす姿(将来像)　
（１）区における住民主体の自治の実現

　各区において、多様な区民の意見やニーズを適切にとらえ、それらを踏まえた説明責任が果たされるよう区政に関する情報
が区民全体に着実に届けられるとともに、施策や事務事業の企画･計画の段階から評価の段階に至る全てのプロセスにおいて
区民の参画を得ながら、区の特性や地域実情に即した区政が運営される区民主体の自治の実現をめざします。

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

・区民から意見、要望を聴き、
区政運営に反映させる仕組み
は整っているが、アンケートで
の高評価につながっていな
い。
・成果指標の目標数値を達成
するため、継続した取り組み
が必要である。

都
島
区

【5-1-1】
区民モニターを対象に、区政に関する意見や地
域ニーズを把握するため、アンケート調査を実
施するとともに結果を事業に反映させる。
・区民モニターアンケート調査：4回実施
・区政運営の進捗管理（いわゆる格付け調査）
にかかるアンケート：1回実施

２７年度(モニター登録者アンケート)：３回、回答率
平均８４．０％（格付け調査アンケート（市民局実
施））：１回

課題
漸減していっているアンケート
回答率の維持・向上（27年度
1回：88.1％、2回：84.6％、3
回：79.2％）
改善策
アンケート依頼時に、アンケー
トの活用事例を紹介し、アン
ケートの有用性を伝える。

①26.6%
②18.1%

【4-1-1】
区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。
・全体会議　3回程度
・専門部会　適宜

・全体会議　3回（6月・10月・3月）
・専門部会　4回（12月・3月×2部会）

・任期最後の会議で、各委員
からふりかえりとして会議運営
へのご意見・評価を頂いた。
テーマを絞った、集中的な議
論が必要との意見も頂いた。
・委員から頂いたご意見なども
踏まえ、より掘り下げた議論が
出来るよう、10月から新たに福
祉と教育の専門部会を設置し
た。

福
島
区

①34.9%
②25.5%

北
区

①27.1%
②15.9%

・区政会議において区政に関する意見聴取を行
う。
・区民アンケートの実施

・区政会議4回開催
・区民アンケート実施
・各事業、イベントの担当課が独自に参加者へのア
ンケートや満足度の調査を行い、次年度以降の取り
組みに活かすこととした。



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

（課題）
業績目標を上回る結果を得る
ことはできた。しかしながら、12
月開催予定の区政会議は、結
果として見送ることとなり、年2
回の開催に留まった。
（改善策）
多様な区民ニーズを的確に把
握するため、時宜に応じて年3
回以上開催するよう努める。

・区政会議の開催　２回
・区政会議開催後、配布資料及び議事録をホーム
ページ等で情報発信２回

・区政会議の開催
（全体会議：7月、10月）
（部会：9月　3回）

－

【5-1-2】
　「区長に届け　みんなの声、そして小さな声」と
して、区役所各フロア・区民センター等区内5施
設内の計10か所にご意見箱を設置するほか、
区内各駅も含め11施設内計20か所に配架して、
局所管事業も含めた区政に対する区民の意見
を広く聴取し、意見やニーズを事業に反映させ
る。さらに、ご意見に対する回答を区ホームペー
ジや庁内の掲示板に随時掲出する。

ご意見箱設置フロアの見直しがあったが、その他は
計画通り

課題
認知度の低さ
改善策
広報紙やＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）による発信を強
化し、認知度の向上を図る

【5-1-3】
区民が、区政における様々な課題について意見
を述べたり、区政に関する評価を行う「区政会
議」を開催し、委員の意見を事業に反映する。な
お、必要に応じて部会（分科会）を開催し、テー
マごとの検討も行う。
・区政会議の開催回数：全体会議　4回、 部会2
回×2部会

全体会議　3回

此
花
区

①32.9%
②21.8%

・区政会議において課題を提案し、これに対する
区民意見やニーズを聴取し、施策・事業の実施
や次年度の予算に反映していく。

課題
より活発な議論ができる会議
にする。
改善策
議事内容について、十分に事
前周知する。

福
島
区

①34.9%
②25.5%

中
央
区

①24.5%
②17.9%

【5-1-1】
地域実情に応じた施策・事業を、多様な区民と
の対話により推進するとともに、区民からの評価
に基づきＰＤCAサイクルを着実に実施する。ま
た、区政会議に関わる効果的な情報発信や区
間における情報共有を促進する。
・区政会議の開催　3回以上
・議事録や資料等の速やかで効果的な情報発
信　3回以上



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

①31.1%
②24.0%

区政会議委員が平成27年10
月で改選されたことや、当日配
付となった資料が多く、会議で
の意見が出にくかったと考えら
れる。
資料の事前配付を徹底すると
ともに、内容をわかりやすくす
ることで、意見を多く頂けるよう
に工夫する

【4-2-1】
・地域活動協議会からの推薦委員等により構成
される西区区政会議を2回以上開催する。
・会議でいただいた意見を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等に活かすとともに、意見
に対する区の考えや運営方針への反映状況
を、広く区民に知ってもらうため、ホームページ
等へ掲出する。

・区政会議３回開催（各回とも、会議でいただいた意
見への区の考え方・回答を取りまとめて委員に送付
し、ホームページで要旨を公開するとともに、運営方
針や予算、当年度の施策等に活かした。）
・区の具体的な取組みを委員にご理解いただき、会
議における活発な意見交換を期するため、事業説
明会を開催（6/24防災、3/24情報発信）

【4-2-2】
・無作為抽出による区民へのアンケートを３回以
上実施し、アンケート結果はホームページ等で
公表する。
・区民の方からいただいた意見等に対する区の
対応や考え方について、広く情報発信できてい
ないことから、主なご意見等への対応について、
庁内掲示やホームページへの掲載を行い、区民
からのご意見の「見える化」を進める。
・区長が区内で様々な活動を行っている団体等
を訪問し、直接区民の方々と話し合い、多様な
意見やニーズを把握し区政に反映する。

・区民モニターアンケート　３回実施
・区民モニターアンケートの「見える化」　５回実施
・区長「ぶらっと訪問」　２回実施

平成27年度区政会議開催実績
全体会・３部会とも年４回開催

【様式3　取組項目2】
平成27年4月～平成28年3月
区政会議（全体会議　4回、部会3部会×5回程
度）

平成27年度区政会議開催実績
全体会・３部会とも年４回開催

　区民の意見等が反映された
取り組みや、区政を評価しても
らうための仕組みの情報が区
民に十分届いていない。

　区民の様々な意見や要望を
区政運営に反映するよう努め
ていると思う区民の割合は増
加しており、引き続き取り組み
内容を精査しながら積極的な
広報に取り組む。

①24.1%
②17.9%

【1-1-2】
・コミュニティの育成や活性化を図るため、港区
で活動するさまざまな団体やグループ、区民の
企画段階からの参画を促し、各種イベントや講
座を企画・開催するとともに、開催結果を情報発
信する。多くの区民が企画段階から参加できる
イベントや講座の開催：年４回以上

・区民がイベントを企画するワーキング部会を4部会
組織。
　 ｺﾐｭﾆﾃｨ促進事業部会：29団体・個人
　 ｽﾎﾟｰﾂ推進事業部会：13団体・個人
　 文化振興事業部会：15団体
　 子どもの健全育成事業部会：15団体・個人
・区民が企画段階から参加できるイベント実施回
数：11回

【6-1-2】
区民モニターアンケートを実施するほか、市民
の声、みなと改善箱に加えて、区長による出張
型意見交換会、フェイスブック、ツイッターなどに
より多様な区民の意見やニーズを的確に把握し
区政に反映する。
より多くの意見を把握するため、港区の区民、港
区へ通勤・通学されている方（モニター登録数：
1,000名）を対象としてアンケート調査を実施す
る。

区民モニターアンケートの実施：３回（11、1、2月実
施）
市民の声、みなと改善箱、フェイスブック、ツイッター
による区民からの意見やニーズの把握：通年実施

港
区

西
区

【6-1-3】
地域活動協議会の代表者や公募の区民等によ
る「区政会議」において、区の施策や事業につい
ての意見や評価をいただく。
平成27年4月～平成28年3月
区政会議（全体会議　4回、部会3部会×5回程
度）



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【1-1-3】
区政運営にかかる意見や評価をいただくため
に、区役所職員から構成される区民の声集約
チーム～あなたの声をつなげ隊～のメンバーが
中心となって、意見聴取を行う。区民と直接対話
を行うことで、区民モニター（区政評価員）でも捕
捉できない区政への関心の薄い、サイレント・マ
ジョリティの意見やニーズを的確かつ着実に把
握する。
　集約テーマ数　2テーマ以上

集約テーマ数　8テーマ

【1-1-1】
区政会議を、区政有識者会議と区政戦略会議と
に二分し、さらに議論を活発化させ、区政会議に
おける意見・評価を、区運営方針及び区におい
て実施される本市事務事業に反映させる。
　 区政会議の開催　3回

【課題】
会議の活性化を図りつつ、より
効率的な運営が必要。
【改善策】
区政に関する知識・理解を深
めていただくため、区政情報を
定期的にお知らせするほか、
テーマ別ワークショップ形式で
の討議の導入など、運営上の
工夫を講じることにより、審議
の効率化を図る。

意見の反映が不十分であると
いうことが、成果指標により示
されている。
今後、ラウンドテーブルの実施
とその内容を確実に区民へ伝
え、区民の意見が反映してい
ることを示していくよう広報を
行う

①30.3%
②21.0%

【1-1-2】
区民モニターを区政評価員と位置づけ、区の施
策・事業に対する、多くの多様な区民の意見や
ニーズ、施策・事業の成果・評価などに関する情
報を収集・分析し、施策・事業の企画・立案から
実施など全般に渡る意思決定に役立てるため
に、調査を実施する。
　・調査回数　2回(別途、格付け1回)
　・調査対象者数
　　区実施（2回）
　　初回　1,500名(無作為抽出)　  2回目は初回
回答者
　　市民局実施(格付け1回)　 1,500名（無作為抽
出）

・区実施２回　モニター数
1回目　1,500名（345名回答)
2回目 　373名（238名回答）
・市民局実施１回 　モニター数　 1,500名（566名回
答）

【課題】
昼間時間帯での意見聴取とな
るため聴取対象者の属性（性
別、年齢層）が偏りがちであ
る。
【改善策】
区民まつり、地域イベント等の
場を活用しながら、休日にも意
見聴取を行うことにより聴取対
象者の偏りを緩和、幅広く区
民意見を聴取する。

【課題】
区民意見の区政への反映状
況の“見える化”を意識した情
報発信が不十分である。
【改善策】
引き続き、広報紙の紙面の充
実や新規配架先の開拓に取り
組む他、“見える化”を念頭
に、「区民の声の反映事例」
を、広報紙やＨＰ、広報板等を
活用しながら、よりわかりやす
い情報発信に取り組む。

【課題】
回答率向上に向けた工夫が必
要。
【改善策】
調査期間を可能な限り延長す
るなどの見直しを行う。

区政会議の開催　2回

天
王
寺
区

【1-1-4】
区広報紙、ホームページ、フェイスブック、イベン
ト等様々な媒体、機会を活用し、区長自らも施
策・事業について説明するとともに、区民意見・
評価を把握する。
とりわけ、多くの区民に読まれている区広報紙
については、引き続き「区民に親しまれ、読んで
もらえる広報紙」とするべく取り組む。また、多く
の方に情報を届けるため、配架先を増やす。
　　新規配架先開拓　随時

年度上期に新規配架先を開拓

大
正
区

①38.9%
②24.5%

【様式3　取組項目6】
・郵送及びホームページを利用したアンケート調
査（2回）
・区政会議の開催（2回以上）
・主要なテーマごとのラウンドテーブル（少人数
での円卓会議）の開催（8回以上）

区政会議の開催（3回）
ラウンドテーブルの開催（4テーマで開催）
区民モニターアンケートの実施（2回）



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【6-1-1】
・区政運営等について区民の意見を十分に聴取
し、事業や施策に反映させるため区政会議を開
催する。（3回以上）
・必要に応じてテーマ別の部会を開催し、意見や
評価を事業や施策に反映させる。

―

区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にある。改善と
して、　区民モニターアンケート
において、ネット回答利用の促
進や回答しやすい設問設定を
行うなど手法を工夫する。

区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にある。改善と
して、　区民モニターアンケート
において、ネット回答利用の促
進や回答しやすい設問設定を
行うなど手法を工夫する。

―

①26.7%
②21.0%

①27.0%
②19.3%

【2-1-3】
・有識者・区民代表など多方面の分野から選出
された委員により、活発で専門的な内容の会議
を開催：8回
・区政に関する意見を聞き、議論の内容を区政
に反映

・区政会議を平成27年度第1回【8月10日開催】、第2
回【12月1日開催】、第3回【2月19日開催】、計3回開
催。
・防犯防災環境部会、まちづくり賑わい部会、健康
福祉教育部会各部会ともに2回づつ、計6回開催。

【6-1-2】
・「区民モニター」、「皆さまからの声」などから、
区民ニーズを的確に把握する。住民サービスに
関わる各担当局署と綿密に情報共有し、より良
い
住民サービスに繋がるよう、区政へ反映させる。
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：
年6回

・「区民モニター」、「皆さまからの声」を住民サービ
スに関わる各担当局署と綿密に情報共有し、区政
へ反映させた：3件
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：年6
回

・区政会議：10回開催
・区政会議が必要と感じる区政会議委員の割合：
73.9％

【2-2-2】
・区民ニーズの把握と客観的評価を得るため、
区民へのアンケート調査等を実施
　・区民モニターアンケート調査：年4回
　・さまざまなイベントの開催時にアンケート調査
を実施：年6回
　・区長タウンミーティング：年6回

・区長タウンミーティング：7回、延べ参加者81名
・区民モニターアンケート：4回
・イベント参加者へのアンケート：3回

浪
速
区

西
淀
川
区



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【5-3-1】
地域の実情や課題を区役所の施策に反映する
ため地域活動協議会より推薦された委員や公
募で応募した委員で構成する区政会議を開催
し、区政に対する意見や評価を受ける。
本会開催　3回以上
区政会議の結果などを区ホームページ等で公
表するとともに、区政会議の効果を広報紙など
で区民に周知する。開催結果の公表などは開催
回数に応じて実施

平成27年度　本会3回、部会7回、意見交換会（公
開）2回、学習会など8回

区政会議などを通じ企画段階
から区民の意見をいただき、
区政に反映、実施後の事業に
ついて評価をいただいている
が、一般の区民には認知度が
低い。また区政会議などでい
ただいた意見が区政に反映で
きているかについて明確に示
すことができておらず、実感を
得られにくい。
区政会議の運営については今
後も継続して実施する。しか
し、運営について改善し、委員
の話し合いを重ね意見を醸成
し具体的な事業案として提案
してもらうことをめざしていく。
また区政会議で話し合った内
容を地域に随時周知し、広報
紙に掲載するなど、情報発信
にも力を注いでいく。

・職員間ではPDCAサイクルへ
の意識はある程度共有されて
いる。
・一方で、区政会議の内容が
区政に反映されていると感じる
委員の割合は3割程度に留
まっている。今後は、会議での
意見への対応のプロセスを、
より分かりやすく提示していく
工夫が必要である。

【様式3　取組項目9】
・自己評価や内部評価に加え、区政会議、区民
モニターによる評価を活用したマネジメントサイ
クルを推進する。

区民モニターアンケート　2回実施
車座会議　実績なし

【5-1-3】
　淀川区区政会議の資料を事前に配布するな
ど、議論の充実を図るとともに、区民の評価を適
宜適切に反映する。
・区政会議の開催　4回以上（部会を含む）

・区政会議開催回数：全体会議4回、3部会各1回
・区政会議委員説明会を開催（2回）

・アンケート及び車座会議が有
効と感じていない方が3割弱あ
り、より多くの方に有効と感じ
てもらうことが課題である。

・アンケート方法をモニターか
ら1,500人の無作為抽出に変
更し広く意見を募るよう改善す
る。
・車座会議という枠組を区長と
区民が気軽に対話できるよう
な場にするなどいろいろな方
策を考える。

・区政会議での議論を更に充
実させる必要がある。
・区民の意見を区政運営に反
映する仕組みである区政会議
について、広く区民に周知する
必要がある。

・区政運営についてわかりや
すい説明につとめ、充実した
議論につなげていく。
・区民に区政会議を広く周知
するため、会議の内容や成果
を定期的に広報する。

東
淀
川
区

①26.7%
②15.8%

淀
川
区

①23.1%
②17.6%

・「市政改革に関する職員アンケート」において、「Ｐ
ＤＣＡサイクルを意識して事業や業務にに取り組ん
でいる」と答えた職員の割合77.5%
・区政会議委員へのアンケート（3月実施）で「区政
会議での内容が区政に反映されていると感じる」と
回答した割合：31.8%

【5-1-1】
　区民のニーズや行政への評価を把握するた
め、区民モニター約250人に対してアンケートを
実施する。
　区長が区民と直接に会って意見聴取を行う場
として車座会議を開催し、収集した情報を区の
運営方針や事業改善へ反映させる。
・区民モニターアンケート：年2回以上実施
・車座会議：12回程度開催



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

生
野
区

①27.6%
②21.5%

東
成
区

アンケート結果が区政に活か
されていることを区民に実感し
てもらう必要がある。また、多
様な意見やニーズを把握する
ためには、より多くの区民から
意見をもらうことが必要であ
り、アンケートの実施方法の見
直しが課題であることから、ア
ンケートがどのように区政に反
映されるのかを解説するなど、
わかりやすい広報に努める。
また、アンケート依頼者数を3
倍以上の1,500人に増やすこと
で、より多くの区民から意見を
聴取する。

取組実績では予定を上回る回
数を実施し、広報紙やホーム
ページによる広報に取り組ん
だが、目標の達成には至らな
かった。開催されていることを
知ってもらうだけでなく、会議
の内容にまで関心を持っても
らう必要があることから、区民
により関心を持ってもらえるよ
うに、会議内容をわかりやすく
解説するなど、情報発信の充
実に努める。

①32.1%
②22.7%

【5-1-1】
・区民の意見や要望などを把握し、区民が区政
運営に参画し、評価する仕組みとして、区政会
議を開催する。
・全体会議2回、部会6回

【5-1-2】
・区民の声を区政に反映するため、区長や職員
が地域で開催される会議や事業へ参加し、また
場を設け、アンケート調査等の実施を通じて、区
民の区政に対する多様な意見や評価を把握す
る。
・区民モニターアンケートの実施：3回
・タウンミーティング等の開催・参加：30回
・各地域や各種団体等の会議、事業等への参
加：132回

・区民モニターアンケート実施：3回
・区長が直接地域などに出向き、区民の意見を聞く
場を設けた回数：76回
・各校下への会議等参加実績：132回以上

・全体会議の開催：3回
・3部会の開催：各3回（計9回）

【4-1-1】
区政に関してご意見や評価をいただくため、地
域活動協議会から推薦された方や公募により選
定された方など多様な委員から構成される区政
会議（全体会議）を開催する。また、さらに詳細
なご意見や評価をいただくことを目的に「安全・
安心なまちづくり部会」「魅力あるまちづくり部
会」を開催する。
＜開催回数＞
・区政会議（全体会議）年３回
・部会（２部会）各２回、計４回

全体会議４回、部会８回（４部会を各２回）開催

平成27年5月25日第１回全体会
7月9日第２回全体会
平成27年10月より２部会から４部会に再編成
（安全・安心部会、高齢者部会、子育て部会、まち
の魅力部会）
10月28日第３回全体会・第１回各部会（計４回）
平成28年2月2日、3日、8日、18日第２回各部会（計
4回）
2月23日第４回全体会

【4-1-2】
区における施策や事業等区政について、国籍に
かかわらず区内に住民登録のある方から無作
為に抽出した方を対象に、「生野区民アンケー
ト」（状況に応じて最大2回実施、最低1回実施）
を行い、年間で合計1,500人の区民の方の意見
集約を行う。
また、「各区に共通する区政運営に関する事項
についてのアンケート」も大阪市全体で実施す
る。

平成27年12月～平成28年1月に無作為抽出の区民
1,500人に対し、「生野区民アンケート調査」を１回実
施し、意見集約を行った。

【課題】
区政会議の議論の活性化

【改善策】
委員によるよりきめ細かい議
論を図るため、部会を2部会か
ら4部会に再編成したところで
あり、必要に応じてより専門的
な委員の勉強の機会を設ける
など、区の取組に対するより一
層の区民参画を図っていく。

【課題】
区民アンケートの回答率の向
上
【改善策】
無作為抽出による区民アン
ケートは、区民の意見把握に
は重要であることから、今後は
より多くの方に回答してもらえ
るように、アンケートの工夫を
行なっていく。



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

生
野
区

①27.6%
②21.5%

①26.4%
②16.4%

【4‐2‐1】
・区政会議を効果的に運営　　区政会議本会（年
3回）、３部会（年2回）
・区長との「ふるさとーく」の実施　　随時

・区政会議　本会３回、（７月、10月、２月）、部会（２
月）
・「ふるさとーく」　２回（10月、３月）

【課題】
「ふるさとーく」については、認
知度が5.9%から、14.4%と向上
しているものの、どちらの取組
についても20歳代・60歳以上
に比べて、30～50歳代の認知
度が低く、世代間のばらつき
がある。
【改善策】
区政会議については引き続
き、区広報誌を活用して随時
会議報告等を掲載するととも
に、ツイッターからのリンクや
かわら版の発行など、情報発
信の工夫、強化に取り組む。

【4‐2‐2】
・区民モニター（年2回）、無作為抽出によるアン
ケート（年2回）、コスモスメール（ご意見箱）、市
民の声によるニーズ把握
・区民ニーズや意見を正確に把握し、区政運営
に反映
・区運営方針が広く区民に届くよう、情報伝達の
方法を工夫する

・区民モニター2回、無作為抽出によるアンケート2
回（うち１回市民局実施）
・城東区オリジナル様式の区運営方針を作成し、内
容をわかりやすく周知

【課題】
アンケート結果では、他の年
齢層に比べ40歳代の認知度
が低く、9.3％にとどまってい
る。幅広い年代への働きかけ
が課題である。
【改善策】
引き続き、城東区版の運営方
針を作成し、グラフや写真等を
配置し、見やすい冊子作成を
行うとともに、カラー版の配架
など情報発信の工夫を行って
いきたい。

【4-1-3】
事業実施ごとのアンケート収集と分析を徹底す
るとともに、簡易なインターネットによるアンケー
トも活用し、区民のみなさんの視点を取り入れた
事業運営を図る。
　・事業別アンケートの実施と分析　法律相談
月3回×12月＝36回　など
　・インターネットアンケート
　　区ホームページや区広報紙など　常時

・法律相談アンケート　37回実施（日曜法律相談含
む）
・インターネットアンケート　区ホームページや区広
報紙掲載　常時

【課題】
区民の意見把握の機会

【改善策】
機会をとらえて区民の意見収
集を行い、その分析から得ら
れた結果を区政に反映する。

・旭区役所では、区政会議を
はじめ、多種・多様な方法で区
民の方の意見を聴取し、数多
くのご意見をいただいている。
それを受けて事務改善や施策
実施を積極的に行なってい
る。しかしながら、そのことが
区民の方に十分伝わっていな
い。

・多種・多様なご意見のもとに
取り組んだ実績を正確に伝え
るため事例を紹介し、区の取
組みが十分に伝わるようPRを
強化する。

【4-1-1】
区政会議を開催し、区民の意見を区役所の施策
や事務事業に反映することで協働による区政運
営をめざす。
　・全体会議　3回、部会　6回
区政会議で取り扱われた意見や提言などの成
果について、区ホームページ等に公表するほ
か、インターネット区政会議を継続する。

区政会議　全体会議3回、部会6回開催

【4-1-3】
・区民モニターの実施（年間3回、回収率75％）
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置する。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの
庁内掲示板と区ホームページに掲載する。市民
の声を投稿する際、写真を添付できるようにす
る。

・区民モニターの実施（年間3回、回収率72.7%)
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fと３F
の庁内掲示板に掲載。市民の声を投稿する際、写
真を添付できるようにした。

城
東
区

旭
区 ①28.5%

②19.1%



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

区政会議委員によるフリーディ
スカッションを実施し、委員間、
委員・区役所間のコミュニケー
ションの向上を図るとともに、
発言しやすい雰囲気の醸成に
努めた。
区政会議でいただいたご意見
について、区政への反映を
図ったが、今後、区民へのより
積極的な周知に努める。
また、イベント等の際にはアン
ケートを収集しており、さらに
区政に活かすよう努める。

【5‐1‐1】
幅広く区民の意見やニーズを把握するとともに、
区の施策や事業などについて、区民の客観的な
評価を得るなど、施策立案にかかる基礎データ
を収集するためにアンケートを実施します。
・区民アンケート調査の実施（年2回）

・平成28年1月末から2月初めにかけて、アンケート
を実施（1回）

鶴
見
区

①35.1%
②24.4%

阿
倍
野
区

①31.3%
②20.7%

区政への区民意見の反映に向け、区政会議を
開催
・全体会　　　　　　4回開催
・部会　　　　延べ11回開催

区政会議での意見の区政への反映　　15件

【5-1-2】
区役所において、区民の日常生活に関する相
談や要望を受け付け、局、事業所などと連携し、
迅速かつ適切に対応します。
市民の声・ご意見箱：随時
弁護士による法律相談：月2回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相
談：月1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月1回
税務相談・不動産相談・行政相談：月1回
就労相談：毎週金曜

市民の声：148件　ご意見箱：45件　（2月末時点）
弁護士による法律相談：月2回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相談：月
1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月1回
税務相談・不動産相談・行政相談：月1回（税務相談
のみ２・３月休止）
就労相談：毎週金曜

【5‐1‐3】
区政におけるさまざまな課題について意見を述
べたり区政に関する評価を行う区政会議を運営
します。
・全体会及び各部会の開催：各3回程度

全体会：3回開催（6月30日、9月29日、1月21日）
各部会（2部会）：各2回開催（7月27日、8月25日、8
月26日、9月14日）

【課題】
平成26年度より無作為抽出調
査による調査に変更し調査を
実施しています。
しかしながら回収率が低迷し
ている現状にあります。
【改善策】
区民のみなさまが回答しやす
い工夫を行います。

【課題】
区民が相談を希望する際に、
適切に情報収集できるよう各
種相談会の詳細な内容につい
て情報発信を行う必要があり
ます。
【改善策】
今後は、各種相談について、
広報紙やホームページ、ツイッ
ターなどを活用し、効果的な情
報発信に努めます。

【課題】
区政会議での意見を区政運営
や事業に反映し、実施してい
るものの、区民の認知が低い
現状にあります。
【改善策】
広報紙やホームページなどに
より区政会議での意見や仕組
みなどわかりやすく周知しま
す。



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【6‐2‐1】
○区内の基礎自治に関する施策や事業に対し、
区民から評価や意見をいただくための会議等を
開催し、区政運営や事務事業に反映する。

・区政会議の開催（5回）

住
之
江
区

①30.8%
②21.4%

【5‐1‐1】
・区政会議全体会(3回程度)・部会(随時)を引き
続き開催し、区政の課題などについて議論して
いただく。いただいたご意見や評価については、
施策への反映度を平成26年度実績よりも向上さ
せる。
・区政会議についての区民認知度を向上させる
ため、区政会議の開催・議論や提案・区政への
意見反映の状況等について、HP及び区広報紙
等での周知を行う。

全体会を３回開催、各部会合計11回開催 区政会議の運営においては、
会議での意見を予算や事業に
反映し、評価を得ているが、そ
の周知不足により認知度が低
いため、より効果的な情報発
信を図っていく。

区政会議や市民の声等で頂
いた意見を施策に反映させた
事例があるにも関わらず、そ
の取組が区民に十分伝わって
いない。
広報紙等の各種広報媒体で
取組状況を積極的に伝達して
いく。

①32.1%
②21.9%

【6‐2‐3】
○「声なき声」など把握しにくいものも含めた多
様な区民ニーズや意見・評価を的確に把握し、
施策や事業に反映する仕組みとして、インター
ネット等を活用した効果的な区民意識調査を実
施する。
・インターネット等を活用した区民意識調査（4
回）
・区政サポーターによる意見交換会（2回）
・区広報紙、ホームページによる広報（5回）

・インターネット等を活用した区民意識調査（5回）
・区政サポーターによる意見交換会（1回）
・区広報紙、ホームページによる広報（6回）

―

―

＜課題＞
・アイデアのみ公募し、区役所
主体で事業を継続していくやり
かたは、職員の実施体制的に
厳しい。
・提案者自ら主体的に実施す
る募集方式では、アイデアの
応募数が少なく規模も限られ
てしまう。
＜改善策＞
・継続可能な仕組み構築に向
け、具体的な実施方法等の変
更を行う。

住
吉
区

・区政会議の開催：5回

【6‐2‐2】
○区民が「自己決定・自己責任」のもと区政に参
画する仕組みとして、区民から公募したアイデア
を、区民の代表である区政会議委員が選考し、
選考したアイデアを精査・検討のうえ、次年度事
業・予算に反映していく。
・アイデアの公募（1回）
    一般の部（区民）⇒政策アイデア
    子どもの部（区内小学6年生）⇒将来のわが
まちをテーマにした作文
・区政会議委員による選考会の開催（1回）
・区広報紙、ホームページ、ツイッターによる広
報（2回）

・アイデアの公募（1回）
・区政会議委員による選考会の開催（1回）
・区広報紙、ホームページ、ツイッターによる広報（２
回）
・広報板での周知

【5‐1‐2】
・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを
引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（９回）
・区民モニターアンケートの実施（4回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置



成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

㋑　区民の参画と協働による区政運営

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

西
成
区

①30.0%
②21.8%

・区政に関する意見や地域ニーズを把握するた
め、区民モニターアンケート調査を実施

・区民モニターアンケート実施

課題
区民モニター回答数は、前年
度と比べて増加しているが目
標値に達成しなかったことか
ら、情報発信のさらなる周知が
必要である。
改善策
広報紙やＳＮＳなどを含めた多
様な媒体を活用して積極的な
情報発信を図っていく。

・区政会議の議論等をとりまとめ、区のホーム
ページ等を活用して情報発信した。
・区政会議で提案された意見については、可能
な限り迅速に対応を検討し、内容に応じて区政
に反映した。（年６回）。

・区政会議　全体会３回（７月・１０月・２月）、３部会
各１回（７月）
・意見の検討及び反映（随時）　４６件

区政会議において、委員の意
見をより引き出し、充実した意
見交換を行えるよう、小グルー
プ形式の意見交換会を開催し
た。しかしながら、委員対象の
アンケートで、グループを分野
ごとに分けることへの希望が
多数あったことから、防災・防
犯、保健・福祉、地域活性化、
子育て・子育ちの分野でグ
ループ分けを行う。

東
住
吉
区

①25.3%
②17.8%

【5‐2‐1】
・区政会議の意義等の周知を区民に対し積極的
に行うとともに、区政会議でなされた議論等を区
の広報媒体を活用して情報発信し、区民から意
見をもらう機会を設ける（年２回）。
・区政会議をより一層有効活用するための、各
課の事業担当者と区政会議委員との意見交換
会の実施（年２回）。
・区政会議で受けた提言を実現するための、有
識者や区内の関係機関等で構成される「東住吉
区タウンデザイン協議会（仮称）」の立ち上げ（4
～翌3月）。
・区内の行政機関等との連絡調整を円滑にし、
東住吉区におけるすべての施策の有機的連鎖
性を促進するための取組を進める。

・区政会議　本会議3回（6月・9月・12月）、2部会2回
（8月・9月）
・東住吉タウンデザインアドバイザー会議　4回（4
月・5月・7月・10月）
・行政連絡調整会議　6回（4月・6月・8月・10月・12
月・2月）

区政会議委員は一部の区民
の参画にのみ限られ、区政に
どう反映されているのかが見
えにくい。
28年4月の区広報紙で、28年
度の事業と区政会議委員の意
見の関連性を示した。
ミニ区政会議のような場を28
年度に設け、その場に委員も
主体的に参画することで、区
政会議の認知度を高めるとと
もに、区政への参画の幅を広
げることができる。

平
野
区

①22.5%
②17.1%



71.4%

・「市民の声」対応日数の短縮
化など、関係機関と連携して
広聴機能の強化に努めてきた
が、一層、多様化する区民
ニーズへの対応が必要であ
る。
・行政書士相談のナイター・日
曜実施など、各種相談を強化
するとともに、行政連絡調整会
議構成団体との連携を一層強
化し、身近な総合行政の拠点
としての機能向上に努める。
（区運営方針補足）

区民から寄せられる相談や要望を受け付け、関
係局等への連絡や指示を行う。
・広聴・各種相談事業の実施
・行政連絡調整会議等の開催

・広聴・各種相談事業の実施　通年
・行政連絡調整会議等の開催　15回

78.8%

【5-4-1】
　市民目線に立った親切・丁寧な対応が徹
底されるよう外部講師による接遇研修を全
職員対象として１回実施し、職員一人ひと
りの意識改革、接遇スキルの向上を図る。
　また、元気アップサポーターを中心に改
善事案を検討し、自主的・自発的な創意工
夫を促して実施を進めることで、窓口対応
の質の向上に取り組む。

・外部講師による接遇研修を実施
・職場活性化委員会（旧元気アップサポー
ター）を中心に窓口案内表示を改善

・窓口案内表示を来庁者の目
線でわかりやすく改善している
が、新たな業務等に対応する
ため、常に改良を加える必要
がある。
・自治体トップレベルのサービ
スを実現するために、職員の
接遇力を一層向上させる必要
がある。

・「区長に届け」等のご意見に
より、表示物を見直す。
・接遇研修を実施して、職員の
接遇力を向上させる。

此
花
区

63.2%

・区民からの相談内容を把握し、速やかに必要
な情報を提供できるよう「本市施策や他課業務
の基本的な知識の習得」、「ICTを活用した情報
検索のスキルの向上」を目的とした人材育成研
修を実施する。

・窓口案内にipadを導入し、区民から寄せられる
様々な問い合わせに対応

―

福
島
区

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

北
区 75.0%

【4-1-1】
・区政運営や実施した事務事業について、区民
アンケート（年1回、無作為抽出の区民1,500人を
対象）の実施

・区民アンケート実施（11月、1,500人中553人から回
答）　回収率36.9％

・現状、成果目標の数値に達
していないが、今後も引き続
き、取り組みを継続する。

都
島
区

（２）区民に身近な総合行政の拠点としての区役所づくり
めざす姿(将来像)　
　区役所が、区民に身近な総合行政の拠点として、信頼されるものであることをめざします。

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

55.8%

　職場活性化PTでキーワードによる担当と電話
番号案内を平成27年度版に改正し、「こんなと
き」の問合せ・相談やくらしの便利帳、民生委員
児童委員担当区域表（保健福祉課）とともに職
員間で情報共有し、電話や来庁者からの問合せ
に対応している。
　また、窓口サービス課において、区役所周辺
等地図や届出別の手続き案内を配布している。

・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によるア
イデアの受付（随時）
 アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
 アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

（課題）
「市民の声」に加えて、区独自
で実施している「ゆめまるくん
のアイデアＢＯＸ（ボックス）」に
対する認知度が低い。
（改善策）
「ゆめまるくんのアイデアＢＯＸ
（ボックス）」の認知度を高める
ためホームページ等により情
報発信していく。

中
央
区

西
区

港
区 70.5%

今後より一層、多様な区民の
意見・ニーズの把握に努め、
区内の実情や特性に即した施
策・事業を総合的に展開する
よう努める。また、具体的な取
組や成果について可視化して
わかりやすく積極的に発信す
るなど、区民の信頼・満足・納
得を得ることができる区役所
づくりを進める。

大
正
区

70.6%

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
ちに沿った接遇の実施。窓口混雑時における応
援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
○窓口サービスに関するアンケートの実施（1
回）
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁
の取組の広報紙への周知（毎月）
○人事異動職員等に対する「大正区サービス
アップマニュアル」の配布・啓発や市民の声など
による苦情に対する職員への改善指導・周知の
実施（随時）
○接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組の広報紙への周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○保険年金担当窓口のハイカウンターをローカウン
ターに変更

成果指標に比べ、若干低い状
況となっている。
今後、接遇研修や職員への改
善指導を着実に行い、成果指
標の達成に向け、職員一人一
人の意識を向上させていく。

【6-2-1】
日常生活に関する様々な相談や要望を来庁･郵
便、電話やインターネットなどにより受け付け、
関係局と連携して適切に対応する。また、画像
投稿サイトを用いた地域課題の解決等、ＩＣＴ（情
報通信技術）を活用して双方向のコミュニティを
活性化させる。来庁･郵便、電話やインターネット
等による受付：随時

来庁・郵便、電話やインターネット等による受付：随
時

　職場活性化PTでキーワードによる担当と電話番
号案内を平成27年度版に改正し、「こんなとき」の問
合せ・相談やくらしの便利帳、民生委員児童委員担
当区域表（保健福祉課）とともに職員間で情報共有
し、電話や来庁者からの問合せに対応している。
　また、窓口サービス課において、区役所周辺等地
図や届出別の手続き案内を配布している。

・現状、成果目標の数値に達
していないが、今後も引き続
き、取り組みを継続する。

70.6%

【5-1-2】
多様な区民ニーズを的確に把握するとともに、イ
ンターフェイス機能を発揮することにより、所管
局における適切な対応を推進する。また、区民
ニーズ等に関わる効果的な情報発信や総合窓
口として相談者等に適切な情報を提供し、必要
に応じて状況のフィードバックを行う。
・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によ
るアイデアの受付（随時）　アイデアの対応状況
をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回　アンケー
トの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

天
王
寺
区

浪
速
区

62.1%

【6-2-2】
・来庁・電話・インターネット等で寄せられる日常
生活の中でのさまざまな相談に対し、各関係局
等と連携して迅速に対応する。
・行政連絡調整会議の開催：年12回

・来庁・電話・インターネット等で寄せられる日常生
活の中でのさまざまな相談に対し、各関係局等と連
携して迅速に対応した。（全件）・行政連絡調整会議
（小会議含）の開催（12回）

―

72.9%

【1-2-1】
・つなげ隊やICT等を通じて区に寄せられた区民
の意見・要望に対して、所管局において適切に
対応すべき事項については、速やかに所管局に
伝達するとともに、各局事業所が参加する行政
連絡調整会議において情報共有を行い、連携し
て課題解決に取り組む。　年4回開催

行政連絡調整会議の開催　1回
【課題】
速やかに課題を解決するため
には、行政連絡調整会議の開
催を待つまでもなく構成メン
バー（各行政機関等）と緊密に
連絡、連携を図る必要があ
る。
【改善策】
あらゆる課題に対して区役所
が総合窓口となるため、構成メ
ンバー（各行政機関等）に関連
する事案については、速やか
に伝達し、連携して課題解決
に取り組む。

【2-1-5】
○来庁者アンケートを実施：年1回
○民間委託業者との窓口サービスに関する検
討会を行い、受付から発行までの時間短縮や待
ち時間を感じさせない工夫等、来庁者の満足度
が向上する会議を開催：年6回

・窓口来庁者アンケートで９割超の満足度
・朝礼や課会議、民間委託事業者との会議などで
情報共有、事務連絡等の確認、意見交換、注意喚
起などを行い、日常業務において親切丁寧な窓口
対応等を行った。
・案内表示等を改善し、分かりやすい案内とした。
・住民情報窓口カウンターに 「荷物置き棚」 を設
置、保険年金窓口カウンターにプライバシーの確保
のための 「仕切板」を設置するなど、利便性の向上
を図った。
・１Fフロアにおいて七夕やクリスマスなどの季節感
のある飾りつけなどにより手続きの待ち時間の快適
さを図った。

・契約期間満了に伴い、民間
委託事業者が変わったことに
より窓口での待ち時間が増加
した。改善策として、委託事業
者に対し、事務量に応じた経
験者投入等の適正配置につ
いて要請を行い事務の正確性
を向上させ、迅速化を図る。
・民間委託により職員の事務
に対する知識やノウハウが損
なわれ、将来に向けて事務を
継承する際の不安が残る。今
後、職員の知識レベルや業務
ノウハウが損なわれることがな
い様に、必要に応じて業務委
託範囲の見直し等を検討す
る。

73.0%

西
淀
川
区



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

淀
川
区

60.6%

【5-1-2】
　市民の声において、適切な所管部署への伝達
を行い、規定の処理期限内（受付日翌日から原
則14日以内）に回答するよう区役所がマネジメ
ントすることで市政の総合窓口としての適切な役
割を果たす。また、上記取組を含め、総合窓口と
して行った実績の周知を行う。
・適切な所管部署への伝達が受付日から2開庁
日内にできなかった案件：年間10件以内
・総合窓口としての実績を「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」に
より周知：年間5回以上

・適切な所管部署への伝達が受付日から２開庁日
以内にできなかった案件　7件
・「YODO-REPO」に市民の声の対応　年間6回掲載

・マニュアルどおりに市民の声
を担当に引き継ぐだけでは総
合窓口の役割を果たしている
と判断されていない。

・「YODO-REPO」では計画通
りの広報を行ったがアピール
が足りない。

・広聴力を上げることで区民
ニーズを的確にとらえ、適切な
案内を行う。情報収集につと
め総合窓口としての機能を充
実させる。

・「YODO-REPO」に加え、「よ
どマガ！」でも総合窓口の実
績紹介を行う。

西
淀
川
区

73.0%

・市民の声
　区政、市政に関する意見、要望等をインター
ネット、電話、ファックス、投書、来訪等で受け、
申出人に回答するとともに、その要旨及び本市
の考え方をホームページ等で原則、公表する。

・ご意見箱
　区役所内にご意見箱を設置し、区政、市政に
関する意見、要望を受け付け、その要旨及び本
市の考え方を掲示板等で原則、公表する。

・市民の声　74件（年間）
・ご意見箱　102件（年間）

多様な世代や生活スタイルに
合わせ、これまで以上に様々
な手段を用いて意見や要望を
把握し、区政、市政に反映させ
る必要がある。
改善として、地域の集会所等
にも区役所への要望や意見が
記載できる用紙を設置し、より
区民が気軽に要望や意見を届
けられる仕組みをつくる。また
インターネットや携帯端末でも
気軽に市政、区政に対する意
見、要望を伝える手段がある
ことを広報板等を活用し広く区
民に周知する。

63.0%

・広聴相談機能を強化するとと
もに、関係機関との連携を深
める必要がある。
広聴相談機能を強化するとと
もに、更に関係機関との連携
を深め、必要な部署において
適切な対応が実施できる仕組
みを構築していく。

・区民から信頼される自律した
職員づくり。
組織目標をより明確にし、その
目標を達成するため、自ら提
案・実行できる自律した職員を
育てるための新たな研修を実
施する。

【2-1-3】
平成27年４月より施行される生活困窮者自立支
援法に基づき自立相談支援事業を開始する。実
施に当たっては平成26年１月より行ったモデル
事業の経験やネットワークを継承し、区役所内を
含めた関係部署と連携、生活困窮者が自立でき
るよう取組みを進める。
庁内・庁外のネットワーク会議の開催年3回以
上。

・生活困窮者を支えるための相談支援事業を実施。
　相談件数　H26.1～12月418件、H27.1～12月450
件
・庁内外の団体が連携するための「東淀川区地域
ネットワーク会議準備会」（4回）、「東淀川区生活困
窮者サポートネット連絡会」（１回）を開催。事例の検
討などを行った。

【5-3-2】
東淀川区における市政・区政に対する課題につ
いて、関係部署に情報を伝えることで、区役所
が区内関係事業所と連携するため、行政連絡
調整会議を開催する。
　行政連絡調整会議　　 　　  年１０回
　行政連絡調整会議小会議　年　９回

行政連絡調整会議を12回、行政連絡調整会議小会
議を10回開催した。

広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッターな
どで随時告知を行った。
平成28年1月より社会労務士相談を開始した。

【5-2-3】
各種相談において、経営相談については毎月の
広報紙掲載、１階窓口のデジタルサイネージ広
告で随時告知を行い、相談件数の増加を図る。
　税務相談については、毎週１回実施し、広報
紙掲載で区民に周知を行い、相談件数の増加
を図る。

東
淀
川
区



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

63.0%

・広聴相談機能を強化するとと
もに、関係機関との連携を深
める必要がある。
広聴相談機能を強化するとと
もに、更に関係機関との連携
を深め、必要な部署において
適切な対応が実施できる仕組
みを構築していく。

・区民から信頼される自律した
職員づくり。
組織目標をより明確にし、その
目標を達成するため、自ら提
案・実行できる自律した職員を
育てるための新たな研修を実
施する。

生
野
区

72.3%

区役所にご来庁いただいた方を、適切にご案内
するため、区役所１階に総合案内を設置すると
ともに、庁内にフロアマネージャーを配置する。
また、市民の方のお問い合せに対し、職員全て
が迅速かつ正確に対応できるよう、問い合わせ
の多い内容を50音順にまとめた電話番号簿「お
仕事がんばっＴＥＬ」の最新年度版へ更新し、職
員に配布し、活用する。

・区役所１階に総合案内を設置するとともに、庁内
にフロアマネージャーを配置した。
・電話番号簿「お仕事がんばっＴＥＬ」の年度更新を
行い、職員に配布し、各種お問い合わせ等に活用し
た。

【課題】
区民からの多様なお問い合わ
せへの、より適切な対応
【改善策】
・区民へのご案内、お問い合
わせ、ご要望についてフロアマ
ネージャー等と、定例的な打ち
合わせを通じて情報・知識を
共有するとともに、各フロア窓
口の繁忙状況に応じて日々相
互に連携して円滑で的確な対
応を行う。
・「お仕事がんばっＴＥＬ」につ
いて、区民からの多様なお問
い合わせに対して職員がより
正確・迅速に対応できるよう、
掲載内容の充実・工夫を図る
とともに、新年度版への更新
時期の第2四半期への前倒し
を行う。

75.6%

【5-1-2】
・区民の声を区政に反映するため、区長や職員
が地域で開催される会議や事業へ参加し、また
場を設け、アンケート調査等の実施を通じて、区
民の区政に対する多様な意見や評価を把握す
る。
　・区民モニターアンケートの実施：3回
　・タウンミーティング等の開催・参加：30回
　・各地域や各種団体等の会議、事業等への参
加：132回

区民モニターや事業参加者の満足度：73.1％ アンケート結果が区政に活か
されていることを区民に実感し
てもらう必要がある。また、多
様な意見やニーズを把握する
ためには、より多くの区民から
意見をもらうことが必要であ
り、アンケートの実施方法の見
直しが課題であることから、ア
ンケートがどのように区政に反
映されるのかを解説するなど、
わかりやすい広報に努める。
また、アンケート依頼者数を3
倍以上の1,500人に増やすこと
で、より多くの区民から意見を
聴取する。

東
成
区

【6-3-1】
人材育成ＰＴを中心に、「東淀川区職員力向上
基本プラン」を充実し、各取組みを実施する。
　区民から信頼される自律的な職員づくりを進
め、職員の知識や技能の向上を図るとともに、
仕事へのやりがい増進を図るため、各種研修を
実施する。
１．ＯＪＴ・組織風土改善研修（新任・転入した係
長級以上の全職員、中堅職員）  ２回
２．業務マニュアル作成スキル向上研修（主担
者、庶務担当係長等）　１回
３．クレーム対応研修（主担者、庶務担当係長
等）　１回
４．区長によるパーソナルコーチングの実施（若
手～中堅職員）１回
５.コンピテンシーモデルによる人材育成（若手～
中堅職員）

取組内容どおり

東
淀
川
区



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

旭
区

城
東
区

73.3%

【4-1-4】
・全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力
向上のため、外部講師による研修を実施する。
（年1回）

・全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力向上
のため、外部講師による研修を１回実施。
・職員の接遇能力のスキルアップのため１回３０分
程度の窓口案内体験（コンシェルジュ研修）を実施。

―

69.8%

日常生活に関する様々な相談や要望について、
区役所職員のスキルを向上させるとともに、関
係局と連携して適切に対応する。

日常生活に関する様々な相談や要望について、区
役所職員のスキルを向上させるとともに、関係局と
連携して適切に対応した。

「ベベクロファイル」を活用し、引き続き質の高い
サービスを提供した。

取組は順調に推移していると
考えており、、引き続き取り組
みを行なう。
・なお、電話・窓口対応のさら
なる品質向上のため、各課長
のマネジメントのもと、職員の
意識とスキルを高める
・また、電話の取次ぎや他部
署を案内する際の言葉づかい
についてマニュアル化し、気持
ちよい対応を行なう。

76.8%

【3-3-1】
・街頭犯罪7手口のうち、特に犯罪発生件数が
多い自転車盗・車上ねらいの対策を始めとして、
ひったくりや強制わいせつ事案対策について、
犯罪発生箇所を重点とした防犯巡回パトロール
を行う。
・警察と連携し、ひったくり防止カバーの取り付
け、防犯出前講座を引き続き実施し、区民の防
犯意識の向上を図る。
・子どもの安全確保を目的とした小学校下校時
間帯における防犯巡回パトロールを強化する。
・平成26年度に街頭犯罪多発地域に設置した防
犯カメラの効果検証を行い、設置箇所の犯罪発
生に減少傾向が見られるなど効果が認められ
れば、平成28年度の防犯カメラ設置に向けた調
整を行う。
・防犯巡回パトロールや啓発活動中にも区民の
方々に積極的に声かけを行い、その中で判明し
たまちの危ないポイントについては防犯巡回パ
トロールに反映させるとともに、聞き取られた相
談や要望、意見は適切に関係課・機関に引き継
ぐなどインターフェイス機能についても、さらに強
化を図っていく。

・防犯巡回パトロール（自転車盗対策として駅前や
市営住宅、小学校下校時間帯における通学路、区
民からの要望に応じたまちの危ないポイント等）の
実施
・警察と連携したひったくり防止ｶﾊﾞｰ取付けｷｬﾝﾍﾟｰ
ﾝ（23回）・防犯出前講座（22回）の実施
・防犯カメラ設置に向けた平成28年度予算の確保

【課題】
・業績目標の「以前より安心で
きる」80%の目標は達成できな
かったが、街頭犯罪数につい
ては、27年度は前年度比△
17.8%（自転車盗は△13.7%）と
なっていることから、取組の効
果が現われていると考えら
れ、他の防犯の取組と連携し
た取組を検討する必要があ
る。

【改善策】
・他の防犯の取組と連携して
効果的に実施する。

鶴
見
区

64.5%

阿
倍
野
区

65.8%

【5-1-2】
区役所において、区民の日常生活に関する相
談や要望を受け付け、局、事業所などと連携し、
迅速かつ適切に対応します。
市民の声・ご意見箱：随時
弁護士による法律相談：月2回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相
談：月1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月1回
税務相談・不動産相談・行政相談：月1回
就労相談：毎週金曜

市民の声：148件　ご意見箱：45件　（2月末時点）
弁護士による法律相談：月2回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相談：月
1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月1回
税務相談・不動産相談・行政相談：月1回（税務相談
のみ２・３月休止）
就労相談：毎週金曜

【課題】
区民が相談を希望する際に、
適切に情報収集できるよう各
種相談会の詳細な内容につい
て情報発信を行う必要があり
ます。
【改善策】
今後は、各種相談について、
広報紙やホームページ、ツイッ
ターなどを活用し、効果的な情
報発信に努めます。

市民からの各種お問い合わせに迅速に対応す
るため区役所版ＦＡＱを作成

作成したＦＡＱについて庁内ポータルへ掲載し職員
への情報提供

今後も、FAQを随時更新す
ることにより、的確な市民
対応に努めていく。

住
之
江
区



区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

○住吉区行政ネットワーク会議の運営（関係行
政機関調整機能の充実）

・区役所が区内行政の総合拠点として機能する
よう関係行政機関においてさらに適切に対応さ
れる仕組みづくりのために、各行政機関の情報
交換及び様々な行政課題に対する意見交換の
場として、住吉区行政ネットワーク会議を開催す
る。

・第１回住吉区行政ネットワーク会議（5月20日）

・第２回住吉区行政ネットワーク会議（7月23日）

・第３回住吉区行政ネットワーク会議（12月16日）

・第４回住吉区行政ネットワーク会議（3月16日）

※関係所属（住吉区役所、住吉警察署、消防局、財
政局、建設局、環境局、健康局、水道局、大阪市立
大学）

―
住
吉
区

60.3%

西
成
区

70.4%

東
住
吉
区

76.4%

平
野
区

72.0%

・区役所が来庁・電話・郵便・インターネット等に
より区民から寄せられる、日常生活に関する
様々な相談・要望等を総合的に受け付け、個々
の事案に応じて、関係局に連絡、指示を行う等、
適切かつ迅速な対応を行う。
・市政・区政に対する課題について、関係部署に
情報を伝えることで、区役所が区内関係事業所
と連携するため、行政連絡調整会議を開催す
る。
　行政連絡調整会議　　 　　  年10回
　行政連絡調整会議小会議　年6回

・来庁・電話・郵便・インターネットによる相談・要望
等受付：随時
・行政連絡調整会議を10回、行政連絡調整会議小
会議を6回開催した。

・現状としては、成果目標の数
値に達していないことから、今
後も継続して引き続き取組む。

【5-1-2】
・無作為抽出した区民1,500名に対するアンケー
ト調査の実施（年4回）。
・ご意見箱の設置。
・インターネットアンケートなど区民からの意見や
要望を伺うシステム構築に向けた検討。

区民アンケート調査の有効回収数
第１回　平成27年9月1日～9月18日：513名
第２回　平成27年11月4日～11月18日：550名
第３回　平成27年12月11日～12月25日：518名

一定の回収数は確保できてい
るが、比較的高齢の方からの
回収数が多く、若い方からの
回収数が少ない。
若い方からの回収数を増やす
ため、28年度から回収方法を
紙のほか、WEBでも可能とす
る。

・区役所へ区民から寄せられる相談や質問、要
望などに対し、縦割りや振り合いにならないよ
う、各関係局等と連携して的確かつ迅速に対応
する。
・行政連絡調整会議（４回）・行政実務者連絡会
議（４回）の開催：計８回/年

・市民の声として寄せられる様々な相談等に対し、
各関係局等と連携して的確かつ迅速に対応した。
（501件）
・平野区では、市民の声として寄せられる様々な相
談等に対して、区として回答するもの以外について
も、改善策や他の手法の検討を行うなど、事例研究
を行った。
・行政連絡調整会議・行政実務者連絡会議の開催
（計８回/年）

職員が区民ニーズを把握する
ことの大切さから、政策企画室
がピックアップする「市民の声
の概要」について、平野区の
事例を各課に情報提供を行う
など、区民から寄せられるご意
見の共有化を図っていく。



　区役所が区民をはじめ来庁者にとって快適で満足できる場所となるとともに、区役所業務の運営について、区民の視点から
見て納得してもらえるものとなることをめざします。

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

（３）区民が満足・納得できる区役所運営
めざす姿(将来像)　

【5-4-3】
来庁者への案内サービス向上をめざし、引き続
き窓口サービス部門にフロアマネージャーを配
置し、適切な窓口案内や申請書等の記載要領
の説明を行い、来庁者がスムーズに快適に事務
手続きを行える体制を整える。

引き続き窓口サービス部門にフロアマネージャーを
配置し、適切な窓口案内や申請書等の記載要領の
説明を行い、来庁者がスムーズに快適に事務手続
きを行える体制を整え、また、2月からは窓口案内
員も申請書の記載説明業務が出来る体制を整え
た。

　来庁者への案内サービスや
窓口での応対が良いと区民が
感じる割合が増えるよう、引き
続きフロアマネージャーを配置
するとともに窓口案内員の業
務を見直し、窓口サービス部
門の体制を強化する。

北
区

①　75.6%
②　3.1点

【4-2-1】
・住民情報業務委託事業者との連携によるサー
ビス提供
・日常的な業務改善運動の継続実施（各担当職
員が年間平均2件以上提案）
・来庁する市民の幅広いニーズ（手話・外国語
等）に対応
【4-2-2】
・「北区役所職員力向上基本方針」に基づき庁
舎周辺の清掃（週3回）、外部講師による接遇研
修（1回以上）など各種取組の実行

・コンビニでの証明書等交付実績984件
・接遇研修実施：1回
・住民情報業務委託業者との定期打合せ（毎月実
施）
・総合窓口（広聴担当）、戸籍登録課、保険年金課
及び住民情報業務委託業者による打合せ（計8回
実施）
・庁舎周辺清掃実施：週3回

・区役所全体として区民サービ
スが向上しており、区民からの
評価も上昇しているが、目標
の3,5点以上を達成するために
は、職員全体の意識改革が必
要である。
・窓口での接客対応を行う特
定の課だけでなく、区役所全
体として統一的な取り組みや
情報の共有を進める。

都
島
区

福
島
区

①　77.7%
②　3.5点

【5-4-1】
　市民目線に立った親切・丁寧な対応が徹底さ
れるよう外部講師による接遇研修を全職員対象
として１回実施し、職員一人ひとりの意識改革、
接遇スキルの向上を図る。
　また、元気アップサポーターを中心に改善事案
を検討し、自主的・自発的な創意工夫を促して
実施を進めることで、窓口対応の質の向上に取
り組む。

・外部講師による接遇研修を実施
・職場活性化委員会（旧元気アップサポーター）を中
心に窓口案内表示を改善

　
　自治体トップレベルのサービ
スを実現するため、引き続き
外部講師による接遇研修を実
施して全職員の接遇スキルを
高める。

①　77.9%
②　3.4点

・評価は上昇しているが、目標
達成には、区民が実感する一
層のサービス向上が必要であ
る。
・お客様アンケートをはじめ、
区民からの客観的な評価を接
遇研修に効果的に活かし、職
員のスキルアップ向上を図る。
（区運営方針補足）

【4-2-2】
職員の接遇スキルアップの向上を図る。
・外部講師による接遇研修の実施　1回

・外部講師による接遇研修　1回（2～3月）
（28年1月実施のお客様アンケート結果を研修内容
に反映）



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

此
花
区

①　72.7%
②　3.0点

・庁舎案内の改善を引き続き行うとともに、接遇
のスキルアップのための人材育成研修を実施す
る。
・窓口サービス業務などの委託業者に対し、接
遇のスキルアップを図るよう指導する。

・新規窓口開設時期に案内表示の更新
・職員のスキル向上に向けた外部専門家による接
遇研修の実施
・区役所玄関にデジタルサイネージによる庁舎案内
システムを導入
・窓口案内にipadを導入し、区民から寄せられる
様々な問い合わせに対応（再掲）
・窓口サービス業務などの委託業者に対する接遇
のスキルアップ指導の有無：有（１７回開催）
・窓口業務におけるサービス向上
（生活支援担当：受付カウンターに仕切りを設置、記
載台の設置、中の職員を呼び出すベルの設置

―

中
央
区

西
区

・住民情報担当窓口においてサービス改善によ
る市民満足度の向上を図るため、ＰＤＣＡサイク
ルにより各種取組みの進捗管理を行っている

・窓口サービス課における目標管理項目として、
格付け星２個を目指した取組みを実施

・受託事業者との意見交換、待合スペースの一部レ
イアウト変更等により、処理時間の短縮や待合時間
の快適性の向上に努めた。
・過去の格付けサービスでの指摘事項および職場
での改善取組み策の共有（月１啓発回覧等）

・年間４回の満足度アンケートにおいて、いずれも８
０％以上の満足度を得た。
・保険年金担当へ調査が入った結果、３．６点（☆２
つ）を達成

・マイナンバー制度の導入によ
り新たな確認業務等が加わっ
た結果、処理時間が増大して
いる。また、来客数の増加も待
ち時間増大の一因となってい
る。一方、業務スペースの狭
隘さは限界に達しており、人員
増も見込めないため、処理時
間の短縮は望めず、満足度維
持には大きな障害となってい
る。

・庁舎内に滞留しない待ち時
間消化への誘導策等の検討
（おおよその待ち時間表示な
ど）

①　80.2%
②　3.3点

①　77.9%
②　3.7点

【5-2-1】
窓口サービスの向上のため、民間委託業者を
含めた職員間の連携や情報共有を推進する。
・フロアマネージャー連絡票の活用
・フロアマネージャー打合せ会の開催　12回
・市民アンケートの実施　1回
・窓口サービス課業務検討委員会の開催　6回
・市民サービス向上委員会の開催　月2回
・証明書発行業務等の民間委託業者との連携
・住民情報業務等窓口にかかる情報交換会の
開催　月1回以上

・フロアマネージャー連絡票の活用
・フロアマネージャー打合せ会の開催　11回
・市民アンケートの実施　1回
・窓口サービス課業務検討委員会の開催　2回
・市民サービス向上委員会の開催　月2回
・住民情報業務等窓口にかかる情報交換会の開催
12回
・来庁者等サービス向上研修の実施

【課題】
当区役所における窓口サービ
スについては、民間事業者の
覆面調査において２つ星3.7点
と高い評価を得ている。しかし
ながら、無作為抽出した区民
に対するアンケートでは、
77.9%と僅かに80%には達して
いない。
【改善策】
今後も引き続き継続した取り
組みを粘り強く行うとともに、
民間事業者の覆面調査の評
価のみならず、区民全体での
高い評価を得られるよう、さら
なる取り組みの強化を図って
いく。



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

【課題】
来庁者の満足度を向上させる
ものであるか継続した検討が
必要。
【改善策】
ソフト面・ハード面とも来庁者
の声を継続して把握しつつ、
他区・他都市の取組も参考に
しながら各種の改善に取り組
む。

【6-2-1】
・毎月、第４週を計測週と定め各工程毎の所要
時間の測定を行う。
・委託業者と毎月定例会議をする。
・来庁者アンケートの実施

①　71.0%
②　3.2点

・毎月、第4週を基本として各工程ごとの所要時間
の測定を行った。
・委託業者と毎月定例会議を実施した。
・来庁者アンケートを実施した。(平成27年6月・9月・
12月、平成28年2月) ―

港
区

更に区民が快適で利用しやす
い区役所となるよう、各課代表
による窓口サービス向上委員
会の議論をより活性化して取
り組む。

大
正
区

①　76.9%
②　3.2点

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
ちに沿った接遇の実施。窓口混雑時における応
援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
○窓口サービスに関するアンケートの実施（1
回）
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁
の取組の広報紙への周知（毎月）
○人事異動職員等に対する「大正区サービス
アップマニュアル」の配布・啓発や市民の声など
による苦情に対する職員への改善指導・周知の
実施（随時）
○接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組の広報紙への周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○保険年金担当窓口のハイカウンターをローカウン
ターに変更

成果指標に比べ、若干低い状
況となっている。
今後、接遇研修や職員への改
善指導を着実に行い、成果指
標の達成に向け、職員一人一
人の意識を向上させていく。

①　81.2%
②　3.4点

【6-2-3】
職員による提案や来庁者アンケート・みなと改善
箱に寄せられた区民の意見を踏まえ、区役所
サービスの向上に向けた取組みを推進する。
来庁者アンケート：1回

窓口サービス向上委員会での検討を踏まえ、接遇
研修及び庁内表示の改善を実施した。

浪
速
区

天
王
寺
区

①　77.4%
②　3.3点

【1-3-2】
来庁者の快適度を向上させる取組を推進してい
く。
　接遇に関する窓口アンケートの実施　1回以上
　接遇研修の実施　3回以上
　区民意見をふまえた設備等の改修　　随時

接遇に関する窓口アンケートの実施　2回
接遇研修の実施　6回
各階のフロアカラーを多用した庁舎内案内表示の
設置
エレベーター内に防災キャビネットチェアーを設置
タッチパネル方式庁舎案内表示を設置
各階トイレ照明ＬＥＤ化



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

・各職員が日々意識してどの
ように接遇をしたらいいか具体
的方法の提案・浸透が行えて
いない。

・職員によって窓口対応(言葉
づかい、あいさつの仕方)に差
があり、全員にホスピタリティ
の意識が浸透していなかっ
た。

・各職員が具体的でわかりや
すく日々実績できるものにする
ためリサーチ業者などから把
握した改善策を実践する。

・職員ひとりひとりへの意識を
深めるよう課長マネジメントで
丁寧な言葉づかい、時宜を得
たあいさつができるように指導
を行う。

・案内表示については、調査
の指摘事項をふまえ、窓口に
スムーズにたどり着けるよう、
さらに改善を実施する。

①　78.2%
②　3.0点

【2-1-5】
○来庁者アンケートを実施：年1回○民間委託
業者との窓口サービスに関する検討会を行い、
受付から発行までの時間短縮や待ち時間を感じ
させない工夫等、来庁者の満足度が向上する会
議を開催：年6回

・窓口来庁者アンケートで９割超の満足度
・朝礼や課会議、民間委託事業者との会議などで
情報共有、事務連絡等の確認、意見交換、注意喚
起などを行い、日常業務において親切丁寧な窓口
対応等を行った。
・案内表示等を改善し、分かりやすい案内とした。
・住民情報窓口カウンターに 「荷物置き棚」 を設
置、保険年金窓口カウンターにプライバシーの確保
のための 「仕切板」を設置するなど、利便性の向上
を図った。
・１Fフロアにおいて七夕やクリスマスなどの季節感
のある飾りつけなどにより手続きの待ち時間の快適
さを図った。

・契約期間満了に伴い、民間
委託事業者が変わったことに
より窓口での待ち時間が増加
した。改善策として、委託事業
者に対し、事務量に応じた経
験者投入等の適正配置につ
いて要請を行い事務の正確性
を向上させ、迅速化を図る。
・民間委託により職員の事務
に対する知識やノウハウが損
なわれ、将来に向けて事務を
継承する際の不安が残る。今
後、職員の知識レベルや業務
ノウハウが損なわれることがな
い様に、必要に応じて業務委
託範囲の見直し等を検討す
る。

西
淀
川
区

淀
川
区

①　78.4%
②　3.0点

【5-3-1】
　各課において、窓口ミシュラン調査結果、来庁
者アンケート調査結果、チェックリストを用いるな
どして、窓口ミシュランの星二つ以上の目標レベ
ルに達しているか、年3回以上、確認・分析す
る。目標レべルに達していないと判断した場合、
必要な取組み内容を決定して実践する。
　窓口サービス向上ＰＴにおいては、各課の分析
結果及び取組み状況について確認する。

・前年度に作成した接遇セルフチェックシートを市民
局共通ポータルサイトにも掲載し、職員への浸透を
図った。
・区役所内の案内表示板を各階において新規に作
成し、来庁者が目的の窓口までスムーズにいくこと
ができるように改善を施した。



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

接遇研修資料の回覧
待合フロアのレイアウト（１回）
発券機の位置変更及び案内表示の見直し
クリスマスシーズンに折り紙での飾りつけ

【6-1-1】
受託者との定例打合せにおいて、サービス向
上、事務改善、待合環境等のテーマを区分し掘
り下げて検討する。（定例会は月1回以上）
個別課題の検討結果について、受託側・委託側
双方の全職員へのフィードバックを行うととも
に、全職員の意見・アイデアを積極的に集約す
る。

受託者との定例打合せ（月1回）定例打合せの確認
事項等を朝礼などで周知（随時）

【6-2-1】
出生届及び婚姻届を提出の方に区役所としてお
祝いの気持ちを込めて記念品を贈呈
職員と区民の協働で作成するアートを婚姻届の
際の写真撮影場所として提供することにより、人
生の記念日をより一層盛り上げ、市民に心地よ
い待ち時間を過ごしてもらう
えほんコーナーの設置及び活用（出張所）

ウェディングボード及び記念撮影用ボードの作成・
活用（常時）
出生・婚姻届提出者への記念品贈呈（１枚の届書
につき１つ）
えほんコーナーのえほん入れ替え（２回）

【6-1-2】
待合フロアのレイアウト（年1回）、案内板等の変
更（年1回）、手続きの流れをフロー化したメモを
交付番号とともに市民に渡し、自分の手続きの
状況（何を待っているのか）（どこに次いけばよ
いのか）を伝える。
接遇研修の実施（年1回）
快適な庁舎づくり（庁舎飾りつけ、わかりやすい
表示など）（年4回）東

淀
川
区

①　66.8%
②　3.2点

・待ち時間を削減し区民が短
時間でスムーズにサービスを
受けられるようにする必要が
あるが、サービスカウンターな
ど区役所以外で受けられる証
明書発行などについての区民
の認知度が低い。
積極的に情報発信に努めるこ
とで認知度を高め、来庁者の
利便性向上をはかっていく。

・区民から信頼される自律した
職員づくり。組織目標をより明
確にし、その目標を達成する
ため、自ら提案・実行できる自
律した職員を育てるための新
たな研修を実施する。



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

【6-3-1】
人材育成ＰＴを中心に、「東淀川区職員力向上
基本プラン」を充実し、各取組みを実施する。
　区民から信頼される自律的な職員づくりを進
め、職員の知識や技能の向上を図るとともに、
仕事へのやりがい増進を図るため、各種研修を
実施する。
１．ＯＪＴ・組織風土改善研修（新任・転入した係
長級以上の全職員、中堅職員）  ２回
２．業務マニュアル作成スキル向上研修（主担
者、庶務担当係長等）　１回
３．クレーム対応研修（主担者、庶務担当係長
等）　１回
４．区長によるパーソナルコーチングの実施（若
手～中堅職員）１回
５.コンピテンシーモデルによる人材育成（若手～
中堅職員）

取組内容どおり ①　66.8%
②　3.2点

・待ち時間を削減し区民が短
時間でスムーズにサービスを
受けられるようにする必要が
あるが、サービスカウンターな
ど区役所以外で受けられる証
明書発行などについての区民
の認知度が低い。
積極的に情報発信に努めるこ
とで認知度を高め、来庁者の
利便性向上をはかっていく。

・区民から信頼される自律した
職員づくり。組織目標をより明
確にし、その目標を達成する
ため、自ら提案・実行できる自
律した職員を育てるための新
たな研修を実施する。

東
淀
川
区

区役所以外のサービス提供方法についての周知を
実施
・待合フロアへのチラシ掲示
・待合フロア設置のモニター

東
成
区

①　83.1%
②　3.3点

【5-3-1】
・来庁者に対して「来庁者満足調査」を区役所全
課で行い、積極的に区民の声を取り入れる。
・アンケート用紙設置場所：6か所

・窓口サービス課の来庁者対象アンケートの実施
・「来庁者満足調査」アンケート記載用紙の収受（32
件）

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

【6-2-2】
本人が来庁し、本人の住民票や印鑑登録証明
書を取得するといった、市民自身は短時間でス
ムーズに受けられるべきサービスについて、そ
のサービスに特化したサービス提供場所（コンビ
ニ・井高野郵便局・サービスカウンター）を広く市
民に周知することにより、サービスを受けるため
の手間と時間を省き、日常生活の中でストレス
なくサービスを受けられるようにする。（ホーム
ページ・ツイッターで周知：年4回及び待合フロ
アー設置のモニターにて周知：随時）
出張所の集客増による本区役所待ち時間の短
縮



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

引き続き民間のノウハウを活用し、サービスの向上
と効率化を進めるとともに、平成２８年３月の新庁舎
への移転にあわせ委託範囲の拡大を行い、民間委
託の充実を図った。

【4-1-2】
・「手続き案内書」の作成・配布、婚姻・出生届時
の「お祝いカード」（コスモちゃん挿入）の作成、
ウチワ型「証明交付用番号札」の使用など、時
宜に応じたきめ細かなサービスを提供する。

制度等の改正にあわせて「窓口案内書」を改正（年
度当初、年明け等）するとともに、季節等に応じた
「お祝いカード（コスモちゃん入）」（婚姻届・出世届
時）を作成し、配付した。また、夏季には「ウチワ型
証明交付用番号札」を利用するなど、きめ細かな
サービスを提供した。

【4-1-1】
・全市的な取組動向、新庁舎の建設計画等を踏
まえ、住民情報業務の民間委託について円滑
実施と充実に取り組む。

城
東
区

―

①　80.0%
②　3.5点

・電話・窓口対応のさらなる品
質向上が必要である。

・各課長のマネジメントのもと、
職員の意識とスキルを高める
ため、研修や日々の声かけな
どを積極的に行なう。

【4-2-１】
職員の主体的な参画のもと、改革に自ら取り組
む自立的な職員の育成に向け「職員の意識改
革」を図るとともに、「6つのムダ」取り。「5S」など
組織風土の変革を行う。
・意識改革セミナーの実施（全新規採用・異動者
向け12回）『AsahiManagement System』による
取り組み
・5S実施、6つのムダ取り等のカイゼンを継続す
るとともに、区行政システムの再構築、政策立案
能力の向上、迅速で高品質な行政サービスの
提供を行うためのシステムの構築

・意識改革セミナーの実施 全員受講
・改革支援チーム会議　毎月実施・カイゼン通信を
区ホームページに掲載
・窓口案内標示等を充実。
・各課において事務室レイアウトの適正化や５Sを実
施。

【4-2-2】
各課・担当における区民サービス向上の目標設
定と検証の継続を行う。
　・6月（設定）
　・1月（振返り・見直し）
窓口一本化・ワンフロア窓口を見据えて検討す
る。
業務の委託化を通じて、より良いサービスの向
上を目指す。
職員の多能工化による個々の職員の資質向上
を目指す。

受託業者と定期的な会議を開催、サービス水準の
報告を受け、サービスの向上に努めた。
多能工化の一環として窓口マスター4名の研修を行
い、育成に努めた。

―

旭
区

①　78.8%
②　3.3点

生
野
区

①職員接遇研修「いくのスマイル宣言」（クレーム対
応）（7～10月、全１２回(管理職対象、係長以下対
象)）　参加者330名
②認知症サポーター養成講座（10月、全２回(新採、
異動者対象)）　参加者47名
③行政対象暴力対応研修（1月、全２回(契約管財
局主催、生野区開催)）  参加者41名

【課題】
さらなる区役所サービスの向
上
【改善策】
平成27年度実績で既に目標を
上回っているが、さらなるサー
ビスの向上をめざし、引き続き
取組を推進する。

①　81.4%
②　4.0点

【4-2-1】
・接遇の基本である、相手の立場になって考え
るやさしさと思いやりを形にした「スマイル（笑
顔）」を職員全員が心がけ、区役所を訪れる方を
“おもてなしの心”でお迎えるする意識と風土を
醸成する接遇研修を実施する。
　１回/年（全職員対象）



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

繁忙期のフロアマネージャーによる事前記入補助
のほか、内部の職員による窓口の応援や、国民年
金の現況届提出専用ポストを設置して窓口で並ぶ
必要を無くしたことなどにより、70分を越える待ち時
間は発生しなかった。

【4-1-4】
・全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力
向上のため、外部講師による研修を実施する。
（年1回）

全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力向上
のため、外部講師による研修を１回実施。
・職員の接遇能力のスキルアップのため１回３０分
程度の窓口案内体験（コンシェルジュ研修）を実施。

【5-4-1】
○阿倍野区職員力向上基本プランに基づき、改
革を担う自律的な職員づくりをめざし、研修ニー
ズに応じた他区・民間企業への職員の出張・研
修を
実施します。
・他区、民間企業への職員の出張・研修の実
施：年1回以上
・区長・副区長との意見交換会：月1回
○職員人材開発センターを活用しつつ、実務能
力向上に向けた各種研修を実施し、職員の自発
的な能力開発を支援し、組織力の向上をめざし
ます。
・区職員力向上研修を実施：5回

・他区、民間企業への職員の出張・研修の実施：年
1回
・区長・副区長との意見交換会：12回
・区職員力向上研修を実施：5回

【6-1-1】
・窓口・案内サービスの向上を図るため、係長と
係員を中心に接遇研修を実施する。　１回
・格付け評価の結果に基づき、弱点を克服する
ような内容と、クレーム対応力を醸成する内容と
する。研修後に実地指導研修を行うことにより、
研修内容の定着を図る。
・窓口アンケートを２回実施し、結果を公表する
ことにより啓発を図る。

・窓口・案内サービスの向上を図るための接遇研修
1回
・窓口アンケート実施　2回

【4-1-3】
・最繁忙期にフロアマネージャーや窓口以外の
職員により事前の申請用紙交付と記入補助を
行い、窓口での所要時間を短縮する。
・回収するだけの書類は、専用ポストを設置して
窓口処理の必要をなくす。

鶴
見
区

城
東
区

阿
倍
野
区

【課題】
区役所来庁者に対する窓口
サービスに係る民間事業者の
覆面調査員による調査におい
て平成26年度、平成27年度
は、３．５点とボーダーライン上
である現状です。
【改善策】

区役所来庁者に対する窓口
サービスに係る民間事業者の
覆面調査員による調査での指
摘事項の改善や職員意識の
向上に向けて取組みを強化し
ます。

①　72.6%
②　3.2点

「鶴見区役所職員向上基本プ
ラン」に基づき接遇研修等を実
施することにより、平成27年度
においては星１つを獲得する
ことができた。職員により接遇
力のスキルに差があることを
鑑み、今後は全職員を対象と
した接遇研修を実施し全体の
底上げを図る。

―

―

①　80.0%
②　3.5点

①　76.6%
②　3.5点



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

―

①　72.1%
②　3.4点

【5-1-1】
＜業務フローの見直し・スムーズな窓口間連携
＞○待ち人数の公開、スムーズパスの運用や
受付シートの見直し・機能向上、書類伝達方法
の見直しなど、個別窓口での事務改善の継続実
施
・証明書等発行のお客様の待ち時間（発券機で
整理券を取ってから　受付するまでの時間）
　⇒80％以上のお客様の待ち時間を10分以内
・複数窓口のお客様が待ち始めてからすべてを
終えるまでの時間
　⇒80％以上のお客様の待ち時間を1時間半以
内

・受付窓口での「待ち人数」をホームページで公表し
た
・係長級による審査席（特急ライン）を導入し、業務
フローの改善と待ち時間の短縮を実現した

―

【5-1-2】
○案内表示の改善・総合案内の改善　・総合案
内やフロアマネージャーの強化　　⇒各種レク
チャー及び職場研修の実施　・案内表示等の継
続的な見直し　　⇒特に案内表示と広報物等と
が混在して効果を損ねないよう管理

・案内表示の改善
・総合案内の改善
・総合案内やフロアマネージャーの強化　（職場研
修　2回）

―

【5-1-3】
○待合環境の改善の取組
　・待合ロビーの図書コーナーの充実
　・ＢＧＭの充実
　・季節に応じた取組(夏季：呼び出し番号うちわ
の配布等）
　・情報コーナーの充実

・待合ロビーの図書コーナーの充実(書籍の入れ替
え　2回)
・ＢＧＭの充実
・季節に応じた取組(夏季：呼び出し番号うちわの配
布等）
・情報コーナーの充実

住
吉
区

【5-2-1】
・窓口サービス課の業務連携検討会議を月１回
開催し、毎月の接遇目標を設定し、来庁者から
の評価を受けることで、その結果を検証し、改善
へとつなげていくことで、窓口サービスの向上を
図る。
・毎日朝礼を実施し、職員同士での情報共有な
どを行うとともに、始業時に一斉あいさつを実行
し、職員の仕事に対する意識の向上を図る。

・接遇目標に対して、来庁者アンケート実施。
・毎朝、始業時に朝礼および一斉挨拶を実施。

【5-4-2】
○職員のモチベーション向上の取組み
・職員表彰制度の継続実施：年1回
・ほめる・認める組織風土の醸成のための
「GOOD　JOBカード」の継続実施：通年
○改革・改善の取組み
・区政改革PTを中心とした改善の取組みを行
い、改善事例共有会を実施：年1回
・区長室に各課方針および施策の実施内容とス
ケジュールを見える化し進捗管理の実施：定期
報告（月1回）

・職員表彰制度の継続実施：年1回
・ほめる・認める組織風土の醸成のための「GOOD
JOBカード」の継続実
施：通年
・オフサイトミーティングの実施：年1回
・区政改革PTを中心とした改善の取組みを行い、改
善事例共有会を実施：
年1回
・区長室に各課方針および施策の実施内容とスケ
ジュールを見える化し
進捗管理の実施：定期報告（月1回）

住
之
江
区

阿
倍
野
区

①　79.6%
②　4.0点

【課題】
組織における仕事のめざすべ
き方向性が明確化・共有化さ
れていない現状にあります。
【改善策】
全職員が組織における仕事の
めざすべき方向性を全職員に
庁内情報誌やメールなどを活
用し、情報共有できる取組み
を強化します。

区役所来庁者等に対する窓口
サービス格付けにおいては星
2つであり、一昨年度・昨年度
から評価は上がっている。
今後も評価結果の検証をもと
に、窓口サービスのさらなる向
上を図る必要がある。

①　76.6%
②　3.5点



成果指標

区名

具体的取組
平成27年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

西
成
区

①　73.7%
②　3.3点

・庁舎案内の改善を引き続き実施する。
・窓口サービス業務の委託事業に対し、接遇等
のスキルアップを図るよう指導するとともに、情
報連携を図るために定期的にミーティングを開
催する。

・庁舎出入口やエレベーター前の庁舎案内表示の
改善
・窓口サービス業務の委託と事業毎週木曜日、情
報連携ミーティングを開催。

【課題】
・区役所全体として区民サービ
スが向上しており、さらなる職
員全体の意識向上が必要
【改善策】
・区役所1階ロビーにデジタル
サイネージによる庁舎案内シ
ステムを導入
・総合案内にipadを導入して、
区民から寄せられる様々な問
い合わせに対応

・ミシュラン☆２つをめざして、職場改善について
継続して検討会議を開催している。
・来庁者の多い部門にフロアマネージャーを配
置することにより、区民に対して適正かつ親切な
対応を行っている。
・窓口におけるサービス水準の向上のため窓口
アンケートを実施する。

・ひらめき”ひらちゃん”職場改善チーム会議の開催
８回
・フロアマネージャーの配置　４名
・フロアマネージャーに対する研修　１回
・窓口アンケートの実施　４回

来庁者が非常に多く、日常的
に窓口が混雑しており、待ち時
間が発生しているため、今後
は、より迅速で適正な窓口業
務に取り組み、親切・丁寧な対
応ができるよう、工夫していく。

東
住
吉
区

①　71.8%
②　3.5点

おもてなし向上に向けた活動
実績のアピールが不足してい
る。
区ホームページに随時、活動
実績を掲載していく。

【様式3　取組項目5】
①タウンウォッチング研修の実施
②-1自律した自治体型の区政運営に向けた職
員力向上のための研修の実施
②-2元気アップ運動を核とした「褒める」・「認め
合う」職場風土づくりの推進
③区民ニーズに沿ったおもてなし向上に向けた
取組の推進

①事業説明会の実施（5/27)。タウンウォッチング：
北コース・南コースに分けて2回実施（5/27,6/1)。
②-1業者委託による職員のスキル向上に向けた人
材育成研修を4科目計8回実施
（8/12,8/17,9/2,9/10)及び窓口業務等実地指導研
修を2日実（10/15,10/16)。
②-2あいさつ等の励行、区役所周辺清掃活動（毎
週水曜日実施）
③快適なロビーづくり（正面玄関の飾りつけ：計9回
実施、住民情報のうちわ番号札（H27.6～9）、涼み
処の設置（H27.７～8）、打ち水を計2回実施。
（7/29,8/26))、住民情報の窓口混雑予想カレン
ダーの設置、わかりやすい案内表示の設置（H28.3）

平
野
区

①　75.5%
②　3.3点



成果指標

区名

福
島
区

・効果的・効率的な業務運営に向け、人材育成
研修を実施する。
・定例で開催している管理職員の会議を通じて、
マネジメント力の向上や、業務の連携を図る。

・職場活性化、業務改善のための区長座談会の実
施
・業務連携、情報共有のための課長連絡会の定例
実施 ―

若手職員が中心となり、業務プロセスの改善な
どに取り組む。
・職場改善チームの活動ほか

・職場改善チームの活動　ミーティング8回 ・アウトカムの達成状況は順調
でないが、中長期の取組が必
要である。
・若手職員が中心となり、業務
プロセスの改善などに取り組
んでいるが、アウトカムの達成
に繋がっていないため、区民
への情報発信にも取り組む。

23.5%

・証明書発行をはじめとする窓口業務の民
間委託、庶務関係業務やバックオフィス業
務等の集約化（Ｈ２６．２月～）
・窓口案内表示の改善

・証明書発行をはじめとする窓口業務の民間
委託、庶務関係業務やバックオフィス業務等
を集約化し、委託事業者のスキルアップを図
る。
・職場活性化プロジェクトチームが庁舎案内表
示をデザインし、来庁者の目線でわかりやすく
改善。

各区における区政運営基本方針成果指標
平成27年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

めざす姿(将来像)　
（３）区民が満足・納得できる区役所運営

　区役所が区民をはじめ来庁者にとって快適で満足できる場所となるとともに、区役所業務の運営について、区民の視点から
見て納得してもらえるものとなることをめざします。

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

中
央
区

平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

26.2%

【5-2-4】
効果的・効率的な業務運営をめざし、若手職員
を中心とした業務改善チームが主となり、業務
の創意工夫・効率化・省力化に向けた積極的な
改善を推進する。
・オフサイトミーティングの実施　4回
・改善に向けた取り組み内容を広報紙やホーム
ページ等で紹介　4回

・オフサイトミーティングの実施　3回
・改善に向けた取り組み内容を広報紙やホーム
ページ等で紹介　10回
　（市民サービス向上委員会ニュースの発行）

（課題）
効果的・効率的な業務運営を
めざして取組みはすすめるこ
とができたが、情報発信に乏し
かったことから、十分な効果を
得ることができなかった。
（改善策）
取組そのものは有効であると
考えられるため、取組を継続し
て行うことはもとより、幅広く来
庁者に知ってもらえるような情
報発信を行っていく必要があ
る。

北
区 24.4%

・ESCO事業に着手した。（H27年度～H28年度） ・空調設備の熱源機器の交換、照明器具のLED化
を行い、区役所庁舎の光熱費の削減に取り組ん
だ。
　電気使用量を平成25年度比で、1.3％減

取り組みの効果が現れるのは
短期的には難しいので、継続
して取り組みを進める。

都
島
区

24.3%

課題
住民票等の証明書発行業務
を民間委託するなど、民間の
力の活用をしているが、効率
的な業務運営が行われている
と感じている区民の割合が低
く、「どちらとも言えない」と回
答している方が多くなってい
る。
改善策
委託事業者のスキルアップを
図るとともに、区役所の業務を
効率的・効果的に運営してい
ることを区民に伝えていく必要
がある。

此
花
区

21.3%



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

15.9%

【様式3　取組項目2】
・施策目的の達成度を可能な限り数値化した上
で、区長、副区長、各事業担当者によるＰＤＣＡ
検討会議を毎月実施し、事業の有効性や進捗
状況をチェックしＰＤＣＡを徹底する。
・区ＣＭ事業についてＰＤＣＡ検討会議を実施
し、区長の補助組織となる局の職員と区の特性
や課題の共有化を図り、事業をチェックすること
でＰＤＣＡを徹底する。
・職員のＰＤＣＡにかかる意識向上をめざし、職
員アンケートや研修等を実施する。

・区事業について、区長、副区長、担当課長・課長
代理・係長が出席するＰＤＣＡ検討会議を9回実施
し、目標の達成度や事業の有効性等をチェックし、
方向性等の検討を行った。また、各担当の係員の
参加を促し、担当内での意識共有を図った。休会と
なる月も、ＰＤＣＡシートで区長・副区長へ進捗状況
の報告を行った。
・区ＣＭ予算事業の中から16事業（6局）を抽出し、Ｐ
ＤＣＡ検討会議を3回実施し、局と区の意向を共有す
るとともに区ＣＭ予算へ反映した。
・ＰＤＣＡサイクルの理解を深めるため、各担当へチ
ラシを配布するとともに、e-ラーニングを実施（70
名）した。

西
区

　アンケート結果は目標数値
に達しなかったものの、ＰＤＣＡ
を意識して業務に取組んでい
る人の割合が、
　平成25年7月50％、平成26
年1月67％、平成26年5月
67％、平成27年1月73％、平
成27年8月78％と年々上昇し
ており、職員の意識は少しず
つ高まっている。
　また、ＰＤＣＡを理解していな
い人はわずかであり、そのうち
半分は西区に勤務して1年未
満である。
　引き続き、ＰＤＣＡサイクルの
徹底に向けて、ＰＤＣＡシート
の作成や検討会議の実施、理
解を深めるチラシの配布等の
取組みにより、職員意識の浸
透に努める。

港
区 26.9%

成果指標に比べ、非常に低い
状況となっている。
区役所で行われている効果
的・効率的な業務運営につい
ての情報発信が不十分である
と認識しており、業務改善等の
情報についても積極的に発信
していくこととする。

23.4%

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
ちに沿った接遇の実施。窓口混雑時における応
援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
○窓口サービスに関するアンケートの実施（1
回）
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁
の取組の広報紙への周知（毎月）
○人事異動職員等に対する「大正区サービス
アップマニュアル」の配布・啓発や市民の声など
による苦情に対する職員への改善指導・周知の
実施（随時）
○接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組の広報紙への周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○保険年金担当窓口のハイカウンターをローカウン
ターに変更

・効果的・効率的な業務改善に向けて、職員の
改善意欲や積極性の向上を図るため、職員改
善提案を促進し、優秀提案を積極的に表彰する
ことで、改善意欲の強い職場風土の形成をめざ
す。
・提案のあった改善については、区役所全体で
情報共有し、できる限り実現する。

・提案数　53件
・優秀提案表彰　9件
・提案内容を庁内情報誌で情報共有
・主な提案内容
保育施設・事業利用の一斉募集の効率化
庁内表示の改善

効果的・効率的な業務改善に
向け、職員提案制度の活性化
と提案内容の具体化を進めて
きたが、成果指標は厳しい結
果となっている。
引き続き職員提案制度を充
実・活性化するとともに、地域
課題の的確な把握やＰＤＣＡ
サイクルの徹底による事務事
業の見直しなど、効果的・効率
的な業務運営の向上に一層
取組み、その成果をわかりや
すく区民に周知するよう努め
る。

大
正
区



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

事務改善のための検討会を実
施したものの、各職場の業務
状況により会議に参加できる
日程が限定されたため、開催
回数が十分ではなかった。検
討機会を増やして取組の活性
化を図る必要がある。
各課題に関する検討会や業務
遂行能力の向上を図るための
学習会等について、原則として
定例開催にするとともに、可能
な限り他の会議との連続開催
とすることにより、会議に参加
しやすい環境を整えて機会の
増加を図り、人材育成を促進
する。

・新たな収入方策の検討
・電灯の間引きやこまめな消灯など、継続的な
節電の取組みにより、節電意識の浸透を図る。
・コピーの両面化、供覧文書の電子化を促す。
・ノー残業デーの徹底、超過勤務の執行を適正
に管理し、必要に応じ課長とのヒアリングを実
施。

・BEMS導入による節電対策の実施
・広告付き庁内案内表示板の設置
・超過勤務の適正執行に向けたヒアリングの実施

（課題）
　効果的・効率的な業務運営
に向け区が実施している取り
組みについて、区役所と関わ
りの低い区民の皆さんに対し
て、いかに理解していただくか
が課題である。
（改善策）
積極的、効果的な情報発信に
努める。

21.4%

浪
速
区

17.7%

【1-3-1】
・職員づくり、人材マネジメントにかかる基本方
針「天王寺区役所　職員力向上基本プラン」に
沿って、人材開発センターを活用しながら取組を
推進する。
　職員塾等の開催　年4回以上
・区役所の業務が効果的・効率的に運営される
よう、効果的な事例の共有や関係所属とも連携
を図りながら、業務プロセスの改善・事務の集約
化などについて検討する。
　随時

職員塾の開催　5回
行政連絡調整会議の開催　2回
管理職情報共有会の開催　49回
服務規律確保推進委員会の開催　1回
内部統制連絡会議　1回

【課題】
職員が主体的に市民のために
何ができるかを常に考え、地
域の特性や住民ニーズに対応
した事業・施策を自ら企画し、
実施する力を養い、発揮して
いくことが必要。
【改善策】
常に向上心・責任感・プロ意識
を持って業務に取り組むよう職
員一人ひとりの意識改革に取
り組む。

23.4%

【様式3　取組項目4】
・年度当初に、「大正区不祥事根絶プログラム」
を全職員に周知・徹底。
・服務規律の確保について、毎週定例開催して
いる課長会・係長会で随時取り上げ、職員への
周知を徹底。
・区長以下各課長による大正区服務規律確保
推進勉強会を随時開催。
・課長会・係長会・情報共有化委員会の開催に
より、各役職レベルでの横の連携を強化すると
ともに、それぞれの内容を各職場で周知徹底す
ることによって、縦の連携の強化を行い、必要な
情報や意見が迅速に、かつ確実に全職員に伝
わるようにする。
・職員が区長・副区長へ、業務上で抱える課題
等について伝える機会を設ける。
・職員の一人ひとりの能力開発や意識改革、自
己啓発に対する意欲を高めることを目的とした
研修を実施する。

・平成27年度の取組内容すべての取り組みを行っ
た。
・特に課長会・係長会・情報共有化委員会の開催に
より、各役職レベルでの横の連携を強化するととも
に、それぞれの内容を各職場で周知徹底することに
よって、縦の連携の強化を行い、必要な情報や意見
が迅速に、かつ確実に全職員に伝えることができ
た。

成果指標に比べ、非常に低い
状況となっている。
区役所で行われている効果
的・効率的な業務運営につい
ての情報発信が不十分である
と認識しており、業務改善等の
情報についても積極的に発信
していくこととする。

天
王
寺
区

大
正
区

西
淀
川
区

18.2%

【2-2-4】
○各グループにおいて業務の改善を行いその
取組みを区役所全体で情報共有するとともに、
区役所全体に関わる改善については各グルー
プから選出した業務改善プロジェクトメンバーに
より課題解決に向けた検討会を年8回以上実施
する。

・各グループの業務改善事例を、幹部会で情報共
有
・会計事務の改善を目的に「会計事務適正化検討
会」を４回開催



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

淀
川
区

18.7%

東
淀
川
区

【5-3-2】
　事務プロセスの改善・削減のため、「淀川区ダ
イエット作戦」を実施し、効果的・効率的な業務
運営を行う。
・改善や効率化につながる提案を担当係長とラ
インの係員で意見交換を行い、その後課長等と
も意見交換を行うことで、職場全体が改善を意
識する風土を醸成する。また、業務改善の改
善、集約等を実行できる業務については即時に
実行し効率的な業務運営を行う。
　提案の検討に向けた各課への働きかけ：四半
期に１回
・改善、集約等行った事務については、区内職
員で共有し、ヨドレポ等を通じ区民に向けても広
報を行う。
　区民向け周知：年１回

職員提案をH27.7月に実施するとともに全提案につ
いて課内議論とともに全課長への共有化を図った。

・業務の効率化は、業務その
ものの改善だけでなく、執務室
など取り巻く環境の改善も必
要であり、間接的な提案も検
討する必要がある。

次年度は直接的な業務の効
率化に限らず、事務室内の整
理整頓等間接的に業務の効
率化を図れる事項についても
各職場において議論する。

【6-3-1】
人材育成ＰＴを中心に、「東淀川区職員力向上
基本プラン」を充実し、各取組みを実施する。
　区民から信頼される自律的な職員づくりを進
め、職員の知識や技能の向上を図るとともに、
仕事へのやりがい増進を図るため、各種研修を
実施する。
１．ＯＪＴ・組織風土改善研修（新任・転入した係
長級以上の全職員、中堅職員）  ２回
２．業務マニュアル作成スキル向上研修（主担
者、庶務担当係長等）　１回
３．クレーム対応研修（主担者、庶務担当係長
等）　１回
４．区長によるパーソナルコーチングの実施（若
手～中堅職員）１回
５.コンピテンシーモデルによる人材育成（若手～
中堅職員）

取組内容どおり

23.5%

コンプライアンス研修（全職員）　1回
コンプライアンスアンケートの実施
内部統制担当者研修（フォローアップ研修含む）　3
回
個人情報保護研修（全職員）　1回
事故防止強化月間の取組み　2回
朝礼の活性化
区長によるパーソナルコーチング　など

【6-3-2】
これまで発生した個人情報漏えい等事故、不適
正な事務処理の原因の追究と、現在の再発防
止対策についてＰＤＣＡサイクルの実践により、
検証・改善を行い、効果的・効率的に実施する。
　区民から信頼され、区民の信託に応える組織
風土をつくるため、コンプライアンス研修を継続
的に実施し、職場の内部統制機能を向上させ、
職員のコンプライアンスの自覚と覚悟の徹底、
不正を未然に防ぐ「風通しのよい職場づくり」を
推進する。
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・内部統制担当者研修　１回
　フォローアップ研修　　随時

・仕事のやりがい向上に関す
る取組みが不十分であった。
仕事のやりがいを感じるため
の取組みとして、組織目標をよ
り明確にし、その目標を達成
するため、自ら提案・実行でき
る自律した職員を育てる新た
な研修を実施する。

・コンプライアンスに対する自
覚と覚悟、公権力の意識不
足。
職員アンケートやコンプライア
ンスアンケートにより得られた
情報をもとに、コンプライアン
ス研修等の手法を検討し、より
効果的な研修を実施する。

・内部統制機能が不足してい
る。
内部統制担当者研修を充実さ
せ、内部統制機能を向上させ
る。

・個人情報漏えい等事故及び
不適正な事務の再発防止策
が不十分であった。
過去の事故事例の原因・分析
に基づく対策を行い、対策を講
じることで、個人情報漏えい等
事故及び不適正な事務の再
発を防止する。

・上司の意図するものが部下
職員に十分に伝わっていな
い。
上司と部下の十分なコミュニ
ケーションの場を充実させ、
「風通しのよい職場づくり」を推
進する。



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

【課題】
効果的・効率的な業務運営に
向けた区役所の取組に関する
情報発信
【改善策】
様々な情報発信を通じて、効
果的・効率的な業務運営に向
けた区役所の取組が進められ
ていることを知っている区民の
割合の向上を図る。

生
野
区

旭
区 24.5%

東
成
区

24.4%

【5-2-1】
・広報紙について、特集記事や区の事業、区内
のイベント等、多岐にわたる記事を盛り込むとと
もに、世代別に編集するなど読みやすくわかり
やすい紙面作りに取り組む。
・地域情報ページを充実させるため、引き続き区
民記者を募集し掲載内容を充実する。
・区内広報板を活用するなど、複数の媒体によ
る情報発信を展開する。
・地域情報の掲載：12回、広報板の活用：24回

28.0%

【4-3-1】
●職員の主体性やチャレンジ性を引き出すため
に平成２４年１０月に設置した改革提案プロジェ
クトチーム（以下、「改革ＰＴ」という。）の活動を
引き続き支援し、組織全体で共有するとともに、
職員による各種提案の実現を図る。
●区民の目線に立ち、区民のみなさんから信頼
される職員、自ら知識の習得に努め、業務内容
に精通した職員を育成するため、ファシリテー
ション能力、企画力等の向上のほか、万一の事
態に即応できるようにするための防災訓練、防
犯訓練、AED講習会など、区独自の研修を実施
する。

改革PTメンバーによるﾗﾝﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(毎週木曜)、改
革ＰＴ主催の地域まち歩き、庁内放送による全館朝
礼、いくみんﾚﾝｼﾞｬｰを活用したがん検診受診啓発、
庁内ﾚｲｱｳﾄ改善

・地域情報の掲載：12回
・広報板の活用：24回

【5-3-2】
・職員の気づきを積極的に取り入れ、職員がや
りがいを感じて自ら積極的に業務に取り組める
よう機運の醸成を図る。
・担当部署を越えて、職員同士が協力・連携す
る対応を強化する。
・職員と区長ミーティングの開催：2回開催
・区民サービス向上プロジェクトチーム会議：10
回

・職員と区長ミーティングの開催：　1回
・区民サービス向上プロジェクトチーム会議：　9回

順調に進捗しているため、継
続して取り組む。

取組みは予定どおり実施した
が、目標には届かなかった。し
かし、数値に表れないところで
職員のやる気の向上につな
がっていることから、継続的に
取組みを実施する。

・様々な取り組みを行なってい
るが、そのことが十分に区民
に伝わっていない。

・実績を正確に伝えるため事
例を紹介し、区の取組みが十
分に伝わるようPRを強化す
る。
・なお、カイゼンの取組は順調
に推移していると考えており、
引き続き取り組みを行なう。

【4-2-１】
職員の主体的な参画のもと、改革に自ら取り組
む自立的な職員の育成に向け「職員の意識改
革」を図るとともに、「6つのムダ」取り。「5S」など
組織風土の変革を行う。
・意識改革セミナーの実施（全新規採用・異動者
向け12回）『AsahiManagement System』による
取り組み
・5S実施、6つのムダ取り等のカイゼンを継続す
るとともに、区行政システムの再構築、政策立案
能力の向上、迅速で高品質な行政サービスの
提供を行うためのシステムの構築

・意識改革セミナーの実施 全員受講
・改革支援チーム会議　毎月実施・カイゼン通信を
区ホームページに掲載
・窓口案内標示等を充実。
・各課において事務室レイアウトの適正化や５Sを実
施。

【様式3　取組項目4】
（取組の内容）
新規配属者を含めた職員全員への「Asahi
Management System」の浸透とチェンジリーダー
の育成

・意識改革セミナーの実施 全員受講・改革支援
チーム会議　毎月実施・カイゼン通信を区ホーム
ページに掲載・窓口案内標示等を充実。・各課にお
いて事務室レイアウトの適正化や５Sを実施。



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

・全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力向上
のため、外部講師による研修を１回実施。
・職員の接遇能力のスキルアップのため１回３０分
程度の窓口案内体験（コンシェルジュ研修）を実施。

【様式3　取組項目2】
・外部研修を活用した迅速、正確、丁寧な市民
サービス向上
・個人情報、コンプライアンスなど、定期的な検
証による徹底した法令順守

外部委員を含む現金取り扱い事務監査チームを結
成し、全課における現金の取り扱い状況を監査し、
改善を求めてきた。

【様式3　取組項目3】
・納め忘れ防止のための口座振替勧奨
・所得不明世帯への簡易申告書提出勧奨や減
免可能世帯に対する申請勧奨など、正当に保
険料を減額できる可能性がある人への制度周
知
・自主納付のない世帯に対する納付勧奨の促進
及び財産調査の強化

所得不明世帯への簡易申告書提出勧奨や、法定
軽減が可能な世帯に対する減免申請勧奨を行うと
ともに、新規の国保加入者を中心に口座振替勧奨
を実施した。また自主納付のない世帯に対しては督
促状等納付勧奨文書を送付するとともに、差押えを
前提とした財産調査を2,157件実施した。

鶴
見
区

城
東
区

21.7%

【4-1-4】
・全職員を対象に、窓口対応・電話対応の能力
向上のため、外部講師による研修を実施する。
（年1回）

(1)区庁舎耐震改修工事に伴う空調・照明設備
等の機種更新を迎えるにあたり、省エネ機器を
採用する。空調・照明の使用にあたり、各職員
に対し適正な利用を周知し、意識の向上に努め
る。

(2)介護保険制度の情報提供を行うとともに、①
保険料の口座振替を勧奨する、②区独自に滞
納者をリストアップし、電話・文書による納付勧
奨により、未収金を発生させない。

(3)①保険料の口座振替を推奨する取組み②滞
納初期段階での接触で未納額を累積させない
取組み（収納状況を観察し滞納者と接触、所得
や困窮状況を把握）差押処分を積極的に実施す
る取組み（悪質、常習等の滞納者への来庁勧奨
及び納付督励）④国保資格の確認をもって適正
調定額の算定を図る取組み（社保加入調査、不
現住調査）

(4)１階玄関ホール内の壁面スペースに、広告事
業主の募集を行う。

(1)　　区庁舎耐震工事に伴い、空調・照明設備等を
省エネ機器に機器更新した。また、空調・照明の使
用にあたり、各職員に対して適正な利用を周知した
り、会議室等に表示物を掲示し、意識向上に努め
た。

（２）・中長期滞納者に対し、電話・文書による納付
勧奨を実施。・短期滞納者で委託業者が接触不能
であった者に対し、文書による納付勧奨を実施。・
保険料段階が第１段階の滞納者に対し、納付勧奨
を実施。・特別徴収停止者に対し、口座勧奨文書を
送付。・第１次～第３次対策として、本人課税者（７
～11段階）滞納者に対し、納付書・文書を送付、ま
たは電話勧奨を行い、納付交渉を実施。

(3)・新規加入ケースに、窓口及び文書での口座振
替勧奨を随時実施・納付約束不履行者へ文書督励
1,110件・特別催告348件・財産調査6,066件・差押予
告510件・不現住調査303件

(4)1階玄関ホール内の壁面スペース及び1階窓口
サービス課の広告機能付電子番号表示機の募集を
行った。

効果的・効率的な業務運営を
めざしてさまざまな取組みをす
すめ、各取組みごとの目標は
達成することができた。
今後は、それらの取組みの周
知を図るため、より積極的な情
報発信に努める。

【課題】
職員による不祥事の発生が続
き、個人情報の漏えい事故も
減少していない。過去の事件
や事故が他部署の事、他人の
事としてとらえられ、自らの問
題として業務を検証していない
状況がみられる。
【改善策】
引き続き、事案の問題点を整
理し、未然に防止できるよう業
務改善に努め、また、風通し
のよい職場風土づくりに取り組
む。

21.1%

―

―



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

阿
倍
野
区

住
之
江
区

【5-3-1】
○職員の流動性を高め互いにカバーし合う組織
づくりを行います。
・担当外業務の応援体制の運用実施年５回以
上

各業務の分析を行い、応援体制の検討を行いまし
た。
担当外業務の試行実施にかかる仕組みづくりの検
討を行いました。

【5-4-2】
○改革・改善の取組み
・区政改革PTを中心とした改善の取組みを行
い、改善事例共有会を実施：年1回
・区長室に各課方針および施策の実施内容とス
ケジュールを見える化し進捗管理の実施：定期
報告（月1回）

・若手職員を中心とした職場改善プロジェクト会議
の開催（７回）
・スマイルコンテストの実施
・全職員を対象とした接遇研修の実施
・職場改善提案ＢＯＸの設置及び提案内容の実行
・改善ＮＥＷＳの配信
・平成27年度「来庁者等に対する窓口サービス」の
格付け結果にて、24区役所中1位。（星２つ）

26年度の「仕事にやりがいを
感じている・ある程度感じてい
る職員の割合85%」より増加し
ており、職場改善プロジェクト
の成果が出ている。ただ、職
場改善プロジェクトの活動がメ
ンバー内にとどまり、他の職員
の意識変革に結び付きにくい
ので、今後は他の職員をも巻
き込む活動にしていく必要が
ある。また、職場改善プロジェ
クトチーム等の改善内容や活
動について、区役所内での共
有にとどめず、ホームページ
等で広く区民へ発信していく必
要がある。

25.0%
・職員表彰制度の継続実施：年1回
・ほめる・認める組織風土の醸成のための「GOOD
JOBカード」の継続実施：通年
・オフサイトミーティングの実施：年1回
・区政改革PTを中心とした改善の取組みを行い、改
善事例共有会を実施：年1回
・区長室に各課方針および施策の実施内容とスケ
ジュールを見える化し進捗管理の実施：定期報告
（月1回）

【課題】
組織における仕事のめざすべ
き方向性が明確化・共有化さ
れていない現状にあります。
【改善策】
全職員が組織における仕事の
めざすべき方向性を全職員に
庁内情報誌やメールなどを活
用し、情報共有できる取組み
を強化します。

【課題】
担当外業務の試行実施にか
かる仕組みづくりの検討を進
めてまいりましたが、業務の専
門性・特殊性が大きく、一時的
に他課の業務に従事すること
が困難です。
【改善策】
効果・効率的に業務を遂行す
るため、担当外業務応援体制
に捉われることなく、事業を再
構築します。

22.4%

【様式３　取組項目２】
・若手職員を中心に課題の洗い出しから解決ま
での道筋をつけ、行動に移すためのミーティング
を定期的に実施する。（月1回）
・他の担当課職員とのグループディスカッション
や職員間のつながりを見出すための接遇研修
を実施する。（全職員対象）



成果指標

区名

具体的取組 平成27年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成27年度の取組内容 平成27年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

西
成
区

24.8%

東
住
吉
区

20.4%

平
野
区

17.5%

【様式3　取組項目4】
・管理職等を通じ不適切事務、不祥事根絶に向
けた再確認を行うとともに、職員全体に意識付
けを図る。
・課長会（原則、毎週開催）及び庶務担当係長
会（年６回以上開催）等を通じて、不適切事務、
不祥事根絶に向けた再確認を行うとともに、職
員全体に意識付けを図る。
・定期的なコンプライアンスニュースを年４回以
上発行することにより注意喚起を徹底する。

・課長会及び庶務担当係長会や、研修を通じて、不
適切事務、不祥事根絶に向けた再確認を行うととも
に、職員全体に意識付けを図るよう周知等を行っ
た。
　課長会　５１回
　庶務担当係長会　１１回
・定期的なコンプライアンスニュースを年６回発行す
ることにより注意喚起の徹底を行った。

住
吉
区

　引き続き、不適切事務、不祥
事根絶に向けた再確認を行う
とともに、職員全体に意識付け
を行っていく。

【様式3　取組項目3】
（取組の内容）
・ミッション共有会（プレゼンテーション）の開催
・職員に対する接遇研修の開催

（取組実績）
・ミッション共有会（プレゼンテーション）の開催
・職員に対する接遇研修の実施

【様式3　取組項目6】
市の人員マネジメントに基づき、職員数の見直し
を実施する。

人員マネジメントに基づき職員数の削減に努めた。 区役所の取り組みが区民に知
られていない。
機構の見直しなどスリムで効
率的な業務執行体制を必要に
応じてPRしていく。

職員間でミッションを共有する
だけでなく、区の実情や特性
に応じた取組を進めていること
について、区役所ホームペー
ジや広報ひらので広く区民に
周知していく。

・超過勤務を行う職員に偏りが
あることや、超過勤務時間が
突出した職員がいる状況にあ
ることから、当該課の課長級
は「超過勤務手当縮減に係る
業務見直し計画書」を作成し、
執行管理や当該職員を指導し
ていくこととする。
また、各課において年度当初
に作成する「超過勤務執行計
画」に基づき、執行管理を徹底
する。

24.8%

【様式3　取組項目2】
（取組の内容/目標）
○各課において、超過勤務削減に向けた意見
交換を実施する。
○民間、他自治体での超過勤務縮減成功例を
職員に周知する。
○各課で執行計画に基づき計画的に超過勤務
管理を行うよう徹底する。
○より効率的な「勤務時間の割り振り」を試行も
含め検討する。
○超過勤務を行う職員に偏りが出ないよう、事
務分担の見直しを図る。
○各業務の工程管理を徹底し効率化を図る。
○ノー残業デーを徹底する。

○各課長と超過勤務削減に向けた意見交換を実
施。超過勤務時間が職員間で偏りが出ないように
事務分担を見直すよう指示した。
○各課で執行計画に基づき計画的に超過勤務管理
を行うことや、各業務の工程管理を徹底し効率化を
図るよう指示した。
○時間外勤務に対応できる勤務形態（区分）を設定
し、超過勤務の削減に努めた。
○各課にノー残業デーを徹底した。

・組織マネジメント研修の実施（係長級以上の職員
対象）：1回
・接遇研修の実施（全係員対象）：8回
・区職員による自己啓発研修の実施：1回
・新規採用者研修（非常勤嘱託職員、臨時任用職
員含む）：1回
・課長級職員を講師としたコンプライアンス・服務研
修の実施（係長級以下全職員対象）：1回
・職場改善委員会（旧元気アップ会議）の開催（年10
回以上）：11回
・区制90周年記念式典（6月）、帝塚山音楽祭（5
月）、すみ博（10月～11月）等への職員ボランティア
参加

・担当している仕事にやりがい
を感じている・ある程度感じて
いる職員の割合：72.4％、・施
策・事業の方針策定や課題の
抽出・改善にあたり、対話（上
司や部下・同僚とオープンに
話し、聴く）をしている職員の
割合：73.7％、目標達成に至ら
ず、目標達成に向け、効果的
な研修等を開催していく必要
がある。
・今後も取組み内容の検討・
改善を行いつつ、自律的な職
員と組織風土づくりに努める。

【様式3　取組項目3】
（取組の内容/目標）
○「住吉区職員力基本方針」に基づいた具体的
な取組の実施
・組織マネジメント研修の実施（係長級以上の職
員対象）
・接遇研修の実施（全係員対象）
・区職員による自己啓発研修の実施
○新規採用者研修（非常勤嘱託職員、臨時任
用職員含む）
○課長級職員を講師としたコンプライアンス・服
務研修の実施（係長級以下全職員対象）
○元気アップ会議の開催（年10回以上）
○時間外における地域ボランティアなど、職員に
よる社会貢献活動への呼びかけ（全職員対象）


